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態
は
進
行
し
、

一
九
九

0
年
七
月
一
日
か
ら
の
経
済
統
合
を
経
て
、
当
初
、

一
九
六
一
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
構
築
と
い
う
戦
後
の

―
―
一
月
二
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
統
一
は
、

-
0月
一
＝
日
に

し
か
も
、

ー`、ー,1
、一

九
四
九
年
に
誕
生
し
た
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
は
、

過
去
の
陰

第
一
節

第
四

0
巻
第
五
号

戦
後
に
お
け
る
過
去
の
克
服
の
意
義

繰
り
上
げ
ら
れ
た
。

一
九
八
九
年
に
四

0
周
年
を
祝
い
、
す
で
に
そ
の
前
の
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

国
」
の
期
間
よ
り
も
、
ま
た
「
第
三
帝
国
」
の
期
問
よ
り
も
、
さ
ら
に
、
両
者
を
合
計
し
た
期
間
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
続
い
て
い
る

3

一
九
八
九
年
―
一
月
九
日
の
「
ベ
ル
リ
ソ
の
壁
崩
壊
」
後
、
東
西
両
ド
イ
ツ
の
統
一
に
向
か
っ
て
、
お
そ
る
べ
き
速
度
で
、
事

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
と
「
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
」
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
政
治
的
に
も
統
合
し
、
法
的
に
は
、
西

ド
イ
ツ
基
本
法
第
二
三
条
の
適
用
に
よ
り
、

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
加
盟
す
る
と
い
う
形
に
よ
っ
て
、

ひ
と
つ
の

国
家
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
後
体
制
（
ヤ
ル
タ
体
制
）
が
完
全
に
終
結
し
、
法
理
論
的
に
は
旧
ド
イ
ツ
帝
国
を
引
き
継
ぐ
完
全

な
国
家
が
回
復
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
は
、
第
三
帝
国
の
減
亡
、
連
合
国
に
よ
る
占
領
、

地
域
と
西
側
占
領
地
域
の
対
立
、

一
九
四
九
年
の
東
西
二
つ
の
ド
イ
ツ
の
成
立
、

ソ
ビ
ニ
ト
占
領

ド
イ
ツ
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
規
定
し
て
き
た
戦
後
処
理
の
段
階
が
終
わ
り
、
新
た
な
「
ド
イ
ツ
」
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
は
、
今
や
、
第
三
帝
国
と
い
う
過
去
に
規
定
さ
れ
た
そ
の
暫
定
的
な
性
格
を
捨
て
て
、
統
一
ド
イ
ツ
と
い
う
積
年
の
念
願
を
果

た
し
、
確
固
た
る
墓
盤
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
統
一
が
必
ず
し
も
諸
手
を
挙
げ
て
歓
迎
さ

(
1
)
 

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
点
に
、
ド
イ
ツ
の
過
去
が
陰
を
落
と
し
て
い
る
。

関
法
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一
章
西
ド
イ
ツ
戦
後
史
に
お
け
る
過
去
の
克
服

四
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二
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過
去
の
克
服
は
、

四
0
年
を
こ
え
る
戦
後
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
中
で
、

③
西
ド
イ
ツ
の
政
治
文
化
—
国
民
総
責
任

離
を
と
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、

ス
は
、
か
つ
て
、

「
連
邦
共
和
国
は
、

ど
こ
へ
行
く
か
」
を
問
い
、

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
再
獲
得
過
程
に
お
い
て
、

き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
終
戦
直
後
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、

四

(
4
)
 

一
貫
し
て
ひ
と
つ
の
「
政
治
文
化
」
を
形
成
し
て
き
た
。
こ
こ
で
、

こ
れ
ま
で
の
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
歴
史
は
、
そ
の
前
史
た
る
第
一
ー
一
帝
国
の
陰
に
規
定
さ
れ
て

「
再
建
」
が
合
い
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
国
家
の
再
建
、
西
ド
イ
ツ
国
民
の
ア
イ
デ

(
2
)
 

「
ド
イ
ツ
人
の
ナ
チ
ズ
ム
と
い
う
過
去
と
の
精
神
的
・
実
際
的
対
決
」
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
過
去
の
陰
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
つ
ね
に
現
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー

「
第
三
帝
国
と
、
そ
れ
が
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
か
ら
徹
底
的
に
距

(
3
)
 

「
新
た
に
樹
立
さ
れ
た
国
家
の
新
し
い
道
徳
的
基
盤
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
答
え
た
。
し
か

し
、
ま
さ
に
、
第
三
帝
国
か
ら
徹
底
的
に
距
離
を
と
る
こ
と
が
、
結
局
、

も
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
証
の
方
が
説
得
力
を

政
治
文
化
と
は
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
、
ま
た
は
社
会
的
大
集
団
に
と
っ
て
一
定
の
時
代
に
特
徴
的
な
政
治
的
指
針
範
型
お
よ
び
行
動
範

型
を
意
味
す
る
が
、
過
去
の
清
算
は
、
政
治
的
理
念
で
も
あ
り
、
国
民
に
課
せ
ら
れ
た
普
遍
的
行
動
範
型
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

チ
の
犯
罪
的
政
権
や
そ
の
所
業
に
つ
き
、
国
民
の
誰
に
責
任
が
あ
る
の
か
は
、
内
部
的
に
は
、
意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ナ

ナ
チ
の
犯
罪

は
、
ド
イ
ツ
国
民
の
全
体
に
課
せ
ら
れ
た
罪
業
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
国
民
と
国
家
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
カ
イ
ン
の
刻
印
で

(
5
)
 

も
あ
っ
た
。
集
団
責
任

(
K
o
l
l
e
k
t
i
v
s
c
h
u
l
d
)

論
が
根
強
く
唱
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
以
降
、
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
責
任
と
義

(
6
)
 

務
は
、
ド
イ
ツ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
部
で
あ
っ
た
。
国
民
は
、
も
は
や
言
語
共
同
体
、
文
化
共
同
体
、
抽
象
的
歴
史
共
同
体
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
責
任
共
同
体
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
ナ
チ
ス
犯
罪
に
対
す
る
ド
イ
ツ
人
の
関
係
は
、
ド
イ
ツ
人
の
ア
イ
デ
ン

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

（八四一―-)



゜
う
‘. 

l
>
 

こ，
 

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

と
く
に
六

0
年
代
に
顕
著
に
な
る
。

一
九
六

0
年
代
の
初
め

第
四
〇
巻
第
五
号

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

贖
罪
の
心
が
け
は
、
ド
イ
ツ
の
責
任
の
一
部
と
し
て
、
世
界
に
対
し
て
ま
た
は
世
界
に
お
い
て
朋
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ド
イ
ッ
政
府
と
国
民
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
過
去
の
罪
、
そ
れ
が
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
政
策
の
重
要
な
側
面
を
規
定
し
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ

も
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
西
ド
イ
ツ
の
法
治
国
家
体
制
や
民
主
主
義
・
自
由
主
義
体
制
、
さ
ら
に
は
経
済
体
制
の
発
展
を
支
え
る

過
去
の
克
服
へ
の
疑
問

（
八
四
四
）

ナ
チ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
以
降
、
こ
の
議
論
は
そ
の
独
自
の
道
を
歩
ん
だ
。
そ
し
て
、
責
任
と

し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
が
戦
後
、
著
し
い
経
済
成
長
を
遂
げ
、
国
際
的
に
も
有
力
な
西
側
の
一
員
と
し
て
承
認
さ
れ
、
国
内
政
治
的
に
も

法
治
国
家
・
社
会
国
家
の
基
盤
が
出
来
上
が
る
段
階
に
い
た
る
と
、
過
去
の
克
服
は
、
将
来
の
目
標
と
な
る
生
産
的
な
も
の
で
は
な
く
し

て
、
む
し
ろ
、
国
民
の
負
い
目
を
つ
ね
に
自
覚
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
手
枷
足
枷
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
傾
向
は
、

ハ
ン
プ
ル
ク
の
社
会
心
理
学
者
、
ペ
ー
ク
ー
・
ホ
ー
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
は
、

「
全
世
界
の
中
に
そ
の
過
去
を
克
服
し
た
民
族
な
ど
い
な
い
。
そ
の
当
時
の
情
動
が
、

オ
デ
ッ
セ
ウ
ス

が
冥
界
の
門
の
と
こ
ろ
で
、
短
時
間
、
そ
れ
と
対
話
を
な
し
た
血
の
気
の
な
い
陰
に
な
っ
て
し
ま
う
地
点
ま
で
、
そ
の
過
去
か
ら
、
そ
っ

と
距
離
を
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
私
に
は
、
我
々
が
原
理
的
に
解
決
不
能
な
任
務
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
賢
明
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

(
7
)
 

る」。一
九
六
八
年
の
初
版
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
ア
ル
ミ
ン
・
モ
ー
ラ
ー
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
、
過
去
の
克
服
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

「
過
去
の
克
服
は
、
人
間
を
当
為
観
念
に
よ
っ
て
育
成
し
よ
う
と
し
す
ぎ
で
あ
り
、
政
治
に
お
け
る
現
実
的
な
思
考
と
行
動
を

封
じ
込
め
る
。
…
…
ド
イ
ツ
人
は
、

『
消
極
的
に
特
権
化
さ
れ
た
』
国
民
の
継
続
的
地
位
に
と
ど
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
過
去
の

(3) 
ハ
ネ
で
さ
え
あ
っ
た
。

関
法

四
四



「
ド
イ
ツ
人
の
褐
色
の
過
去
は
、

い
ま
だ
か
つ
て
真
剣
に
清
算
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
軽
視
、
忘
却
、
隠
蔽
、
あ
る
い

(10) 

は
沈
黙
に
よ
っ
て
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
い
て
『
克
服
』
さ
れ
て
き
た
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
逆

手
に
と
っ
て
、
こ
の
過
去
に
目
を
瞑
る
態
度
こ
そ
が
、
ド
イ
ツ
国
民
の
統
合
を
促
進
し
た
の
だ
と
い
う
見
解
も
有
力
に
な
っ
て
い
る
。

九
八
三
年
の
初
頭
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
ナ
チ
ス
権
力
掌
握
五

0
周
年
を
記
念
し
て
、
行
わ
れ
た
講
演
に
お
い
て
、

ベ
は
、
全
体
的
清
算
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
統
合
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て
正
当
化
を
与
え
た
。
彼
の
テ
ー
ゼ
は
、

チ
ズ
ム
に
関
す
る
こ
の
あ
る
種
の
沈
黙
が
、

と
く
に
『
経
済
成
長
』
の
時
代
に
は
、
社
会
心
理
的
・
政
治
的
に
必
要
な
、
ド
イ
ツ
連
邦
共

(11) 

和
国
の
市
民
権
を
獲
得
す
る
た
め
の
、
わ
が
戦
後
国
民
の
変
貌
の
手
段
だ
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
補
充
し
て
、

邦
共
和
国
の
初
期
の
歴
史
を
特
徴
づ
け
る
個
人
的
・
制
度
的
な
、

う
こ
と
は
、
確
か
に
過
去
を
で
は
な
く
、
そ
の
主
体
を
、
新
し
い
民
主
国
家
に
統
合
す
る
と
い
う
努
力
の
機
能
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
こ

こ
ま
、

9

,

9

 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

他
方
で
は
、
過
去
の
克
服
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
も
、

(4) 

忘
却
こ
そ
が
、
国
民
の
統
合
の
手
段
か

克
服
を
そ
の
誤
っ
た
形
態
に
お
い
て
行
い
続
け
る
こ
と
は
、

は
、
ド
イ
ツ
人
を
消
極
的
な
形
で
、

ヒ
ト
ラ
ー
を
事
後
的
に
勝
利
に
導
く
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ

ヒ
ト
ラ
ー
が
積
極
的
な
形
で
求
め
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
 

ら
、
た
ん
に
偶
然
的
な
細
部
に
お
い
て
で
は
な
く
、
原
則
的
に
、
区
別
さ
れ
る
国
民
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

つ
ま
り
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
暴
か
な
い
で
、

ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
所
以
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
っ
と
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
、

四
五

（
八
四
五
）

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か

ド
イ
ツ
人
の
自
意
識
を
覚
醒
し
、

か
く
し
て
、
贖
罪
と
悔
悟
の
重
苦
し
い
雰
囲
気
の
中
で
、
自
己
を
抑
圧
し
て
生
き
る
の
は
も
う
十
分
だ
、
過
去
の
「
埋
葬
作
業
」

(
9
)
 

(
T
r
a
u
e
r
a
r
b
e
i
t
)
、

つ
ね
に
書
か
れ
て
き
た
。
最
近
の
連
邦
共
和
国
の
歴
史
に
つ
い
て
の
論
述
の
中

ヘ
ル
マ
ン
・
リ
ュ
ッ

「
こ
の
連

ナ
チ
と
い
う
過
去
を
公
共
の
場
で
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
を
控
え
る
と
い 「ナ



法、

「
市
民
の
義
務
と
し
て
、

(12) 

前
提
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
ド
イ
ツ
の
戦
後
政
治
の
中
で
「
過
去
の
清
算
」
は
、

ヤ
ヌ
ス
の
顔
の
よ
う
な
二
面
性
を
も
っ
て
、
現
実
政
治
と
国
民
意
識
を
規
定
し
て
き
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

国
」
と
の
対
決
も
、
連
邦
共
和
国
の
歴
史
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
家
、
学
者
、
国
家
の
制
度
、
学
校
、
大
学
、
そ
し
て
司

マ
ス
コ
ミ
、
さ
ら
に
被
害
者
や
非
被
害
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
過
去
の
清
算
は
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
形
で
は
、

(13) 

ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
、
す
な
わ
ち
刑
事
裁
判
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

(

1

)

ド
イ
ツ
国
内
で
も
、
例
え
ば
、
ギ
ュ
ン
ク
ー
・
グ
ラ
ス
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
文
化
人
が
、
過
去
の
経
緯
か
ら
ド
イ
ツ
の
統
一
に
反
対
し
、
い

わ
ぱ
東
西
の
連
合
国
家
構
想
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(

2

)

 

V
g
l
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J
i
i
r
g
e
n
 
W
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b
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n
g
 d
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c
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r
a
f
v
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r
f
a
h
r
e
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b
e
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P
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b
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e
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K
u
l
t
u
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i
n
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W
e
b
e
r
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 St
e
i
n
b
a
c
h
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S. 
151. 
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5
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こ
れ
に
つ
い
て
は
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v
g
l
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K
a
r
l
 Jaspers, 
D
i
e
 S
c
h
u
l
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f
r
a
g
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S
e
r
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i
p
e
r
 6
9
8
)
,
 
1965, S. 
23ff, 
50ff. 

(

6

)

 

S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
Nationalsozialistische 
G
e
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l
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v
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b
a
c
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D
i
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e
i
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1
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t
e
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A
r
m
i
n
 M
o
h
l
e
r
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V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
s
b
e
w
i
i
l
t
i
g
u
n
g
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S. 
11 
u. 
8
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R
e
i
c
h
e
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W
e
b
e
r
 /
S
t
r
e
i
n
b
a
c
h
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
145. 

(

9

)

こ
の
言
葉
は
、
ッ
ュ
ク
イ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
「
ナ
チ
犯
罪
を
刑
法
に
よ
っ
て
清
算
す
る
こ
と
は
、
埋
葬
作
業
の
前
提
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
に
、
ボ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

(
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
W
e
b
e
r
/
 S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
4
)
。

れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
、

関
法
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ナ
チ
の
過
去
に
つ
い
て
意
思
を
通
じ
て
沈
黙
す
る
」
こ
と
が
、
政
治
的
強
化
と
宥
和
の

つ
ね
に
陰
に
な
り
日
向
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
、

四
六

つ
ま
り
、

（
八
四
六
）

い
わ
ば

「
第
三
帝
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l
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G
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D
e
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a
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W
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M
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t
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s
z
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S. 
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.
 

ヘ
ル
マ
ン
・
リ
ュ

ッ
ペ
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
哲
学
を
教
え
て
い
た
が
、
か
つ
て
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
レ
ン
の
文
部
大
臣
の
地
位
に
あ
り
、
大
学
民

主
化
法
が
可
決
さ
れ
た
と
き
、
退
任
し
た
。

(
1
2
)
 

R
e
i
n
h
a
r
d
 Kiihnl, 
E
i
n
 K
a
m
p
f
 u
m
 d
a
s
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
b
i
l
d
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i
n
:
 Streit 
u
m
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 G
e
s
c
h
i
c
h
t
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b
i
l
d
 
(
H
r
s
g
.
 v• 

Kiihnl), 
S. 
2
2
0
.
 

(
1
3
)
 Weber• 

E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
,
 
in "
 W
e
b
e
r
/
 Steininger, 
a. 
a. 
0., 
S. 
8
.
 

イ
ツ
、

ナ
チ
ズ
ム
像
の
史
的
変
遷

第
二
節

①
西
ド
イ
ツ
戦
後
史
に
お
け
る
「
歴
史
像
」
の
変
遷

戦
後
西
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
ま
ず
、
終
戦
直
後
の
、

か
ら
五

0
年
代
以
降
の
冷
戦
の
時
代
を
迎
え
た
「
全
体
主
義
」
的
歴
史
像
の
時
代
へ
と
変
遷
す
る
。
終
戦
直
後
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同

(14) 

盟
か
ら
共
産
主
義
者
に
至
る
ま
で
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
点
で
基
本
的
合
意
を
得
て
い
た
。
当
時
の
三
大
フ
ァ
シ
ズ
ム
枢
軸
国
た
る
ド

イ
ク
リ
ア
、

日
本
の
敗
戦
の
あ
と
、

反
フ
ァ
シ
ス
ト
達
が
、

四
七

一
方

一
致
し
て
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
歴
史
像
の
支
配
し
た
時
代

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
そ
れ
を
支
持
し
た
あ
ら
ゆ
る
勢
力
や
人
物
を
も
含
め
て
、
ド
イ
ツ
の
国
民

の
多
数
に
と
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
論
議
も
、
こ
の
よ
う
な
出
発
状
況
か
ら
始
ま
っ
た
。

で
は
、
今
や
刑
務
所
や
強
制
収
容
所
か
ら
出
所
し
、
あ
る
い
は
亡
命
先
か
ら
帰
郷
し
、
ま
た
、
地
下
潜
伏
生
活
か
ら
地
上
に
姿
を
現
し
た

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
の
経
験
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
経
験
か
ら
教
訓
を
引
き
出
し
て
、
今
度
こ
そ
は
民
主
主
義

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

（
八
四
七
）



達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
復
帰
し
、
高
い
地
位
を
占
め
る
に
い
た
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
論
議
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

(15) 

に
確
固
た
る
基
礎
を
与
え
る
べ
く
、
国
家
と
社
会
の
抜
本
的
な
変
革
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
は
、
民
主
主
義
の
壊
減

と
独
裁
の
台
頭
、
戦
争
に
導
い
た
の
は
大
資
本
勢
力
の
利
害
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
、
経
済
も
ま
た
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
せ
し

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
当
時
、

一
九
四
六
年
四
七
年
の
初
期
ラ
ン
ト
憲
法
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
憲
法
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
各
政
党

当
時
の
ナ
チ
ズ
ム
観
は
、
そ
れ
を
特
殊
な
恐
怖
政
治
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
と
ら
え
、
抵
抗
運
動
の
存
在
を
強
調
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

第
四

0
巻
第
五
号

C
D
u
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
政
党
が
社
会
化
の
要
求

フ
ァ
シ
ズ
ム
理
論
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
大
学
で
教
え
て
い
た
当
時
の
歴
史
学
者
や
法
律
家
、
経
済
学
者
な
ど
が
、
そ
の

大
多
数
に
お
い
て
、
か
つ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
支
持
し
た
者
達
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
達
お
よ
び
そ
の
帰
属
す
る

プ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
責
任
が
な
い
こ
と
を
証
拠
立
て
よ
う
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
責
任
を
ヒ
ト
ラ
ー
と
そ
の
取
り
巻
き
に
帰
せ
よ
う
と
し
て
、

(16) 

い
わ
ゆ
る
「
フ
ュ
ー
ラ
ー
理
論
」

(
F
i
i
h
r
e
r
t
h
e
o
r
i
e
)

を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

(17) 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ソ
ビ
エ
ト
の
敵
対
関
係
が
顕
在
化
す
る
に
つ
れ
て
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
基
本
的
合
意
は
崩
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の

時
代
に
は
、
西
側
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
非
ナ
チ
化
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
、

ら
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
寛
大
視
す
る
風
潮
に
つ
な
が
っ
た
ば
か
り
か
、

ナ
チ
時
代
の
政
界
、
経
済
界
、
法
曹
界
な
ど
の
指
導
的
人
物

こ
の
こ
と
は
政
治
的
状
況
一
般
に
重
大
な
帰
結
を
も
た
ら
し
た
の
み
な
ら
ず
、
反
民
主
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
生
さ
せ
、
極
右
か

今
や
、
か
の
、
反
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
、
民
主
化
や
社
会
化
を
迫
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
解
釈
は
、
国
家
に
敵
対
し
、
親
モ
ス
ク

(18) 

ヮ
的
な
も
の
だ
と
誹
謗
さ
れ
、
世
論
か
ら
押
し
退
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

の
初
期
の
網
領
に
も
、
さ
ら
に
一
九
四
九
年
の
基
本
法
（
例
、

ニ
―
―
九
条
、
二
六
条
、

一
五
条
）
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
掲
げ
、

関
法
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の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

こ
れ
に
よ
っ
て
、

六
年
か
ら
一
九
六
八
年
に
ラ
ン
ト
議
会
で
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一

0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
投
票
数
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の

緊
張
緩
和
政
策
と
改
革
運
動
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ネ
オ
・
ナ
チ
の
動
き
が
封
ぜ
ら
れ
た
の
み
で
な
く
、
そ
も
そ
も
右
翼
自
体
が
そ
の
勢

力
を
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

―
二
年
の
間
、
保
守
党
が
政
権
か
ら
押
し
退
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
七

0
年
代
は
、

一
般
的
に
民
主
的
な
傾
向
が
強
く
な
る
。
保
守
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
学
問
に

さ
て
、
冷
戦
時
代
の
政
治
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、

プ
リ
ヒ
ト
は
生
き
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
共
産
党
員
な
ど
は
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
、

(19) 

に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

四
九

（
八
四
九
） 五

0
年
代
に
は
、

ナ
チ
時
代
に
「
国
家
の
敵
」
と
み
な
さ
れ
た
人
々
が
再
び
国
家
の
敵
と
し
て
法
廷

一
九
五
六
年
の
ド
イ
ッ
共
産
党

(
K
P
D
)
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
禁
止
に
よ
っ
て
、
反
体
制
的

言
辞
は
、
共
産
主
義
的
で
あ
り
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
う
る
手
段
が
提
供
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

毎
年
約
一
万
五
千
名
の
者
に
対
す
る
政
治
的
捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
も
は
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
政
治
的
・

(20) 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
支
持
す
る
勢
力
は
守
勢
か
ら
、
攻
勢
に
転
じ
た
。
こ
の
時
代
の
ナ
チ
ズ
ム
像
は
、
い
わ
ゆ
る
「
全
体
主
義
テ
ー
ゼ
」

(21) 

(
T
o
t
a
l
i
t
a
r
i
s
m
 u
s
t
h
e
s
e
)

と
し
て
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
テ
ー
ゼ
」
で
は
も
は
や
な
く
、
反
共
産
主
義
、
社
会
主

義
を
含
め
た
意
味
で
の
「
全
体
主
義
」
像
の
中
に
ナ
チ
ズ
ム
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
戦
線

は
一
見
張
ら
れ
続
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
民
衆
の
中
の
ま
だ
根
強
い
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
声
を
汲
み
上
げ
、
同
時
に
左
翼
に
対
す
る
闘

争
手
段
と
し
て
そ
れ
を
構
造
替
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
や
、
共
産
党
こ
そ
が
全
体
主
義
的
脅
威
の
中
心
で

あ
り
、
東
ド
イ
ツ
は
、
全
体
主
義
の
現
実
の
代
表
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
政
治
的
宣
伝
文
句
で
い
う
と
「
ヒ
ト
ラ
ー
は
死
ん
だ
が
、
ウ
ル

(22) 

一
時
的
に
ネ
オ
・
ナ
チ
政
党
の
隆
盛
を
見
た
。
ド
イ
ツ
国
民
党

(
N
D
P
)
が
一
九
六

ナ
チ
に
関
す
る
歴
史
像
の
分
裂



お
い
て
も
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
に
至
る
。
と
く
に
六
八
年
の
学
生
の
反
乱
の
時
代
か
ら
、
歴
史
学
も
、
そ
の
方
法
論
的
基
礎
の
反
省
の
欠
落

を
意
識
し
始
め
る
。

義
的
方
法
を
そ
の
研
究
に
採
り
入
れ
始
め
る
。

響
な
ど
を
も
受
け
て
、
方
法
的
に
も
内
容
的
に
も
、
全
体
主
義
テ
ー
ゼ
と
は
一
線
を
画
し
、
近
代
化
論
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
様
々
な
多

元
的
支
配
理
論

(
P
o
l
y
k
r
a
t
i
e
t
h
e
o
r
i
e
n
)

が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
、

(23) 

す
る
見
解
も
注
目
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
保
守
主
義
の
方
か
ら
も
、
新
た
な
攻
撃
が
始
ま
る
。
と
く
に
、
こ
の
反
撃
は
、

長
期
に
わ
た
る
失
業
状
態
の
発
生
、
労
働
者
の
社
会
的
不
安
の
増
大
、
若
者
層
の
将
来
へ
の
展
望
の
喪
失
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
今
や

社
会
批
判
的
勢
力
の
み
な
ら
ず
、
社
会
民
主
党
に
よ
っ
て
め
ざ
ま
さ
れ
た
改
革
の
期
待
で
さ
え
も
危
険
で
あ
る
と
み
な
す
風
潮
が
生
じ
て

き
た
。
右
翼
の
攻
撃
は
、

巨
額
の
金
を
注
ぎ
込
み
、
宣
伝
さ
れ
た
。
フ
ェ
ー
ラ
ー
理
論
や
全
体
主
義
理
論
が
「
ヒ
ト
ラ
ー
・
プ
ー
ム
」

(Hitler,
 
W
e
l
l
e
)

の
形
で
大

(24) 

衆
に
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
出
版
物
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
中
心
命
題
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
そ
の
体
制
も
ボ
ジ
テ

(25)

（

26) 

ィ
ヴ
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
の
は
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
フ
ェ
ス
ト
と
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ハ
フ
ナ

（町）ー
の
ヒ
ト
ラ
ー
に
関
す
る
通
俗
的
研
究
で
あ
る
。
フ
ェ
ス
ト
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
誤
り
は
ソ
ビ
エ
ト
に
対
す
る
戦
争
の
た
め
に
全
ョ
ー
ロ
ッ

パ
の
戦
力
を
動
員
せ
ず
に
、
逆
に
西
側
に
対
し
て
戦
争
を
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
提
供
し
た
。

ー
を
評
価
す
る
。

右
翼
陣
営
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
略
を
精
力
的
に
展
開
し
た
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
政
策
の
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
、
学
問
的
・
イ
デ
オ

関
法
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「
理
論
の
欠
落
」

(
T
h
e
o
r
i
e
d
e
f
i
z
i
t
)

が
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
若
い
世
代
の
歴
史
学
者
達
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
論
を
、

ハ
フ
ナ
ー
も
、

ヒ
ト
ラ

マ
ル
ク
ス
主

フ
ァ
シ
ズ
ム
解
釈
も
、
部
分
的
に
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ア
メ
リ
カ
社
会
学
の
影

独
占
資
本
主
義
独
裁
で
あ
る
と

一
九
七
三
年
の
経
済
危
機
を
契
機
と
し
て
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
論
に
も
及
ん
だ
。
も
は
や
克
服
さ
れ
た
か
に
思
わ
れ
た
過
去
の
理
論
が
ふ
た
た
び
か
つ
ぎ
出
さ
れ
、

一
部
で
は
、

五
〇

（
八
五

0
)



(28) 

ロ
ギ
ー
的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
築
き
上
げ
る
こ
と
か
ら
開
始
し
た
。
雑
誌
、
出
版
社
、

そ
れ
ら
は
、
科
学
的
政
治
の
た
め
の
助
言
を
行
い
、
数
の
上
で
多
数
の
イ
ン
テ
リ
に
も
魅
力
あ
る
ネ
オ
保
守
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
作
り
出

し
か
し
、
他
方
、
こ
の
時
代
に
は
、
民
主
的
勢
力
の
活
動
も
活
動
化
す
る
。

ァ
シ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
四

0
周
年
記
念
を
契
機
と
し
て
四
万
人
の
人
々
が
デ
モ
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
、

(29) 

た
最
大
の
デ
モ
で
あ
っ
た

3

し
て
国
際
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
宜
言
が
行
わ
れ
た

U

民
主
勢
力
の
動
員
力
は
、

相
候
補
と
し
て
指
名
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
が
連
邦
共
和
国
の
歴
史
に
お
い
て
初
め
て
、
右
翼
の
首
相
候
補
に

(30) 

対
す
る
比
較
的
広
い
国
民
運
動
が
生
じ
た
と
き
に
、
と
く
に
朋
瞭
に
示
さ
れ
た
。

社
会
民
主
党
政
権
に
よ
る
改
革
の
政
治
の
放
棄
に
対
す
る
失
望
と
大
量
の
失
業
者
と
若
者
達
の
将
来
の
展
望
を
奪
っ
た
経
済
的
危
機
、

そ
し
て
政
権
掌
握
者
が
こ
の
危
機
に
立
ち
向
か
う
能
力
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
翼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
魅
力
を
増
し
て

立
し
た
コ
ー
ル
政
権
は
、

ュ
ル
マ
ー
は
、

か
く
し
て
、

五

ア
カ
デ
ミ
ー
、
会
議
が
新
た
に
作
ら
れ
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
戦
後
行
わ
れ

一
九
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
社
会
民
主
党
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
へ
の
政
権
交
代
が
行
わ
れ
る
。

(31) 

「
精
神
的
・
道
徳
的
転
換
」
を
旗
印
に
掲
げ
る
。
連
邦
共
和
国
の
経
済
的
・
軍
事
的
発
展
に
と
っ
て
は
、

ズ
ム
の
経
験
と
記
憶
は
、
大
き
な
障
害
だ
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
連
邦
共
和
国
は
、
最
終
的
に
「
一
九
一
―
―
―
―
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
の

呪
縛
」
か
ら
な
い
し
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
影
」
か
ら
解
き
放
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

い
っ
た
。
右
翼
の
歴
史
家
の
攻
撃
も
こ
れ
に
属
す
る
。

一
九
七
八
年
四
月
二
二
日
に
は
、

コ
ー
ル
の
助
言
者
、

マ
ル
チ
ン
・
シ
ュ
テ

「
歴
史
は
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
た
め
の
道
標
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立
ち
、
歴
史
を
国
民
の
ア
イ

（
八
五
一
）

ナ
チ

一
九
八
二
年
に
成

一
九
七
九
年
に
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
首

ケ
ル
ン
で
、

一
七
カ
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
三
万
人
の
人
々
が
参
加

す
た
め
に
、
役
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
五
月
一

0
日
に
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
フ



う
」
た
め
に
樹
立
さ
れ
、

(2) 
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(32) 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
政
治
的
合
意
を
獲
得
す
る
た
め
の
宗
教
代
替
物
と
見
な
す
。

は
な
く
、
ド
イ
ッ
分
裂
の
克
服
を
、

「
特
別
扱
い
」

「
ど
の
よ
う
な
民
族
も
長
き
に
わ
た
っ
て
犯
罪
的
な
歴

(33) 

（
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）
の
で
あ
っ
て
、
過
去
を
振
り
返
る
の
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
と
い
う
将
来
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
す
で
に
一
九
八
六
年
夏
の
歴
史
家
論
争
に
い
た
る
土
壌
は
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

歴
史
像
の
修
正

（
八
五
二
）

歴
史
像
の
書
き
換
え
は
、
国
民
意
識
の
変
革
を
図
り
、
過
去
の
負
い
目
か
ら
の
脱
却
を
図
る
に
は
、
必
須
の
手
続
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
的
認
識
そ
の
も
の
を
修
正
し
、

と
す
る
場
合
、

ナ
チ
ズ
ム
の
意
義
を
新
た
に
位
置
づ
け
る
作
業
が
前
提
と
な
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
キ

ュ
ー
ン
ル
は
、
そ
の
著
書
『
歴
史
像
を
め
ぐ
る
争
い
』
(
-
九
八
七
年
）
に
お
い
て
、

ナ
チ
ズ
ム
に
関
す
る
従
来
の
歴
史
像
を
修
正
し
よ
う

(
3
4
)
 

つ
ね
に
次
の
三
つ
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
行
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
犯
罪
を
無
害

な
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
ご
く
普
通
の
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
③
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
一
部
分
を
、
そ
れ
を
良
い
こ

と
に
役
立
つ
も
の
、
残
酷
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
不
可
避
に
必
要
な
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
化
す
る
こ
と
、
③
最
後
に
、

こ
れ
ら
の
犯
罪
の
許
さ
れ
ざ
る
部
分
を
、
そ
の
因
果
的
構
造
の
中
で
、
そ
の
部
分
が
最
終
的
に
他
の
も
の
、

主
義
の
せ
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
曖
昧
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
犯
罪
の
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
に
対
す
る
思
考
資
料
は
、
著
し
い
部
分
に
お
い
て
す
で
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
自
体
に
よ
っ
て

作
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
無
害
化
の
方
法
は
、
す
で
に
公
式
の
用
語
法
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

が
そ
う
で
あ
る
。
正
統
化
の
方
法
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
全
政
策
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
か
の
恐
怖
機
構
は
一
九
―
―
―
―
―
一
年
に
「
ド
イ
ツ
を
救

一
九
四
三
年
以
降
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
か
ら
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
う
」
た
め
に
存
在
し
た
の
だ
。
か
く
し

史
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

関
法
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つ
ま
り
、
社
会
主
義
や
共
産

「
最
終
的
解
決
」
な
ど



五

(35) 

て
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
的
発
展
と
比
較
し
て
唱
え
ら
れ
た
、
歴
史
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
の
特
異
な
道
」

(
d
e
u
t
s
c
h
e
r
S
o
n
d
e
r
w
e
g
)

の
考

え
方
も
、
第
一
次
大
戦
後
の
時
代
を
そ
も
そ
も
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
」

こ
の
よ
う
な
ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
像
の
修
正
の
試
み
と
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
、
典
型
的
に
現
れ
た
の
が
、

（
八
五
一
―
―
)

西
ド
イ
ツ
の
知
識
人
と
世
論
に
衝
撃
的
に
も
う
一
度
ナ
チ
ズ
ム
の
問
題
に
目
を
向
け
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
家
論
争
」
で
あ
る
。

(
1
4
)
K
巴
m
l
,
a. 
a. 
0
 ., 
s. 
201. 

(
1
5
)
K
巴
m
l
,
F
a
s
c
h
i
s
m
u
s
t
h
e
o
r
i
e
 
u
n
d
 Politik• 

D
i
e
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 
F
a
s
c
h
i
s
m
u
s
d
i
s
k
u
s
s
i
o
n
 
in 
d
e
r
 
B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 Deut• 

s
c
h
l
a
n
d
,
 
i
n
 
F
a
s
c
h
i
s
m
u
s
t
h
e
o
r
i
e
 
(
R
.
 
K
u
h
n
!
)
,
 
1979, 
S. 
2
8
0
 f.
 

(
1
6
)
K
巴
m
l
,
(
A
n
m
.
 15), 
S. 
281. 

(
1
7
)
K
巴
m
l
,
(
A
n
m
.
 14), 
S. 
202. 

(
1
8
)
K
臣
nl,
(
A
n
m
.
 15), 
S. 
282. 

(
1
9
)
 

K
u
h
n
!
,
 
(
A
n
m
.
 14), S. 
202. 
た
だ
し
、
す
で
に
フ
ァ
ッ
ズ
ム
が
犯
し
、
国
民
の
意
識
の
中
に
深
く
刻
み
こ
ま
れ
た
恐
る
べ
き
犯
罪
の
ゆ
え
に
、

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
完
全
に
つ
い
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
公
式
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
距
離
を
と
る
態
度
は
、
こ
の
時
以
来
、
不

誠
実
と
二
重
底
性
の
要
素
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
要
素
は
、
今
日
ま
で
そ
の
種
の
態
度
表
明
に
と
っ
て
特
徴
的
で
、
も
ち

ろ
ん
、
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
政
治
文
化
に
対
し
て
も
効
果
が
な
く
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(
2
0
)
K
巴
m
l
,
a. 
a. 
0., 
S. 
2
0
3
:
 
V
g
l
.
 
H
a
n
s
 
M
o
m
m
s
e
n
,
 A
u
f
a
r
b
e
i
t
u
n
g
 
u
n
d
 
V
e
r
d
r
a
n
g
u
n
g
.
 
D
a
s
 Dritte 
R
e
i
c
h
 
i
m
 
w
e
s
t
d
e
u
t
、

s
c
h
e
n
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
b
e
w
u
f
3
t
s
e
i
n
.
 
i
n
 "
 1st 
d
e
r
 
N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
?
 
(
H
r
s
g
.
 v• 

D
a
n
 D
i
n
e
r
)
,
 
1988, 
S. 
76. 

(
2
1
)
K
巴
m
l

`
 
a. 
a. 
0
 ., 
S. 
2
0
3
;
 ders., 
(
A
n
m
.
 15a), 
S. 
283. 

(
2
2
)
K
巴
m
l
,
(
A
n
m
.
 14), 
S. 
213. 

(
2
3
)
K
臣
nl,
(
A
n
m
.
 15), 
S. 
2
8
3
 ff., 
S. 
285. 

(
2
4
)
 

K
u
h
n
!
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
2
8
5
£
.
 

る。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

一
九
八
六
年
の
夏
以
降
、

（
ノ
ル
テ
）
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
化
さ
れ
、
排
撃
さ
れ
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(
2
5
)
 

K
u
h
n
!
,
 
(
A
n
m
.
 
11), S. 
2
1
6
.
 
保
守
層
の
重
要
な
代
弁
者
で
あ
る
出
版
社
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
社
の
新
聞
、

D
i
e
W
e
l
t

は
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
フ

ェ
ス
ト
の
著
書
（
次
注
参
照
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
ヒ
ト
ラ
ー
像
の
修
正
は
、
実
際
に
、
学
術
的
価
値
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
神
経

を
静
め
る
効
能
を
も
つ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
歴
史
形
成
力
を
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
建
設
以
外
の
事
跡
に
つ
い
て
も
ヒ
ト
ラ
ー
を
あ
る
い
は
評
価
す
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
そ
の
点
に
こ
そ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
最
も
抜
本
的
な
ド
イ
ツ
版
を
形
成
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
画
期
的
な
意
義
が
実

証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
生
活
規
制
の
自
由
主
義
的
モ
デ
ル
は
、
ほ
と
ん
ど
魅
力
を
失
い
か
け
て
お
り
、
秩
序
へ
の
問
い
か
け
が
し
ば

し
ば
尊
大
に
も
、
自
己
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
・
…
・
・
ド
イ
ツ
の
過
去
の
一
切
の
重
要
な
対
象
に
対
す
る
関
心
が
、
育
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
関
心
も
そ
う
で
あ
る
」

(
D
i
e
W
e
l
t
 v
o
m
 1. 

10. 
1
9
7
3
 ;
 V
 
gl• 

K
u
h
n
!
,
 
(
A
n
m
.
 1
5
)
,
 
S. 
2
8
7
)
。

(
2
6
)
 

J
o
a
c
h
i
m
 Fest, 
Hitler `
 
E
i
n
e
 Biographie, 1
9
7
3
 
(
1
9
8
7
,
 
U
l
s
t
e
i
n
-
B
u
c
h
;
 
Nr. 3
3
0
8
7
)
 .t:§ 
お
、
邦
よ
訳
と
し
て
、
フ
ェ
ス
ト
『
ヒ
ト
ラ

ー
』
（
上
下
）
赤
羽
龍
夫
訳
（
河
出
書
房
新
社
）
一
九
七
五
年
が
あ
る
。
な
お
、
フ
ェ
ス
ト
は
、
こ
の
著
書
の
成
功
後
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ク
ー
・

ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
の
編
集
者
に
招
聘
さ
れ
た
。
フ
ェ
ス
ト
に
は
、
そ
の
他
、
『
第
三
帝
国
の
顔
』

(
D
a
s
Gesicht 
d
e
s
 Dritten Reiches. Proflie-

einer totaritiiren 
Herrschaft, 8
.
 
Aufl. ｀
 
1
9
8
6
)
と
い
-
ニ
r
，
竿
乍
拿
〖
が

4
の
り
、
竿R
-―
一
帝
国
の
士
1加
g逹
の
性
認
四
論
な
ど
を
展
開
し
て
い
る
。

(
2
7
)
 

S
e
b
a
s
t
i
a
n
 H
a
f
n
e
r
,
 
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
 H:tler, 1
9
7
8
.
 
な
お
、
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ハ
フ
ナ
ー
『
ヒ
ト
ラ
ー
と
は
何
か
』
赤
羽
篭
夫
訳
（
草

思
社
）
一
九
七
九
年
を
も
参
照
。

(
2
8
)

と
く
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、

B
i
l
d
や

D
i
e
W
e
l
t
な
ど
を
発
行
す
る
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
社
の
出
版
界
に
お
け
る
影
響
力
で
あ
る
。

(
2
9
)
 

Kiihnl, 
a. 
a. 
0., 
S. 
214 f. 

(
3
0
)
K
巴
m
l
,
a. 
a. 
0., S
.
 
2
1
5
.
 

(
3
1
)
K
臣
nl,
a. 
a. 
0., S
.
 
2
1
8
.
 

(

3

2

)

 Vgl• 

Kiihnl, 
a. 
a. 
0., 
S. 2
1
9
.
 

(
3
3
)
 

V
 gl. 
B
a
y
e
r
n
k
u
r
i
e
r
 v
o
m
 2
3
.
 
F
e
b
r
u
a
r
 u
n
d
 4
.
 
M
a
i
 1
9
8
5
;
 
Kiihnl, 
a. 
a. 
0., 
S. 2
2
3
.
 

(
3
4
)
 

K
u
h
n
!
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
2
1
2
.
 

(

3

5

)

「
特
異
な
道
」
論
争
に
つ
い
て
は
、
松
本
彰
「
『
ド
イ
ツ
の
特
殊
な
道
』
論
争
と
比
較
史
の
方
法
」
歴
史
学
研
究
五
四
一
一
一
号
（
一
九
八
五
年
）

一
頁
以
下
参
照
。

五
四

（
八
五
四
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

こ
の
論
争
で
問
題
の
中
心
と
な
っ
た
点
を
、
ま
ず
、

ハ
ン
ス
ー
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
箇
条
書
き
に
し

の
ミ
ヒ
ャ
ニ
ル
・
シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
教
授
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

（涸）

一
九
八
六
年
の
夏
以
降
、
西
ド
イ
ツ
で
、
こ
の
「
歴
史
家
論
争
」

(Historikerstre1t)

が
ト
ピ
ッ
ク
に
な
っ
た
こ
と
は
、

(37) 

い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
争
は
、
そ
の
名
称
だ
け
を
聞
く
と
、
歴
史
学
の
学
界
内
で
の
学
問
的
論
争
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、

実
際
に
は
、
公
開
の
意
見
交
換
の
形
を
取
っ
て
お
り
、
し
か
も
政
治
的
意
識
の
問
題
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、

(38) 

邦
共
和
国
の
自
己
意
識
を
め
ぐ
る
徹
底
的
に
政
治
的
な
争
い
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
論
争
の
中
に
、
現
在
の
政
治
と

歴
史
学
と
の
交
錯
が
典
型
的
に
現
れ
て
お
り
、
過
去
の
清
算
を
め
ぐ
る
議
論
の
格
好
の
例
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
、
本
稿
の
関
心
の
枠
内
で
、

こ
の
論
争
の
意
味
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

(39) 

論
争
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
ベ
ル
リ
ソ
自
由
大
学
の
現
代
史
教
授
エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
が
、

一
九
八
六
年
六
月
六
日
号
の
フ
ラ
ン

(
4
0
)
 

ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
に
掲
載
し
た
「
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
ー
ー
士
書
か
れ
た
が
、
行
わ
れ
え
な
か
っ
た
報
告
」
と
い
う

論
説
を
読
ん
だ
、
社
会
哲
学
者
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
が
、
同
年
七
月
―
―
日
号
の
ツ
ァ
イ
ト
紙
に

(41) 

「
一
種
の
損
害
清
算
、
ド
イ
ッ
現
代
史
叙
述
の
弁
明
論
的
傾
向
」
と
い
う
反
論
の
論
評
を
掲
載
し
た
こ
と
に
あ
る
。

は
、
こ
の
新
保
守
主
義
的
修
正
主
義

(
n
e
o
k
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
r
R
e
v
i
s
i
o
n
i
s
m
u
s
)

者、

ノ
ル
テ
の
み
な
ら
ず
、
方
向
を
同
じ
く
す
る
ケ
ル

ソ
大
学
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
教
授
、
さ
ら
に
ボ
ン
大
学
の
ク
ラ
ウ
ス
・
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
教
授
、

(1) 
第
三
節

歴
史
家
論
争
と
ナ
チ
ズ
ム
の
克
服

歴
史
家
論
争
の
意
義

五
五

（
八
五
五
） ェ

ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学

ハ
ー
バ
マ
ス
の
批
判 「連

日
本
に
お



第
四

0
巻
第
五
号

て
お
く
と
、
①
ナ
チ
ズ
ム
と
そ
の
大
量
犯
罪
、
そ
の
繊
減
戦
争
そ
の
も
の
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
、
ま
た
、
そ
の
ド
イ
ツ
の
現
在
と
未
来

に
対
す
る
意
義
を
問
う
こ
と
、
③
他
の
蛮
行
と
の
間
違
っ
た
比
較
に
よ
っ
て
そ
の
比
類
な
き
蛮
行
を
相
対
化
し
よ
う
と
軽
業
的
に
試
み
ら

れ
た
こ
と
、
③
安
定
化
し
つ
つ
あ
る
歴
史
意
識
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
ゆ
え
に
力
に
対
す
る
保
守
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
感
覚
の
覚
醒
に
寄
与
し
よ
う
と
ネ
オ
保
守
主
義
的
な
歴
史
家
や
文
筆
家
が
試
み
た
こ
と
、
④
「
弁
明
論
的
傾
向
」
が
、
ド
イ
ツ
の

現
代
史
を
研
究
す
る
若
干
の
歴
史
家
に
お
い
て
現
れ
て
き
て
、
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
た
と
い
う
非
難
が
正
当
な
も
の
と
確
認
す
る
こ
と
で

(43) 

あ
る
。

一
九
八
六
年
夏
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
ネ
オ
保
守
主
義
的
な
論
調
の
論
稿
は
、
そ
れ

以
前
に
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
を
境
に
問
題
が
よ
り
閾
明
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
の
論
争
の

「
ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
化
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
歴
史
化
」
の
概
念
は
、
修
正
主
義
者
た
る
ノ
ル
テ

な
ど
に
よ
っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
自
由
主
義
的
な
歴
史
家
で
あ
っ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
現
代
史
研
究
所
長
の

(44)

（

45) 

故
マ
ル
チ
ン
・
プ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト
や
ボ
ッ
フ
ム
の
ル
ー
ル
大
学
の
現
代
史
教
授
ハ
ン
ス
・
モ
ム
ゼ
ン
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ

(46) 

「
メ
ル
ク
ー
ル
」

(
M
e
r
k
u
r
)

と
い
う
雑
誌
の
一
九
八
五
年
五
月
号
に
お
い
て
こ
の
概
念
を
用
い
た
の
が
、

「
歴
史
化
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
見
解
が
可
能
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

ノ
ル
テ
の
よ
う
に
ナ
チ

ズ
ム
や
そ
の
蛮
行
を
新
た
な
政
治
的
視
角
か
ら
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
プ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト
が
提
唱
す
る
よ
う

に
、
ナ
チ
ス
に
対
す
る
基
本
的
態
度
は
同
じ
で
あ
る
が
、
様
々
な
見
解
の
歴
史
家
が
抜
本
的
な
学
問
上
の
議
論
を
闘
わ
せ
る
土
壊
を
形
成

釈
に
は
違
い
が
生
じ
う
る
が
、

そ
の
最
初
で
あ
る
。
そ
の
論
文
の
中
で
、
プ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト
が
、

「
歴
史
化
」
の
概
念
を
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
解

る
。
ブ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト
が
、

ひ
と
つ
の
中
心
は
、
も
ち
ろ
ん
、

さ
て
、
こ
の
歴
史
家
論
争
は
、

(2) 

「
歴
史
化
」
の
意
義

関
法

五
六

（
八
五
六
）



(47) 

す
る
と
い
う
意
味
で
の
歴
史
化
で
あ
る
。
前
者
は
、
朋
ら
か
に
歴
史
化
の
意
義
を
歪
曲
・
濫
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー

は
、
歴
史
化
の
概
念
を
四
つ
の
要
点
に
分
け
て
分
析
し
、
そ
の
意
味
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
①
ナ
チ
時
代
の
研
究
は
、
あ
ら
ゆ
る

他
の
歴
史
現
象
の
研
究
と
同
じ
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
、
問
題
提
起
と
方
法
的
端
緒
に
よ
る
一
切
の
制
約
を
回
避
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
②
そ
の
時
代
の
解
釈
を
な
お
も
支
配
し
て
い
る
政
治
的
・
道
徳
的
枠
組
み
は
、
本
質
的
に
も
っ
と
複
雑
な
像
、

社
会
的
連
続
性
の
も
つ
意
味
に
適
切
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
像
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ナ
チ
時

代
に
関
す
る
白
か
黒
か
の
心
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
芋
ん
だ
諸
側
面
が
記
述
さ
れ
た
心
象
へ
と
代
替
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ナ
チ

ズ
ム
は
、
そ
の
破
局
的
な
結
末
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
生
活
と
社
会
の
発
展
の
種
々
の

側
面
が
、
必
ず
し
も
、
政
権
お
よ
び
そ
の
目
的
と
協
調
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
③
上
の
二
点

に
よ
っ
て
、
ま
た
、
極
端
に
政
治
的
な
視
座
に
中
心
的
な
意
味
を
与
え
る
態
度
が
減
少
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
の
は
、

「
一
九
一
―
―
―
―
一
年
ー
一
九
四
五
年
」
と
い
う
時
代
的
枠
組
み
が
著
し
く
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
ド
イ
ッ
史
に
も
西
側
世
界
の

歴
史
に
も
共
通
す
る
歴
史
的
発
展
の
よ
り
大
き
な
流
れ
の
中
に
ナ
チ
時
代
を
嵌
め
込
む
こ
と
で
あ
る
。
④
全
体
と
し
て
は
、

ら
歴
史
家
が
自
ら
距
離
を
と
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
、
そ
の
時
代
に
対
す
る
道
徳
的
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
必
ず
学
ぶ

べ
き
教
訓
」
と
し
て
の
症
候
群
は
、
こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
錯
綜
矛
盾
す
る
諸
側
面
を
包
括
的
に
叙
述
す

る
こ
と
が
、
歴
史
一
般
の
新
た
な
る
道
徳
的
評
価
が
根
づ
く
た
め
の
唯
一
の
可
能
な
基
盤
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

化
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
諸
理
論
に
照
ら
し
て
見
た
場
合
も
、
こ
う
す
る
こ
と
が
、
そ
の
基
盤
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
ナ
チ
と
い
う
過
去
か
ら
一
括
し
て
距
離
を
と
る
こ
と
も
、
ま
だ
抑
圧
と
タ
プ
ー
化

の
一
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
い
っ
そ
う
の
こ
と
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日

ャ
ー
ト
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

五
七

（
八
五
七
）

ナ
チ
時
代
か

ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史

マ
ル
チ
ン
・
プ
ロ
ッ
シ

ナ
チ
の
過
去
の
前
ま
た
は
後
に
存
在
す
る
『
神
聖
な
』
領
域

つ
ま
り
、



史
上
の
事
象
と
の
「
平
等
取
り
扱
い
」
を
要
求
す
る
。
そ
の
際
、

「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
「
ア
ジ
ア
的
残
虐
行

に
お
け
る
修
復
さ
れ
た
歴
史
主
義
に
対
す
る
補
償
的
な
ア
リ
バ
イ
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
作
り
出
す
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
し
く
ナ
チ
ズ
ム

と
い
う
経
験
に
甚
づ
い
て
、
歴
史
一
般
の
道
徳
的
感
受
性
を
高
め
る
べ
く
、
上
に
い
う
よ
う
な
、
距
離
を
置
く
と
い
っ
た
障
害
を
消
減
さ

(49) 

せ
る
こ
と
、

1

こ
れ
が
、
歴
史
化
を
擁
護
す
る
意
味
で
あ
る
」
。

こ
の
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
の
い
う
「
歴
史
化
」
は
、
こ
こ
か
ら
様
々
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
、
例
え
ば
、

時
代
の
日
常
史
の
研
究
か
ら
、

化
を
促
進
し
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
は
、
例
え
ば
、
社
会
保
険
制
度
や
女
性
解
放
が
、
ナ

(50) 

チ
時
代
に
は
促
進
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
帰
結
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
白
か
黒
か
の
論
理
で
は
な
く
、
彼
の
い
う

「
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
」
論
文
に
よ
っ
て
、

化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
説
く
。

゜

(
5
1
)
 

ノ
ル
テ
の
説
く
と
こ
ろ
を
見
て
お
こ
う

ナ
ボ
レ
オ
ソ
時
代
は
、
す
で
に
そ
の
同
時
代
人
に
と
っ
て
も
っ
て
い
た
緊
迫
性
を
失
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
そ
の
時
代
は
歴
史
家
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

き
生
き
と
、
力
強
く
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
も
模
範
と
し
て
で
は
な
く
、
恐
ろ
し
い
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
ま
さ
し
く
現

在
と
し
て
根
づ
き
、
あ
る
い
は
首
斬
り
刀
の
よ
う
に
現
在
と
い
う
頭
上
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
過
去
と
し
て
な
の
で
あ
る
。

ノ
ル
テ
に
よ
れ
ば
、
白
か
黒
か
と
い
う
思
考
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
他
の
歴

⑥
ノ
ル
テ
の
「
歴
史
化
」
概
念
と
「
応
答
」
論

第
二
の
歴
史
化
の
正
し
い
意
味
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
を
引
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、

関
法

第
四

0
巻
第
五
号ナ

チ
時
代
も
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
過
去
と
現
在
に
連
続
す
る
側
面
を
も
っ
た
時
代
で
あ
る
と
い
う
帰

「
近
代
化
過
程
」
と
い
う
大
き
な
歴
史
的
連
関
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、

ノ
ル
テ
は
、
ま
ず
、

ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
と
い
う
過
去
は
、

五
八

（
八
五
八
）

ナ
チ

ナ
チ
時
代
が
、
近
代

ナ
チ
時
代
が
歴
史

い
ま
だ
、
ま
す
ま
す
、
生



為
」
で
あ
る
。
後
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
親
し
く
な
っ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ニ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ョ
イ
プ
ナ
ー
ー
リ
ヒ
ク
ー
は
、

エ
ル
ツ
ェ
ル
ム
の
ド
イ
ツ
領
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
、

虐
殺
が
始
ま
っ
た
の
を
体
験
し
た
。
彼
は
、

る
が
、

た
だ
ろ
う
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
と
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
や
ヒ
ム
ラ
ー
、
そ
の
上
、
彼
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
間
に
根
本
的
な
違

ら
さ
れ
た
と
き
、
状
況
判
断
会
議
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
予
言
し
た
。
捕
虜
と
な
っ
た
将
校
達
の
幾
人
か
は
、

動
を
す
る
だ
ろ
う
。

想
像
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
者
は
、
何
で
も
署
名
し
、
白
状
す
る
だ
ろ
う
」
。
鼠
と
り
籠
と
は
、

と
務
所
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ニ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
の
中
で
描
か
れ
た
よ
う
に
、
腹
を
減
ら
し
た

鼠
と
り
籠
の
前
に
人
の
頭
を
も
っ
て
い
っ
て
こ
の
蓋
を
あ
け
る
ぞ
と
脅
し
て
拷
問
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、

が
避
け
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

『
ア
ジ
ア
的
残
虐
行
為
』
を
彼
ら
が
自
ら
を
そ

(52) 

の
よ
う
な
行
為
の
潜
在
的
な
い
し
現
実
的
被
害
者
と
み
な
し
た
が
ゆ
え
に
遂
行
し
た
の
で
は
な
い
か
」
。

い
る
の
は
、
要
す
る
に
、

ム
や
、

ト
ル
コ
官
憲
に
楯
突
き
、

そ
の
彼
が
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
代
わ
り
に
東
部
占
領
地
域
の
大
臣
に
な
っ
て
い
た
な
ら
、

一
九
四
三
年
二
月
一
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
第
六
部
隊
が
敵
の
手
に
落
ち
た
と
知

「
そ
の
よ
う
な
将
校
達
の
一
人
が
モ
ス
ク
ワ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
『
鼠
と
り
籠
』
の
前
に
置
か
れ
た
と
い
う
状
況
を

ナ
チ
ス
ト
達
は
、
ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
と
っ
た
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
な
ど
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
の
熾
減
政
策
は
、
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ

そ
の
他
の
共
産
主
義
体
制
の
熾
減
政
策
の
脅
威
に
対
す
る
応
答
だ
と
い
う
彼
が
す
で
に
別
の
論
文
で
展
開
し
た
理
論
で
あ
る
。

「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
伝
統
的
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
帰
結
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
と
く
に
、
・
…
・
・
ロ
シ
ア
革
命
の
豫

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

ノ
ル
テ
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
す
。

い
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
、

五
九

（
八
五
九
）

ト
ル
コ
に
よ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
処
刑
、
二

0
世
紀
の
最
初
の
大
き
な
民
族

ト
ル
コ
政
府
の
熾
滅
の
意
思
に
対
す
る
無
力
さ
を
嘆
い
た
の
で
あ

こ
こ
で
、

ノ
ル
テ
が
展
開
し
て

ノ
ル
テ
に
よ
れ
ば
、 ど

う
振
る
舞
っ
て
い

ソ
ビ
エ
ト
の
宣
伝
活

ル
ビ
ア
ン
カ
刑

「
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
そ
の
よ
う
に
問
う
こ
と

一
九
一
五
年
に



か
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
は
、

ー
ミ
］
ま
、

ノ
＇
し
~

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、

第
四

0
巻
第
五
号

よ
り
も
残
酷
で
あ
る
。

ヤ
人
虐
殺
の
「
独
性
自
」

(
S
i
n
g
u
l
a
r
i
t
i
i
t
)

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④
 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
そ
の
模
範
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の

歴
史
家
論
争
が
始
ま
っ
た
と
き
、
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
は
、
ナ
チ
の
外
交
、
戦
争
政
策
の
専
門
家
と
し
て
国
際
的
に
尊
敬
さ
れ
る
名
声
を

(53)

（

54)

（

55) 

博
し
て
い
た
。
ノ
ル
テ
の
論
文
の
公
刊
の
直
前
に
、
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
の
「
ふ
た
つ
の
没
落
」
と
い
う
一

0
0頁
足
ら
ず
の
著
書
が
出
た
。

一
九
八
四
年
と
一
九
八
五
年
の
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
副
題
で
は
、

ー
ロ
ッ
。
＾
が
、

ど
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
没
落
な
の
か
が
示
さ

「
ド
イ
ツ
帝
国
の
破
減
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
終
焉
」
で
あ
る
。
そ
の
は
し
が
き
の
中
で
、

ヒ
ル
グ
ル

「
ふ
た
つ
の
国
民
の
カ
ク
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
」
の
性
格
に
お
け
る
共
通
性
、
そ
の
関
連
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
ふ
た
つ
の
カ
ク

「
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
四
年
の
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
権
力
範
囲
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
謀
殺
」
と
一
九
四
四
年

t
四
五
年
の
「
ド
イ
ツ
人
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
そ
れ
に
直
接
に
続
く
追
放
」
で
あ
る
。
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
は
言
う
。
確
か
に
そ
れ
ら

の
前
史
や
責
任
の
所
在
は
異
な
る
。
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
謀
殺
は
、
専
ら
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
一
―
―
-1
一
年
に
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
な
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
人
種
理
論
の
帰
結
で
あ
る
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
追
放
と
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
壊
減
は
、

の
暴
力
支
配
の
犯
罪
に
対
す
る
『
応
答
』
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
の
間
に
発
生
す
る
に
至
っ
た
敵
国
た
る
列
強
の
長
く
熟
慮
さ
れ
た

目
的
に
対
応
し
て
い
た
」
。
こ
の
よ
う
な
必
要
な
区
別
は
行
な
い
つ
つ
、
こ
の
ふ
た
つ
の
恐
る
べ
き
出
来
事
の
原
因
、
経
過
、
帰
結
を
明
ら

ユ
ダ
ヤ
人
と
ド
イ
ツ
人
の
カ
ク
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
が
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
ョ

と
く
に
戦
争
に
よ
っ
て
壊
減
さ
せ
ら
れ
た
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
が
そ
の
被
害
者
と
な
っ
た
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
の
「
ふ
た
つ
の
没
落
」

「
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
、

人
間
の
殖
減
が
準
機
械
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。

減
過
程
に
対
す
る
不
安
か
ら
生
ま
れ
た
応
答
な
の
で
あ
る
」
。

関
法

た
し
か
に
、

六
〇

そ
の
点
に
の
み
ユ
ダ

（
八
六

0
)

ナ
チ



そ
し
て
、
歴
史
家
は
た
っ
た
ひ
と
つ
の
選
択
肢
を
も
つ
。

ツ
東
部
軍
と
バ
ル
ト
海
領
域
の
ド
イ
ッ
海
軍
の
絶
望
的
な
い
し
い
け
に
え
的
な
労
苦
と
同
一
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。

①
 こ

れ
を
読
ん
だ
と
き
、
読
者
は
呆
気
に
と
ら
れ
て
自
問
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
一
九
八
六
年
の
歴
史
家
が
、

題」、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

つ
ま
り
、
著
者
が
、

つ
ま
り
、

＇ ノ‘

（
八
六
一
）

批
判
的
考
察

さ
て
、
ま
ず
、

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
結
局
、

そ
の
戦
争
の
も
っ
と
ひ
ど
い
結
果
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
き
国
家
体
制
の
壊
減
が
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
と
も

に
同
次
元
で
「
被
害
者
」
な
の
で
あ
る
。

ュ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
・
ハ
マ
ス
の
反
論

(
5
7
)
 

ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
シ
ュ
ト
ュ
ル
マ
ー
の
「
歴
史
意
識
の
機
能
的
解
釈
」
を
考
察
の
出
発
点
に
す
え
る
。
シ
ュ
ト
ュ
ル
マ
ー
は

化
の
過
程
」
を
「
一
種
の
損
害
清
算
」
で
あ
る
と
す
る
。

ナ
チ
政
権
に
よ
っ
て
積
極
的
に
遂
行
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
と

シ
ュ
ト
ュ
ル
マ
ー
に
よ
れ
ば
、

工
業
化
社
会
に
お
け
る
個
人
は
、

「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
換
気
す
る
よ
う
な
意
味
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
代
償
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

国
民
的
合
意
を
促
進
す
る
よ
う
な
歴
史
像
を
樹
立
し
、
広
め
る
と
い
う
呼
び
か
け
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
歴
史
学
は
、
こ
の

(58) 

意
味
の
換
気
を
学
問
的
方
法
に
お
い
て
行
う
と
い
う
い
わ
ば
「
意
味
の
換
気
と
脱
神
話
化
の
間
の
綱
渡
り
」
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
に
立

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
の
「
綱
渡
り
」
が
考
察
さ
れ
る
。
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
は
、
初
め
に
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問

そ
の
当
時
の
ど
の
立
場
に
そ
の
叙
述
に
際
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「
東
部
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
民
の
具
体
的
な
運
命
、
お
よ
び
、
ド
イ

四

0
年
の
間
隔
を
お
い

つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
は
な
く
、

「
共
同
存
在
の
統
合
」
が
重
要
で
あ
る
が
、

「
政
治
に
対
す
る
責
任
を
意
識
し
た
歴
史
学
は
、

(5) 

(
5
6
)
 

が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、

「
近
代



第
四

0
巻
第
五
号

つ
ま
り
、
な
ぜ
も
と
も
と
歴
史
家
が
自
ら
を
解
き
放
ち
が
た
い
そ
の
人
独
自
の
視
座
を
入
れ

る
べ
き
で
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
通
常
の
」
視
角
か
ら
、

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
は
、
歴
史
を
書
こ
う
と
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
う
す
る
と
「
熾
減
戦
争
に
お
け
る
モ
ラ
ル
」
の
問
題
が
不
可
避
的
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
は
、
こ
の

関
係
で
、
ド
イ
ツ
の
「
東
部
戦
線
」
が
維
持
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
み
、
収
容
所
で
の
抹
殺
行
動
も
続
き
え
た
の
だ
と
い
う
ノ
ル
ペ
ル
ト
・

ブ
リ
ュ
ー
ム
の
言
葉
を
想
起
す
る
。
こ
の
事
実
は
ド
イ
ツ
の
兵
士
の
目
に
ネ
マ
ー
ス
ド
ル
フ
の
奪
還
の
の
ち
に
焼
き
付
け
ら
れ
た
「
強
姦

さ
れ
殺
害
さ
れ
た
女
子
や
子
供
の
お
そ
る
べ
き
光
景
」
に
長
い
陰
を
投
げ
か
け
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

敢
な
兵
士
、
絶
望
的
な
民
間
人
、

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
に
は
、
勇

ナ
チ
党
の
筋
金
入
り
の
権
力
者
の
視
点
か
ら
事
象
を
叙
述
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
当

時
の
戦
闘
員
の
体
験
に
自
己
を
投
入
す
る
。
そ
れ
は
ま
だ
我
々
の
回
顧
的
な
知
見
に
よ
っ
て
緑
取
り
さ
れ
、
刻
印
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
連
合
国
の
戦
争
目
的
に
基
づ
け
ば
、
ド
イ
ツ
が
敗
北
し
た
場
合
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
の
東
部
地

方
を
救
う
と
い
っ
た
見
通
し
は
、
戦
時
中
を
通
じ
て
ど
の
時
点
で
も
全
く
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
は
西
側
諸
国
の
こ
の
冷
淡
さ
を
「
背

景
と
な
っ
て
い
る
プ
ロ
イ
セ
ン
像
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
西
側
諸
国
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
壊
減
さ
せ
る
と
い
う
幻
想
と
し
て
捉
え
ら
れ

た
戦
争
目
的
に
よ
っ
て
眩
惑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
側
諸
国
は
、
全
ョ
ー
ロ
ッ
パ
が
、

一
九
四
五
年
の
崩
壊
の
敗
北
者
に
な
っ
た
か
を
知
る
の
が
遅
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
東
部
軍

の
戦
闘
の
意
義
に
正
し
い
光
り
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ツ
帝
国
の
大
国
と
し
て
の
地
位
の
擁
護
の
た
め
の
絶
望
的
な
防
衛
戦
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
5
9
)
 

シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
は
、

あ
る
。

「
ど
の
程
度
ま
で
、

て
回
顧
を
試
み
べ
き
で
な
い
の
だ
ろ
う
か
、

関
法

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
戦
争
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
に
し
て
ロ
シ
ア
の
侵
攻
に
よ
っ
て

「
連
合
国
の
意
思
に
よ
っ
て
壊
減
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
ド

ど
の
程
度
ま
で
ド
イ
ツ
人
の
戦
争
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う

， 
/' 

（
八
六
二
）



シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
は
、
意
味
換
気
と
学
問
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

い
て
は
、
ド
イ
ツ
人
は
、
国
民
国
家
に
お
い
て
も
は
や
根
拠
づ
け
ら
れ
え
な
い
が
、
国
民
な
く
し
て
も
、
ま
た
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
計
画
者
は
、
国
家
意
識
の
蘇
生
に
つ
い
て
合
意
を
作
り
出
さ
な
け

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

い
う
の
で
あ
る
。

の
大
分
前
、

つ
ま
り
、

＇ ノ‘

（
八
六
三
）

ユ
ダ
ヤ
人
を
戦
時
捕
虜
と
し
て
扱
う
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
と

さ
ら
に
「
相
互
の
抹
殺
の
脅
威
の
対
話
」
が
重
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
書
か
れ
、

ド
イ
ツ
国
民
党
な
ど
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
ら
、

い
た
の
は
ヒ
ト
ラ
ー
だ
け
で
あ
っ
た
し
そ
し
て
、

問
い
に
関
心
を
抱
く
が
、

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
も
、

ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
仮
定
的
な
考
察
を
め
ぐ
ら
す
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
は
、

同
じ
よ
う
に
発
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
社
会
の
大
部
分
の
感
情
と
一
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
三
分
の
二
は
外
国
に
出
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
最
終
的
解
決
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
初
め
か
ら
考
慮
し
て

ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
な
ど
の
安
楽
死
と
ユ
ダ
ヤ
人

の
最
終
的
解
決
の
間
に
は
鋭
い
亀
裂
が
あ
る
し
前
者
は
、
国
民
の
賛
同
を
得
た
が
、
後
者
は
、

な
ど
の
側
近
か
ら
も
孤
立
し
て
い
た
と
す
る
し
そ
の
よ
う
に
、

し
て
同
一
化
さ
れ
た
あ
と
で
は
、
あ
と
は
説
明
を
ど
う
貫
徹
す
る
か
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
世
界
会
議
の
時
に
あ
っ
た
の
で
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
、

い
ず
れ

ヒ
ム
ラ
ー

ヒ
ト
ラ
ー
が
、
そ
の
理
念
と
決
断
に
対
し
て
単
独
責
任
を
負
う
起
因
者
と

ノ
ル
テ
は
、
そ
の
「
神
話
と
修
正
主
義
の
は
ざ
ま
？
」
と
い
う
論
文
で
、
修
正
の
必
要
性
を
「
第
三
帝
国
」
の
歴
史
が
広
く
勝
利
者
に

「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
神
話
」
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
。
五

0
年
代
の
全
体
主
義
理
論
で
す
ら
、
違

っ
た
視
座
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
像
の
中
に
ソ
ビ
ニ
ト
を
も
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
ノ
ル
テ
に
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
「
全
減
」

(
a
n
n
i
h
i
l
a
t
e
)

計
画
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
抹
殺
に
つ
い
て
同
様
の
問
い
を
発
し
、

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

「
分
割
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
現
実
に
お

一
九
三
三
年
に
も
し
ナ
チ
で
は
な
く
、



す
る
よ
う
に
距
離
を
と
る
た
め
の
理
由
は
十
分
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
テ
ィ
ン
・
プ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト
は
、
そ
れ
を
説
得
力
を
も
っ

ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、

第
四

0
巻
第
五
号

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、

特
異
性
を
失
う
。

し
か
し
、

N
A
T
0
の
領
域
か
ら
国
民
国
家
的
な
敵
の
像
を
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
操
作

―
つ
の
ハ
ニ
た
た
き
で
二
匹
の
ハ
チ
を
た
た
く
の
で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪
は
、
そ

れ
が
（
今
日
な
お
続
い
て
い
る
）
少
な
く
と
も
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
殖
減
の
脅
威
に
対
す
る
応
答
だ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
今
日
大
規
模
に
技
術
的
刷
新
を
遂
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
蔭
が
薄
く
な
る
。
ま
た
、

い
ま
な
お
我
々
の
ド
ア
の
前
に
立
っ
て
い
る
敵
の
「
ア
ジ
ア
的
」
脅
威
に
よ
っ
て
説
朋
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
シ
ュ

(60) 

以
上
の
保
守
派
の
歴
史
観
に
対
す
る
ハ
ー
バ
マ
ス
の
総
括
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
国
民
の
歴
史
意
識
を
強
め

る
と
い
う
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
い
る
努
力
に
対
し
て
は
誰
が
反
対
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
な
い
過
去
か
ら
歴
史
化

て
論
じ
た
。
犯
罪
性
と
ナ
チ
の
日
常
の
二
重
底
の
通
常
性
の
間
の
、
破
壊
と
生
命
力
溢
れ
た
給
付
能
力
の
間
の
…
…
あ
の
複
雑
な
関
係
は
、

効
果
的
に
客
観
化
さ
せ
つ
つ
自
ら
の
中
に
像
を
結
ば
せ
る
こ
と
に
堪
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
父
親
や
祖
父
に
よ
る
短
絡
的
に
道
徳
化
さ
れ
た

過
去
の
苦
し
ま
ぎ
れ
に
教
育
的
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
認
識
は
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
距
離
を
と
っ
た
理
解
と
は
異
な
る
。
驚
愕

す
べ
き
過
去
の
理
解
と
有
罪
認
定
と
の
間
の
慎
重
な
区
別
が
、
催
眠
的
麻
痺
を
消
減
さ
せ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
化
の
み
が
、

幸
運
に
も
脱
道
徳
化
さ
れ
た
過
去
の
し
が
ら
み
を
振
る
い
落
す
イ
ン
パ
ル
ス
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

国
民
意
識
の
中
に
自
然
発
生
的
に
根
づ
い
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
蘇
生
を
意
図
す
る
者
、
予
測
可
能
性
、
合
意
の
作
出
、
意

味
換
気
に
よ
る
社
会
的
統
合
の
機
能
的
命
令
に
左
右
さ
れ
る
者
は
、
歴
史
叙
述
の
啓
蒙
的
効
果
を
は
ば
か
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
歴
史
認
識
の

広
く
効
果
的
な
多
元
主
義
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
例
え
ば
、

シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
は
、
統
一
化
さ
れ
た
歴
史
像
を
擁
護
す
る
の
で

③
 

ハ
ー
バ
マ
ス
の
総
括

こ
ま
、

,~,. 

ノ
ル
テ
の
理
論
は
大
き
な
利
点
を
も
つ
。
彼
は
、

関
法

六
四

（
八
六
四
）



(6) 
あ
る
。

「
破
壊
さ
れ
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
の
復
活
」

六
五

（
八
六
五
）

（
シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
と
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
）
と
い
っ

る
も
の
で
し
か
な
い
。

い
方
法
的
意
識
は
、

あ
り
、
そ
れ
は
、
私
的
な
も
の
に
追
い
や
ら
れ
た
宗
教
的
信
仰
力
の
代
わ
り
に
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
社
会
的
統
合
を
保
障
し
う
る

修
正
主
義
者
達
が
、
今
日
、
か
れ
ら
が
、
現
在
を
、
任
意
に
再
構
成
可
能
な
前
史
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
か
ら
照
ら
し
、
こ
の
選
択
か
ら

特
に
適
合
し
た
歴
史
像
を
選
択
で
き
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
解
釈
学
的
洞
察
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
鋭

一
切
の
閉
じ
ら
れ
た
、

歴
史
家
論
争
の
争
点
と
意
義

し
か
も
御
用
歴
史
家
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
歴
史
像
の
終
焉
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
不
可

避
的
な
、
決
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
、
可
視
性
の
あ
る
解
釈
の
多
元
性
は
、
開
か
れ
た
社
会
の
構
造
を
反
映
す

連
邦
共
和
国
の
西
側
の
政
治
文
化
に
対
す
る
留
保
な
き
開
放
性
は
、
我
々
の
戦
後
時
代
の
大
き
な
知
的
業
績
で
あ
る
。
私
の
世
代
は
、

そ
れ
を
誇
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
開
放
性
が
実
現
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
中
心
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
中
華
思
想
）
の

克
服
に
よ
る
。
我
々
の
修
正
主
義
者
達
は
、
そ
れ
を
「
ド
イ
ツ
人
の
旧
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
的
地
位
」

も
う
一
度
復
活
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
を
「
責
任
に
囚
わ
れ
て
い
る
」

た
常
套
句
を
も
っ
て
こ
の
事
実
に
関
す
る
羞
恥
心
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
者
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

か
、
負
担
過
剰
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
）
と
い
う
そ
の
地
政
学
的
な
銅
鍾
を

(
T
a
m
t
a
m
)

ま
た
、

（
シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー
）
、
お
よ
び

打
ち
な
ら
し
て

ド
イ
ツ
人
を
、
そ
の
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
の
因
習
的
な
形
態
の
も
と
へ
と
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
者
は
、
西
側
へ
の
我
々
の
つ
な
が
り
の
唯
一
頼
り
に
な
る
基
盤
を
破
壊
す
る
の
で

も
の
な
の
で
あ
る
。
宗
教
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
意
識
、
つ
ま
り
、
歴
史
主
義
の
こ
の
古
い
夢
を
も
っ
て
す
る
歴
史
記
述
は
、
何



(
3
6
)
 

る
。
⑥
思
考
禁
止
と
し
て
の
地
政
学
の
理
論
。
こ
れ
は
、

第
四

0
巻
第
五
号

「
通
常
化
さ
れ
た
」
ナ
チ
時
代

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
と
共
産
主
義
体
制
の
比
較
が
、
こ
の

こ
の
ノ
ル
テ
、
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
対
ハ
ー
バ
マ
ス
の
論
争
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
「
過
去
の
克
服
」
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
捉
え
方
を
概
観

す
る
と
い
う
本
章
の
目
的
に
は
、
も
は
や
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
争
は
、
も
と
よ
り
、
歴
史
学
方
法
論
の
対
立
に
も
絡
む
の
で
あ
る
が
、

主
と
し
て
、
そ
の
対
立
の
軸
は
、

「
連
邦
共
和
国
の
政
治
的
自
己
理
解
が
、
ま
さ
に
そ
の
歴
史
的
次
元
に
お
い
て
、
今
日
ま
た
将
来
、
い

(
6
1
)
 

か
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
政
治
的
立
場
の
対
立
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ナ
チ
ズ

ム
と
い
う
過
去
が
、
未
だ
に
西
ド
イ
ツ
の
政
治
状
況
を
強
く
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
論
争
に
お
い

て
は
、
次
の
四
つ
の
争
点
が
あ
っ
た
と
ま
と
ウ
鼓
。
①
比
較
の
濫
用
。
こ
れ
は
、

四

0
年
間
に
わ
た
っ
て
、
全
体
主
義
研
究
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
を
指
す
。
ヒ
ト
ラ
ー
と
ス
ク
ー
リ
ン
、
ボ
ル
・
ボ
ト
の
比
較
な
ど
も
そ
う

で
あ
る
。
③
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
希
求
。

ら
れ
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
失
っ
た
。
し
か
し
、

西
ド
イ
ツ
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
意
識
は
、
時
代
遅
れ
の
国
家
的
自
負
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、

の
観
念
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
連
邦
共
和
国
の
国
民
の
内
省
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
将
来
も
、

批
判
的
に
、
倣
慢
さ
や
排
他
主
義
の
欲
求
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
我
々
の
過
去
の
重
荷
を
背
負
っ
て
歩
む
か
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
の
で
あ

は
、
中
心
に
属
し
て
い
る
と
い
う
、
最
近
再
び
主
張
さ
れ
は
じ
め
た
理
想
で
あ
る
。
④
帰
結
の
一
例
、
議
論
か
ら
学
問
的
実
践
へ
。
こ
こ

で
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

と
く
に
歴
史
学
者
の
人
事
政
策
と
心
情
統
制
へ
の
実
践
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
は
多
く
の
研

(
6
3
)
 

究
所
の
新
人
事
が
、
保
守
派
の
学
者
に
代
え
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
い
る
。

「
歴
史
家
論
争
」
に
つ
い
て
は
、
西
ド
イ
ツ
で
そ
の
後
、
多
数
の
文
献
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
入
手
し
た
極
わ
ず
か
の
文
献
を
上
げ
て

関
法

一
方
で
は
い
う
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
歴
史
な
き
国
家
で
あ
り
、
国
民
は
分
裂
さ
せ

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
は
何
か
と
い
う
概
念
内
容
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

い
か
に
、
自
己

「
ド
イ
ツ
の
運
命
は
、
そ
の
地
理
的
位
置
」
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
ド
イ
ツ

六
六

（
八
六
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

六
七

（
八
六
七
）

お
く
と
、

Historikerstreit.

D
i
e
 
D
o
k
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
r
 
K
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
 
u
m
 d
i
e
 Einzigartigkeit 
d
e
r
 
nationalsozialistischen 

J
u
d
e
n
v
e
r
n
i
c
h
t
u
n
g
,
 S
e
r
i
e
 P
i
p
e
r
 B
d
.
 816, 
1
9
8
7
 
(#ll!lm
に
は
、
豚
乎
史
字
令
論
争
み
り
猛
i
綸
t

に
そ
っ
て
、
拿
-
か
れ
た
論
文
が
再
録
さ
れ
て
い
る
）

5

D
a
n
 D
i
n
e
r
 (Hrsg. 
v
)
,
 1st 
d
e
r
 N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
 Geschichte•N 

u
r
 Historisierung u
n
d
 
Historikerstreit• 

1
9
8
8
;
 H
a
n
s
 ,
 

U
l
r
i
c
h
 W
e
h
l
e
r
,
 E
n
t
s
o
r
g
u
n
g
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t

●
 

E
i
n
 
p
o
l
e
m
i
s
c
h
e
r
 E
s
s
a
y
 
z
u
m
 ,, 
Historikerstreit ", 
1
9
8
8
;
 

R
e
i
n
h
a
r
d
 Kiihnl• 

Streit 
urns 
Geschichtsbild. 
D
i
e
 ,, 
H
i
s
t
o
r
i
k
e
r
-
D
e
b
a
t
t
e
"
 D
o
k
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 u
n
s
 Kritik, 1987. 

(
3
7
)

佐
藤
健
生
「
ナ
チ
ズ
ム
の
特
異
性
と
比
較
可
能
性
ー
ド
イ
ツ
の
『
歴
史
家
論
争
』
ー
」
思
想
七
五
八
号
(
-
九
八
七
年
）
第
八
号
七
四
頁
以
下

参
照
。
こ
こ
で
は
、
論
争
の
経
緯
と
各
論
者
の
論
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
望
田
幸
男
「
ナ
チ
ズ
ム
を

1
1総
決
算
＂
す
る
”
~
ド
イ
ツ

現
代
史
論
争
」
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
七
年
―
一
月
六
日
号
八
七
頁
以
下
。

(
3
8
)
 

W
e
h
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
10. 

(

3

9

)

エ
ル
ン
ス
ト
・
ノ
ル
テ
は
、
バ
ー
ト
コ
ー
デ
ス
ペ
ル
ク
の
高
校
教
師

(Studienrat)

で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
四
年
に
、
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
そ

の
時
代
』

(
F
a
s
c
h
i
s
m
u
s
in 
seiner 
E
p
o
c
h
e
)

と
い
う
著
書
を
著
し
、
ケ
ル
ン
大
学
で
教
授
資
格
を
得
た
。
一
九
七
四
年
に
は
、
ノ
ル
テ
は
、

『
ド
イ
ツ
と
冷
戦
』

(
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
u
n
d
 d
e
r
 K
a
l
t
e
 K
r
i
e
g
)

と
い
う
第
二
書
を
著
し
た
が
、
そ
の
著
書
で
は
す
で
に
ス
ク
ー
リ
ン
時
代
の

ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
と
比
較
す
れ
ば
、
ナ
チ
政
権
は
、
一
九
三
九
年
ま
で
は
「
法
治
国
家
・
自
由
主
義
の
楽
園
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
、

「
比
較
に
よ
る
日
常
茶
飯
化
」
（
ペ
ー
ク
ー
・
ゲ
イ
）
の
方
法
に
よ
っ
て
、
第
三
帝
国
の
犯
罪
を
「
相
対
化
」
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
る
と

い
う
。
そ
の
ほ
ぼ
一

0
年
後
に
、
第
三
書
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
産
業
革
命
』
(
-
九
八
三
年
）
を
公
刊
す
る
。
な
お
、
ノ
ル
テ
の
編
集
し
た
『
フ

ァ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
諸
理
論
』

(
E
r
n
s
t
N
o
l
t
e
 (Hrsg.)• 

T
h
e
o
r
i
e
n
 iiber 
d
e
n
 F
a
s
c
h
i
s
m
u
s
,
 6. 
Aufl., 
1
9
8
4
)
に
は
、
一
九
ニ
ー
年
以
降

の
様
々
な
人
々
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
が
収
録
さ
れ
、
ノ
ル
テ
は
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
四

0
年
の
諸
理
論
」
と
い
う
ま
え
が
き
を
書
い
て
い
る
。

(
4
0
)
 

E
r
n
s
t
 Nolte, 
V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
,
 
d
i
e
 
n
i
c
h
t
 
v
e
r
g
e
h
e
n
 will• 

E
i
n
e
 
R
e
d
e
,
 
d
i
e
 
g
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
,
 
a
b
e
r
 
nicht 
g
e
h
a
l
t
e
n
 
w
e
r
d
e
n
 

k
o
n
n
t
e
,
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
e
r
 A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Z
e
i
t
u
n
g
,
 
6. 
J
u
n
i
 
1
9
8
6
;
 
Historikerstreit, 
S. 
3
9
 ff. 

(

4

1

)

 

Jiirgen Habermas• 

E
i
n
e
 A
r
t
 S
c
h
a
d
e
n
s
a
b
w
i
c
k
l
u
n
g
.
 D
i
e
 a
p
o
l
o
g
e
t
i
s
c
h
e
n
 T
e
n
d
e
n
z
e
n
 in d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 Zeitgeschichts ,
 

s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
,
 
D
i
e
 Zeit, 
11. 
Juli 
1
9
8
6
;
 
Historikerstreit, S. 6
2
 ff .
 .f:;§ 
お
、
叔
力
訳
と
し
て
山
本
盲
〖
人
訳
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
「
一
種
の
損
害

清
算
ー
ド
イ
ッ
現
代
史
記
述
の
弁
明
的
傾
向
」
み
す
ず
一
―
―
―
二
号
(
-
九
八
六
年
―
一
月
九
頁
以
下
、
ご
一
月
号
＝
三
頁
以
下
参
照
。

(

4

2

)

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト

(
K
l
a
u
s
H
i
l
d
e
b
r
a
n
d
)
は
、
こ
の
歴
史
家
論
争
に
は
、
「
暴
君
の
時
代
」

(
D
a
s
Zeitalter 
d
e
r
 T
y
r
a
n
n
e
n
)
と
い
う



関
法

第
四

0
巻
第
五
号

記
事
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ク
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
の
一
九
八
六
年
七
月
―
―
―
―
日
号
に
掲
載
し
て
参
加
し
た
（
再
録
と
し
て
、

Historikerstreit,
S. 

8
4
 ff.)
。
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
は
、
一
九
四
一
年
生
ま
れ
で
、
ヒ
ル
グ
ル
ー
バ
ー
の
忠
実
な
弟
子
で
あ
る
。
九
五

0
頁
に
及
ぶ
一
九
六
七
年
の
博
士

論
文
「
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
党
の
植
民
地
問
題
に
対
す
る
関
係
」
に
よ
っ
て
学
界
に
登
場
し
た
。
マ
ン
＾
イ
ム
大
学
に
提
出
し
た
教
授
資
格
請
求
論

文
は
今
ま
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
一
九
七
九
年
に
薄
い
教
科
書
『
第
三
帝
国
』
（
本
文
一
ー
ニ
頁
）
を
刊
行
し
た
。
一
九
八
四
年

に
な
っ
て
初
め
て
そ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
「
ニ
ア
ハ
ル
ト
か
ら
大
連
立
へ
」
が
『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
歴
史
』
と
題
す
る
全
集
の
中
で
公
表
さ

れ
て
い
る
。
彼
は
、
ノ
ル
テ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
「
歴
史
化
」
に
賛
意
を
表
し
、
ナ
チ
政
権
と
ス
ク
ー
リ
ン
時
代
の
ロ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
石
器
時

代
共
産
党
の
よ
う
な
例
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
化
」
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る

(
V
g
l
.
W
e
h
l
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
2
4
 ff.)
。

(
4
3
)
 

W
e
h
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
7. 

(
4
4
)

プ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト

(
M
a
r
t
i
n
B
r
o
s
z
a
t
)
 
(
一
九
二
六
年
：
一
九
八
九
年
）
は
、
一
九
八
九
年
一

0
月
一
四
日
に
病
没
し
た
が
、
一
九
五
三
年

ケ
ル
ン
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
シ
ー
ダ
ー
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
時
代
の
ド
イ
ツ
の
反
ユ
ダ
ヤ
運
動
に
関
す
る
デ
ィ
ッ
セ
ル
ク
チ
オ
ー
ン
提
出
し
て
博

士
号
を
と
り
、
一
九
五
五
年
に
現
代
史
研
究
所
の
研
究
員
と
な
っ
た
。
一
九
七
二
年
に
、
四
六
歳
で
所
長
と
な
り
、
没
す
る
ま
で
そ
の
地
位
に
と
ど

ま
っ
た
。
そ
の
間
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
裁
判
な
ど
の
鑑
定
人
を
務
め
た
。
こ
の
鑑
定
か
ら
、
そ
の
著
『
S
S
国
家
の
解
剖
学
』

(
A
n
a
t
o
m
i
e

d
e
s
 S
S
 Staates, 
B
d
.
 1-2, 1
9
6
7
)
~
'

生
ま
七
い4
g。
一
十
バ
六
一
仁
千
に
は
、
『
ナ
チ
の
ボ
ー
ラ
ン
ド
政
舘
こ
(
N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e

P
o
l
e
n
p
o
'
 

litik 

化
」
を
め
ぐ
っ
て
ザ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
（
S
a
u
l
F
r
i
e
d
l
a
n
d
e
r
)

と
の
間
の
書
簡
の
交
換
が
公
表
さ
れ
て
い
る

(
M
a
r
t
i
n
B
r
o
s
z
a
t
 /
 

S
a
u
l
 F
r
i
e
d
l
a
n
d
e
r
,
 
U

m

 di
e
 
,, 
H
i
s
t
o
r
i
s
i
e
r
u
n
g
 d
e
s
 N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
 ", 
V
i
e
r
t
e
l
j
a
h
r
e
s
h
e
f
t
e
 
f
u
r
 
Z
e
i
t
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
1988, 
S. 

3
3
9
 ff)
。
プ
ロ
シ
ャ
ー
ト
の
追
悼
文
は
、
上
記

V
i
e
r
t
e
l
j
a
h
r
e
s
h
e
f
t
e

の
一
九
九

0
年
一
号
五
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
4
5
)

モ
ム
ゼ
ン
（
H
a
n
s
M
o
m
m
s
e
n
 1
9
3
0
ー
）
は
、
ボ
ッ
フ
ム
大
学
現
代
史
教
授
。
一
九
六

0
年
か
ら
六
一
年
ま
で
現
代
史
研
究
所
研
究
員
。
著

書
と
し
て
『
第
三
帝
国
に
お
け
る
公
務
員
制
度
』

(
B
e
a
m
t
e
n
t
u
m
i
m
 D
r
i
t
t
e
n
 
R
e
i
c
h
)
 
(
一
九
六
六
年
）
が
あ
る
。
兄
弟
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド

ル
フ
大
学
現
代
史
教
授
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
モ
ム
ゼ
ン

(
W
o
l
f
g
a
n
g
M
o
m
m
s
e
n
)

が
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル

ク
大
学
の
前
任
者
で
あ
っ
た
あ
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン

(
T
h
e
o
d
o
r
M
o
m
m
s
e
n
)

は
、
曽
祖
父
。

(
4
6
)
 

Broszat, 
Pliidoyer 
f
u
r
 e
i
n
e
 H
i
s
t
o
r
i
s
i
e
r
u
n
g
 d
e
s
 N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
,
 
M
e
r
k
u
r
 39, 
1985, 
S. 
3
7
3
-
3
8
5
;
 ~.W'¾-ill· 

文
2i
、

Broszat, 
N
a
c
h
 Hitler, 
1988, 
S. 
2
6
6
 ff. 
に
耳
2

錨
t

さ
れ
て
い
る
。

六
八

（
八
六
八
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

六
九

（
八
六
九
）

(

4

7

)

 

V
 gl. 
F
r
i
e
d
l
a
n
d
e
r
 `
 
U
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
 z
u
r
 H
i
s
t
o
r
i
s
i
e
r
u
n
g
 d
e
s
 N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
,
 in "
 1st d
e
r
 N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
 G
e
s
c
h
i
、

c
h
t
e

●

(
H
r
s
g
.
 v• 

D
a
n
 D
i
n
e
r
)
,
 
S. 
3
4
 f. 

(
4
8
)
 

F
r
i
e
d
l
a
n
d
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
7
 f. 

(
4
9
)
 

B
r
o
s
z
a
t
 `
 
a. 
a. 
0
 ., 
i
n
 "
 Na
c
h
 Hitler, 
S. 
281. 

(

5

0

)

 Vgl• 

F
r
i
e
d
l
a
n
d
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
39. 
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
は
、
「
歴
史
化
は
、
ナ
チ
時
代
の
像
の
中
に
、
多
数
の
よ
り
一
般
的
な
、
そ
し

て
長
期
的
展
望
を
も
っ
た
歴
史
的
過
租
を
は
め
こ
む
必
要
性
に
歴
史
家
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
多
く
の
『
通
常
の
』
社
会
的
発
展
が
、

事
実
、
第
三
帝
国
の
―
二
年
間
か
ら
の
み
端
を
発
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
そ
の
発
端
を
一
九
三
三
年
以
前
に
、

そ
し
て
、
一
九
四
五
年
以
降
の
ド
イ
ツ
社
会
の
中
に
も
長
く
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、
第
一
次
大

戦
以
前
の
社
会
保
険
の
計
画
が
一
九
四
一
年
四
二
年
に
ド
イ
ツ
労
働
者
戦
線
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
そ
れ
が
大
部
分
、
連
邦
共

和
国
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
シ
ャ
ー
ト
の
挙
げ
る
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
時
代
か
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
を
経
て
、

ナ
チ
に
至
っ
て
女
性
解
放
の
遅
々
た
る
歩
み
が
加
速
さ
れ
た
と
い
う
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
5
1
)こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
v
g
l
•
Historikerstreit, 
S
e
r
i
e
 Piper, 
S. 
3
9
 ff. 
"
 We
h
l
e
r
,
 
E
n
t
s
o
r
g
u
n
g
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
,
 

s. 
3
8
 ff. 
を
も
参
照
せ
よ
。

(
5
2
)
 

Historikerstreit, 
S. 
45. 

(

5

3

)

 

W
e
h
l
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
23. 

(

5

4

)

 

Hillgruber, 
Z
w
e
i
e
r
e
i
 
U
n
t
e
r
g
a
n
g
,
 
1985. 
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヒ
ル
グ
ル
ー
・
ハ
ー
の
教
授
資
格
請
求
論
文
は
、
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
戦
略
•
一

九
四

0
年
／
四
一
年
の
政
治
と
戦
争
』
(
-
九
六
五
年
）
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。
一
九
六
八
年
に
は
、
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
。
フ

ラ
イ
プ
ル
ク
で
は
当
時
の
学
生
連
動
の
最
中
、
彼
は
、
「
戦
史
学
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
そ
れ
が
多
分
、
彼
を
保
守
主
義
に
向
か
わ

せ
た
と
さ
れ
て
い
る

(
W
e
h
l
e
r
,
a. 
a. 
0., S. 21.)
。
一
九
七
二
年
に
は
ケ
ル
ン
大
学
の
招
聘
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
多
数
の
論
文
、
批
評
を
発

表
し
て
い
る
が
、
予
定
さ
れ
て
い
る
大
著
は
未
公
刊
で
あ
る
。

(
5
5
)
 

W
e
h
l
e
r
,
 
a. 
a
・
0
.
,
 S. 
46. 

(

5

6

)

 

W
e
h
l
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
48f. 
こ
こ
で
は
、
ヒ
ル
グ
ル
ー
・
ハ
ー
の
所
説
の
詳
し
い
紹
介
は
、
そ
の
場
所
で
は
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。

(
5
7
)
 

H
a
b
e
r
m
a
s
,
 E
i
n
e
 A
r
t
 S
c
h
a
d
e
n
s
a
b
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 in "
 Historikerstrei t, 
S. 
6
2
 ff. 



関
法

第
四
〇
巻
第
吾
方

(

5

8

)

 

H
a
b
e
r
m
a
s
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
6
3
.
 

ハ
ー
バ
マ
ス
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
九
二
九
年
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
大
学
哲
学
教
授
。
『
ポ
ス
ト
形
而
上
学
の
思
想
』
（
藤
原
ほ
か
訳
）
一
九
九

0
年
（
未
来
社
）
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理

論
』
上
中
下
（
藤
原
賢
一
郎
ほ
か
訳
）
未
来
社
(
-
九
八
五
年

2

)
、
『
認
識
と
関
心
』
（
奥
山
次
良
訳
）
未
来
社
(
-
九
八
一
年
）
ほ
か
多
数

の
著
書
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
5
9
)

シ
ュ
テ
ュ
ル
マ
ー

(
M
i
c
h
a
e
l
S
t
l
i
r
m
e
r
)

は
、
多
数
の
政
治
に
関
す
る
公
刊
物
を
著
し
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
の
「
助
言
者
」
な
い
し

「
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
ニ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
の
教
授
で
あ
る
。
教
授
資
格
請
求
論
文
は
、
一
八
七
一
年
か
ら
一
八
八
〇

年
ま
で
の
「
ビ
ス
マ
ル
ク
国
家
に
お
け
る
政
府
と
帝
国
議
会
」
(
-
九
七
一
年
）
で
あ
る
。
当
初
、
故
郷
カ
ッ
セ
ル
の
ゲ
ザ
ム
ト
・
ホ
ッ
ホ
シ
ュ

ー
レ
の
教
授
と
な
っ
た
が
、
一
九
七
一
二
年
に
は
す
ぐ
に
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
に
移
り
、
そ
の
前
任
者
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ペ
ー
タ
ー
・
フ
ッ

ク
ス
教
授
を
通
じ
て
、
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
と
知
り
合
っ
た
。
一
九
八
一
ー
一
年
に
は
、
『
ド
イ
ツ
人
と
そ
の
国
民
』
と
い
う

著
書
を
ジ
ー
ド
ラ
ー
書
店
編
集
の
叢
書
の
一
冊
と
し
て
出
版
し
た
。

(
5
9
a
)
 
Nolte, 
B
e
t
w
e
e
n
 M
y
t
h
 a
n
d
 R
e
v
i
s
i
o
n
i
s
m
?
 
i
n
 
"H• 

K
o
c
h
 
(
H
r
s
g
.
)
,
 
A
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
the 
T
h
i
r
d
 
R
e
i
c
h
,
 
1
9
8
5
,
 
S. 
1
7
-
3
8
.
 

こ
れ
は
、
一
九
八

0
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ジ
ー
メ
ン
ス
協
会
で
行
わ
れ
た
講
演
の
英
語
版
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
版
と
し
て
、

Nolte,
Z
w
i
s
c
h
e
n
 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
l
e
g
e
n
d
e
 u
n
d
 R
e
v
i
s
i
o
n
i
s
m
u
s
?
 
D
a
s
 D
r
i
t
t
e
 
R
e
i
c
h
 i
m
 B
l
i
c
k
w
i
n
k
e
l
 d
e
s
 J
a
h
r
e
s
 1
9
8
0
,
 i
n
:
 Historikerstreit, S. 1
3
f
f
.
 

(
6
0
)
 
H
a
b
e
r
m
a
s
,
 a. 
a. 
0., 
Historikerstreit, 
S. 
72 ff. 

(

6

1

)

 

W
e
h
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
189. 

(
6
2
)
 

W
e
h
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
6
7
 ff. 

(

6

3

)

例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
た
ロ
ー
マ
、
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
の
「
ド
イ
ツ
歴
史
研
究
所
」
（
D
e
u
t
s
c
h
e
H
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
 
Institute) 
(
D
H
I
)

お
よ
び

ワ
シ
ン
ト
ン
の
同
研
究
所
の
四
つ
の
外
国
に
お
け
る
研
究
所
の
う
ち
―
―
―
つ
が
最
近
新
た
な
所
長
人
事
を
行
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

ク
・
モ
ム
ゼ
ン
に
代
え
て
バ
イ
ロ
イ
ト
の
若
い
ア
ド
ル
フ

•
M
・
ビ
ル
ケ
が
所
長
と
な
っ
た
。
パ
リ
で
は
、
カ
ー
ル
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ヴ

ェ
ル
ナ
ー
に
代
わ
っ
て
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
の
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
が
な
っ
た
。
メ
ラ
ー
は
、
ノ
ル
テ
に
教
授
資
格
請
求
論
文
を
提
出
し
た
。
ワ
シ

ン
ト
ン
で
は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
史
の
専
門
家
で
ビ
ー
レ
フ
ニ
ル
ト
大
学
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
カ
は
、
近
代
史
家
の
キ
ー
ル
大
学
の
ハ
ル
ト
ム
ー

ト
・
レ
ー
マ
ン
に
破
れ
た
。

V
g
l
.
W
e
h
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
9
 0
 ff. 

七
〇

（
八
七

0)



き
全
体
的
課
題
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

七

（
八
七
一
）

一
九
一
―
―
―
―
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
犯
罪
者
に
よ
っ
て

刑
事
司
法
に
よ
る
「
過
去
の
克
服
」
の
問
題
点

問
題
の
所
在

以
上
の
よ
う
に
、
第
三
帝
国
の
陰
影
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
外
交
を
規
定
し
、
国
内
政
治
を
も
規
定
し
て
き
た
。
過
去
の
克
服
は
、
そ
の

時
々
の
政
治
状
況
を
反
映
し
つ
つ
、
様
々
な
面
で
、
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
我
々
の
関
心
と
な
る
の
は
、
司
法
の
次
元
で

の
克
服
、
と
く
に
、
刑
事
司
法
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
の
処
理
に
よ
る
過
去
の
克
服
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
犯
罪
の
「
政
治

(
6
4
)
 

「
刑
事
的
解
決
」
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
、
立
法
者
は
、
実
際
上
、
ナ
チ
犯
罪
の
追
及
に
つ
い
て
は
、
時
効
延
長

を
除
い
て
は
何
も
行
わ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
過
去
の
克
服
の
主
要
部
分
を
占
め
る
の
が
、
刑
事
司
法
に
よ

る
そ
れ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
刑
事
司
法
に
よ
る
過
去
の
克
服
も
、
政
治
状
況
の
み
な
ら
ず
、

よ
っ
て
も
、
法
理
論
に
と
っ
て
も
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
問
い
に
ま
ず
始
ま
っ

て
、
戦
後
政
治
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
の
か
、
そ
の
法
的
基
礎
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、

課
題
は
、
刑
法
理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
第
一
ー
一
帝
国
時
代
の
不
法
体
系
は
、

第
三
帝
国
時
代
の
「
不
法
」
体
系
や
伝
統
的
法
理
論
が
戦
後
の
法
理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
残
し
て
い
る
の
か
な
ど
、
問
い
か
け
ら
れ

刑
事
司
法
に
よ
る
過
去
の
克
服
は
、
も
ち
ろ
ん
、

言
え
ば
、

ナ
チ
犯
罪
裁
判
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ペ
ー
ク
ー
・
ノ
ル
に
従
っ
て

ナ
チ
犯
罪
裁
判
と
は
、
不
法
国
家
が
そ
の
後
継
者
と
し
て
の
法
治
国
家
に
よ
っ
て
交
代
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た

(
6
6
)
 

事
態
を
清
算
す
る
試
み
の
一
部
で
あ
る
。
ノ
ル
は
、
ナ
チ
犯
罪
処
罰
を
、
成
立
し
た
法
治
国
家
が
過
去
の
克
服
と
の
関
係
で
取
り
組
む
べ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

「
ド
イ
ツ
は
、

る
べ
き
問
題
は
、

と
め
ど
も
な
く
浮
上
す
る
。

的
解
決
」
は
行
わ
れ
ず
、

(1) 
第
四
節

ナ
チ
時
代
か
ら
の
司
法
の
連
続
性
に

ナ
チ
犯
罪
の
処
理
と
い
う
実
践
的

ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
、



第
四
〇
巻
第
五
号

支
配
さ
れ
た
不
法
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
不
法
国
家
の
後
継
者
と
し
て
一
九
四
九
年
に
、
連
邦
共
和
国
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
、

争
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
自
由
な
、
法
治
国
家
的
で
民
主
的
な
憲
法
を
も
つ
。
し
か
し
、
大
部
分
に
お
い
て
、
す
で
に
従
来
か
ら
存
在
し

て
い
た
の
と
同
じ
国
民
を
も
つ
。
同
じ
国
民
の
も
と
で
あ
り
な
が
ら
国
家
が
こ
の
よ
う
に
完
全
に
変
化
し
た
こ
と
は
、
不
可
避
的
に
、
強

い
緊
張
と
困
難
な
問
題
を
も
た
ら
す
。
：
．．．． 
不
法
国
家
の
後
継
者
の
役
割
を
引
き
受
け
た
法
治
国
家
は
、
次
の
四
つ
の
課
題
を
も
つ
。

①
現
在
と
将
来
に
対
す
る
予
防
的
影
響
の
目
的
で
の
歴
史
的
・
政
治
的
原
因
探
究

③
損
害
の
回
復

で
あ
る
。
不
法
国
家
と
対
決
さ
せ
ら
れ
た
法
治
国
家
に
提
起
さ
れ
た
第
四
の
課
題
、

つ
ま
り
、
不
法
に
責
任
を
負
う
行
為
者
の
処
罰
は
、

(66) 

と
く
に
、
最
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
、
…
…
。
立
法
者
は
、
こ
の
課
題
の
克
服
を
、
…
…
ほ
と
ん
ど
完
全
に
司
法
に
委
ね
た
」
。
し
か
し
、

(
6
7
)
 

旧
体
制
の
も
と
で
、
そ
の
国
家
が
追
及
し
た
政
策
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
、
組
織
的
に
行
わ
れ
た
犯
罪
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
す
で

に
、
通
常
の
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
と
は
、
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
。
処
罰
は
、
犯
罪
の
予
防
の
た
め
に
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
、
ド
イ
ツ
社
会
全
体
の
、
国
際
社
会
に
対
す
る
贖
罪
・
応
報
あ
る
い
は
、

立
へ
の
決
意
の
表
明
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ナ
チ
犯
罪
処
罰
は
、
通
常
の
犯
罪
処
罰
を
越
え
る
射
程

と
意
味
を
も
ち
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
社
会
と
刑
法
学
が
直
面
し
た
第
一
の
新
た
な
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
後
に
詳
し
く

検
討
す
る
よ
う
に
、
ナ
チ
犯
罪
処
罰
の
た
め
の
自
然
法
論
の
復
活
、
正
犯
概
念
を
め
ぐ
る
主
観
説
の
維
持
、

の
責
任
論
・
刑
罰
論
に
お
け
る
贖
罪
応
報
論
の
堅
持
、
時
効
論
議
な
ど
、

④
原
因
に
責
任
あ
る
行
為
者
の
処
罰

R
法
秩
序
の
清
浄
化

関
法

一
九
六

0
年
第
に
至
る
ま
で

ア
リ
バ
イ
と
し
て
、
な
い
し
、
将
来
に
対
す
る
民
主
国
家
樹

ナ
チ
犯
罪
処
罰
の
要
請
が
、
刑
法
上
の
理
論
に
影
響
を
与
え
た

七

（
八
七
二
）



③
法
体
制
と
刑
事
司
法
に
お
け
る
連
続
性
と
非
連
続
性

政
治
の
中
の
刑
事
司
法

ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
過
去
の
克
服
が
、
ド
イ
ツ
の
戦
後
政
治
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
事
司
法

に
よ
る
過
去
の
克
服
も
、
政
治
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
拭
い
難
い
。
ナ
チ
犯
罪
は
、
と
く
に
第
三
帝
国
の
組
織
犯
罪
と
い
う
側
面
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
自
体
が
政
治
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
、
そ
れ
が
犯
さ
れ
た
政
治
体
制
が
旧

体
制
に
属
す
る
と
い
う
事
実
も
、
す
で
に
そ
れ
が
政
治
的
連
関
の
中
に
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
の
敗
戦
直
後
か
ら
八

0
年
代
に
至
る
ま
で
の
ナ
チ
犯
罪
裁
判
そ
の
も
の
も
、
政
治
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た

通
り
で
あ
る
。

一
九
―
―
―
―
―
一
年
以
降
、

ナ
チ
政
権
獲
得
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
法
の
「
革
新
」
が
ナ
チ
立
法
者
や
裁
判
官
の
課
題
と
な
っ
た
が
、
こ
の
と

き
も
、
法
の
革
新
は
、
様
々
な
次
元
で
の
「
二
重
性
」
の
特
徴
を
示
し
な
が
ら
、
政
治
と
学
問
的
論
証
の
間
で
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

(68) 

あ
る
が
、
第
三
帝
国
の
崩
壊
に
よ
る
新
法
体
制
も
、
こ
の
法
の
「
革
新
」
の
課
題
の
前
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の

場
合
は
、
基
本
的
に
は
占
領
諸
国
に
よ
る
法
律
や
布
告
が
、
第
三
帝
国
の
「
法
」
を
廃
棄
す
る
と
い
う
形
で
法
の
革
新
が
行
わ
れ
る
が
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

①
 ③

問

題

意

識

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、

例
は
、
数
多
い
。

ナ
チ
時
代
の
「
不
法
体
系
」
の
戦
後
に
お
け
る
克
服
、

七

ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
を
中
心
に
し
て
、
戦
後
西
ド
イ

ッ
社
会
や
刑
事
司
法
が
直
面
し
た
諸
課
題
や
、
そ
の
た
め
の
諸
理
論
を
検
討
す
る
。
以
下
、
論
を
進
め
る
前
に
、
著
者
の
問
題
意
識
を
朋

（
八
七
一
―
―
)



第
四
〇
巻
第
五
号

過
去
の
法
が
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
残
存
す
る
の
は
、

戦
後
法
思
想
の
ナ
チ
被
規
定
性

た
と
い
う
意
味
で
、

ナ
チ
の
政
権
獲
得
後
と
同
様
で
あ
る
。
ナ
チ
法
体
制
の
克
服
と
い
う
政
治
的
課
題

が
ど
の
よ
う
に
遂
行
さ
れ
る
か
も
、
我
々
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
制
度
面
の
連
続
性
の
み
な
ら
ず
、
司
法
を
担
う
人
員
の
連
続
性
も
、

戦
後
西
ド
イ
ツ
司
法
の
有
り
方
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
法
学
界
な
ら
び
に
実
務
界
の
ナ
チ
時
代
か
ら
の
連
続
性
が
、
過
去
の
克
服

一
方
、
戦
後
の
法
思
想
に
目
を
転
じ
る
と
、
こ
こ
で
も
ナ
チ
不
法
体
系
の
存
在
が
、
戦
争
直
後
の
法
思
想
を
規
定
し
た
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
全
く
逆
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

わ
る
が
、
戦
後
の
ナ
チ
犯
罪
処
理
の
た
め
に
実
践
的
な
思
想
的
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
政
策
的
目
的
の
た
め
に
、
ナ
チ
法
思
想
の
淵
源
と

な
る
法
思
想
を
「
悪
玉
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
対
極
に
立
つ
法
思
想
を
新
た
な
民
主
主
義
的
・
革
新
的
法
思
想
と
し
て
墓
礎
に
お
か
れ

ナ
チ
法
思
想
と
の
断
絶
・
逆
転
を
志
向
す
る
と
い
う
意
味
で
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
法
実
証

主
義
と
自
然
法
思
想
が
そ
う
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
図
式
が
、
成
り
立
つ
か
ど
う
か
は
、
極
め
て
問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
後
に
論
証
す
る
。
二
つ
目
の
意
味
は
、
ナ
チ
法
思
想
の
根
幹
が
そ
の
ま
ま
戦
後
へ
と
連
続
し
た
と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。
ナ
チ
時
代
に

活
躍
し
た
法
律
学
者
が
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
法
思
想
界
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
は
、
後
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
戦
後
の
各
法
分
野
で
の
第
一
人

者
に
ナ
チ
時
代
の
新
進
気
鋭
の
学
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
し
か
も
、
例
え
ば
、
第
一
の
意
味
に
お
け
る
断
絶
に
疑
問

を
呈
し
、
法
実
証
主
義
で
は
な
く
、
ナ
チ
的
「
自
然
法
」
が
ナ
チ
法
学
の
神
髄
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
姿
を
変
え
る
だ
け
で
、
戦
後
法
思
想
に
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
の
「
具
体
的
普

(69) 

遍
概
念
」
の
連
続
性
の
ほ
か
、
筆
者
が
、
か
つ
て
ナ
チ
時
代
の
正
当
防
衛
に
関
す
る
判
例
と
、
戦
争
直
後
の
正
当
防
衛
に
関
す
る
判
例
と

③
 

に
投
げ
か
け
た
陰
は
大
き
い
。

関
法

ナ
チ
法
思
想
は
、
形
式
上
も

―
つ
は
、
本
稿
の
直
接
の
テ
ー
マ
に
か
か

七
四

（
八
七
四
）



⑤
 

理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
も
検
討
の
対
象
と
す
る
。

七
五

を
比
較
し
た
と
き
、
判
例
文
の
中
の
正
当
防
衛
の
制
限
根
拠
と
さ
れ
る
原
理
が
、
戦
前
は
「
健
全
な
民
族
感
情
」
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
、

そ
の
文
言
を
「
自
然
法
」
な
い
し
「
事
物
の
本
性
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
、
論
証
方
法
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
現
象

(
7
0
)
 

を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
例
証
と
し
て
お
こ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
目
の
意
味
で
の
ナ
チ
被
規
定
性
の
問
題
は
、

原
則
と
し
て
、
射
程
外
と
す
る
。

ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
刑
法
理
論
へ
の
影
響

上
述
の
よ
う
に
、
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
と
刑
罰
論
も
、
戦
前
か
ら
の
倫
理
的
責
任
論
、
贖
罪
応
報
論
が
、

一
九
六

0
年
代
前
半
ま
で
、
強
力
に
西
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
を
呪
縛
し
て
い
た
。
確
か
に
、
ペ
ー
ク

(
7
1
)
 

一
般
予
防
の
概
念
は
、
威
嚇
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
任
意
に
適
法
に
ふ

(
7
2
)
 

る
ま
う
た
め
の
根
拠
を
な
す
法
意
識
と
法
確
信
が
よ
り
本
質
的
で
あ
る
」
。
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、

積
極
的
一
般
予
防
機
能
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
．
当
時
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
の
機
能
は
、

ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
と
い
う

ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
に
も

っ
た
。
ナ
チ
犯
罪
処
罰
論
的
根
拠
は
、
贖
罪
応
報
に
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
は
、
こ
れ
が
最
も
説
得
的
な
根

拠
づ
け
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
お
け
る
主
観
説
の
隆
盛
は
、
大
き
く
、

ナ
チ
犯
罪
処
罰
に
規
制
さ
れ
て
い
た
も
の

(
7
3
)
 

と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
組
織
的
権
力
機
構
に
よ
る
罪
に
関
す
る
ロ
ク
シ
ン
の
正
犯
の
背
後
の
正
犯
の
理
論
の
一
適
用
例
は
、
ナ
チ
犯
罪
を

意
識
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、

連
邦
共
和
国
の
法
体
制
の
政
治
性

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

ー
・
ノ
ル
が
い
う
よ
う
に
、

実
践
的
課
題
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
、

④
 

ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
刑
法
理
論
が
問
題
と
な
っ
た
か
、
そ
れ
が
、

一
九
八
九
年
秋
ま
で
に
ソ
ビ
＝
卜
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
影
響
は
、
東
欧
諸
国
に
も
徐
々
に
明
白
に
及
ん
で
き
て
い
た
が
、
東
ド
イ
ツ

（
八
七
五
）

レ
ま
、

ノ
1
,＞

一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か



著
者
が
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
導
き
の
糸
と
し
た
以
上
の
諸
観
点
は
、
以
下
の
各
章
、
節
に
お
い
て
具
体
的
に
論
証
さ
れ
る
。

(

6

4

)
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(
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5
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V
g
l
.
 
P
e
t
e
r
 Noll, 
D
i
e
 N
S
-
V
e
r
b
r
e
c
h
e
r
p
r
o
z
e
s
s
e
 strafrechtsdogmatisch u
n
d
 gesetzgebungspolitisch betrachtet,: 
in 
R
e
 ,
 

け
る
徹
底
性
を
引
き
起
こ
す
誘
因
と
も
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
戦
う
民
主
主
義
」
に
つ
な
が
っ
て
、
政
治
刑
法
に
お

共
産
主
義
か
ら
の
防
衛
に
重
点
に
転
化
さ
せ
る
に
至
る
。

に
入
り
、

冷
戦
時
代
が
本
格
化
す
る
と
と
も
に
、

当
初
は
、
ナ
チ
勢
力
か
ら
の
防
衛
が
目
的
で
あ
っ
た
新
た
な
政
治
体
制
づ
く
り
も
、

の
出
国
の
自
由
が
容
認
さ
れ
て
以
降
、
東
西
冷
戦
時
代
の
終
焉
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

占
領
諸
国
の
ド
イ
ッ
政
策
は
、

「
防
衛
す
る
民
主
主
義
」
は
、
西
ド
イ
ツ
民
主
主
義
の
特
徴
を
表
す
標
語
と
な

る
が
、
民
主
憲
法
の
擁
護
の
名
の
も
と
に
、
新
た
な
政
権
の
弾
圧
が
始
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
刑
法
下
の
端
緒
を
な
す
の
が
、

い
わ

ゆ
る
政
治
刑
法
の
復
活
で
あ
る
。
そ
の
後
、
西
ド
イ
ツ
の
司
法
は
、
六

0
年
代
末
期
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
極
左
に
よ
る
テ
ロ
に
脅
か

れ
、
八

0
年
代
に
は
、
原
子
力
発
電
、
空
港
建
設
な
ど
の
反
対
運
動
、
住
居
の
占
拠
の
問
題
な
ど
の
政
治
事
件
に
取
り
組
み
、
経
済
の
発

達
と
社
会
福
祉
の
充
実
を
一
方
の
柱
と
し
つ
つ
、
政
治
的
に
も
極
左
、
極
右
を
取
り
締
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
中
庸
を
確
保
し
、
法

治
国
家
と
社
会
国
家
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
。
西
ド
イ
ツ
戦
後
社
会
を
観
察
す
る
場
合
、
政
治
的
自
由
の
限
界
が
明
確
に
存
在
す
る
こ
と

を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
刑
法
や
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
を
例
に
よ
る
、
そ
の
自
由
の
限
界
内
で
は
、
罪
刑
法
定
主
義
や
被
告
人
の
権
利
の
保

護
は
、
無
条
件
に
妥
当
す
る
が
、
こ
の
自
由
の
限
界
を
越
え
る
と
、
徹
底
的
な
犯
罪
予
防
、
社
会
防
衛
の
優
先
性
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
の

(
7
4
)
 

で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪
処
罰
は
、
過
去
の
克
服
の
手
段
で
あ
っ
た
の
み
で
は
な
く
、

し
か
し
、

関
法

第
四

0
巻
第
五
号

ナ
チ
体
制
の
解
消
、

一
九
四
五
年
以
来
の
四

0
年
代
後
半
の
、

民
主
的
・
自
由
主
義
的
法
治
国
家
の
樹
立
で
あ
っ
た
。

七
六

（
八
七
六
）

一
九
五

0
年
代



第
五
節

①
司
法
の
担
い
手
の
連
続
性

最
近
に
い
た
る
ま
で
、
と
く
に
司
法
の
領
域
で
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

司
法
と
克
服
さ
れ
ざ
る
過
去

七
七

（
八
七
七
）

告
liche
u
n
d
 politische 
A
s
p
e
k
t
e
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e
r
 N
S
-
V
e
r
b
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e
c
h
e
r
p
r
o
z
e
s
s
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(Hrsg. 
v. 
P. 
S
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n
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d
e
r
 u• 

H
.
J
.
 M
e
y
e
r
)
・
1
9
6
8
,

s. 
3
9
.
 

(
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6

)

 

Noll, 
a. 
a. 
0., 
S. 
3
9
.
 

(
6
7
)

ャ
ス
。
＾
ー
ス
は
、
か
つ
て
ナ
チ
犯
罪
を
「
国
家
行
政
に
よ
る
大
量
殺
人
犯
罪
」

(
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
d
e
s
 
staatlichen V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
m
a
s
s
e
n
-

m
o
r
d
e
s
)

と
呼
ん
だ
。

Jaspers,
D
i
e
 S
c
h
u
l
d
f
r
a
g
e
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Fiir 
V
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(Serie 
P
i
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e
r
 1
9
1
,
 
S. 

1
3
6
 ff. 
u. 
s. 
1
9
9
 f. 
＂ 
W
e
b
e
r
/
 St
e
i
n
b
a
c
h
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
5
7
.
 

(
6
8
)

山
中
「
ナ
チ
ス
刑
法
に
お
け
る
『
法
の
革
新
』
の
意
義
ー
|
そ
の
解
明
の
試
み
ー
ー
」
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
三
冊
（
一
九
八
九

年
）
一
五
九
頁
以
下
参
照
。

(
6
9
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
中
・
前
掲
論
文
一
七

0
頁
以
下
を
参
照
。
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2
2
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(
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山
中
『
正
当
防
衛
の
限
界
』
（
成
文
堂
・
一
九
八
五
年
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ニ
ニ
頁
参
照
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Noll, 
a. 
a. 
0., 
S. 
41. 

(
7
2
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Noll, 
a. 
a. 
0., 
S. 
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(
7
3
)
 

R
o
x
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,
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u
n
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2
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A
u
f
l
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 1
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7
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4
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B
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Festschrift 
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R
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c
h
a
r
d
 L
a
n
g
e
,
 1
9
7
6
,
 
S. 
1
7
3
 ff., 
bes. 1
9
2
 ff. 

(
7
4
)

筆
者
は
、
か
つ
て
、
西
ド
イ
ツ
社
会
を
「
予
防
社
会
」
と
特
徴
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。

Y
a
m
a
n
a
k
a
,

D
a
s
 
Gesetzlichkeitsprinzip 
i
m
 

j
a
p
a
n
i
s
c
h
e
n
 Strafrecht• 

K
a
n
s
a
i
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
R
e
v
i
e
w
 of L
a
w
 a
n
d
 Politics 
Nr. 
11 
(
1
9
9
0
)
,
 
S. 
1
0
9
 ff., 
bes. 
1
2
1
 f. 

な
お
、
「
予
防
国
家
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
に
、

E
r
h
a
r
dDenninger• 

D
e
r
 
Priiventions-Staat• 

Kritische Justiz 1
9
8
8
,
 S. 1
 ff. 

が
あ
る
。

ナ
チ
と
の
連
続
性
が
人
事
を
通
じ
て
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
第
一
ー
一
帝
国



(2) 

第
四

0
巻
第
五
号

門
家
集
団
で
あ
り
、
政
治
的
変
革
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
代
替
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。

非
ナ
チ
化
は
、
当
初
望
ま
れ
た
よ
う
に
徹
底
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、

「
ド
イ
ツ

の
統
治
機
構
の
う
ち
、
司
法
人
事
ほ
ど
戦
後
と
の
連
続
性
を
保
っ
た
機
構
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
官
僚
機
構
と
司
法
は
、
専

ナ
チ
政
権
は
、
法
幹
部
の
強
制
的
同
質
化
を
内
面
的

強
制
的
同
質
化
と
外
部
的
強
制
的
同
質
化
の
二
重
の
形
態
で
、
既
存
の
専
門
化
集
団
を
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
改
造
し
て
、
押
し

(
7
5
)
 

進
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
独
裁
体
制
の
も
と
で
あ
っ
た
の
で
、
成
功
を
収
め
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
占
領
国
の
場
合
、

ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
い
て
も
、
司
法
機
構
の
担
い
手
そ

の
も
の
が
元
ナ
チ
に
属
し
、
過
去
の
克
服
に
消
極
的
と
な
る
結
果
を
招
き
、
さ
ら
に
、
法
理
論
的
に
も
、
同
根
の
理
論
が
若
干
の
装
い
を

0
年
代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
、

新
た
に
唱
え
ら
れ
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
司
法
な
い
し
法
学
界
に
お
け
る
過
去
と
の
連
続
性
の
問
題
は
、
八

(76) 

一
般
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
司
法
界
に
お
い
て
は
、
元
ナ
チ
の
裁
判
官
や
検
察
官
が

引
退
し
、
影
響
力
を
失
い
、
学
界
に
お
い
て
も
、
法
学
界
の
当
時
か
ら
の
重
鎮
が
八

0
歳
を
越
え
、
直
接
、
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
弟
子
の

(77) 

時
代
か
ら
、
そ
の
次
の
世
代
が
独
立
し
て
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
e

司
法
に
お
け
る
非
ナ
チ
化(78) 

連
合
軍
は
、
そ
の
布
告
第
一
号
に
お
い
て
、

裁
判
所
長
官
が
任
命
さ
れ
る
に
至
る
。

関
法

「
占
領
地
域
に
お
け
る
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
…
…
当
分
の
間
、
閉
鎖
す
る
」

と
い
う
命
令
を
発
し
た
。
当
初
、
若
い
世
代
の
法
曹
が
育
つ
ま
で
一

0
年
間
は
す
べ
て
の
裁
判
所
を
閉
鎖
し
、
連
合
国
が
「
植
民
地
司

法」

(Kolonialjustiz)
を
実
施
し
よ
う
と
も
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
連
合
国
も
そ
こ
ま
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
に
は
至
り
え
ず
、
結
局
、

一
九
四
五
年
の
六
月
に
は
、
区
裁
判
所
お
よ
び
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
年
の
秋
に
は
、
初
代
の
上
級
ラ
ン
ト

(79) 

一
九
四
五
年
一

0
月――

10日
の
管
理
理
事
会
法

(Kontrollratsgesetz)
第
四
号
は
、

裁
判
制
度
の
改
造
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
積
極
的
に
ナ
チ
ス
党
の
活
動
に
協
力
し
た
あ
ら
ゆ
る
早
く
か
ら
の
ナ
チ
党
員
、
お
よ
び
ヒ
ト

七
八

（
八
七
八
）



さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
大
学
法
学
部
に
お
い
て
、

の
弟
子
を
抱
え
る
定
年
退
官
し
た
名
誉
教
授
と
し
て
院
政
を
敷
い
て
い
る
と
い
う
時
代
が
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
教
授
の
君
臨
し
た
講
座

に
お
い
て
ナ
チ
ス
法
学
に
対
す
る
研
究
書
が
デ
ィ
ッ
セ
ル
ク
チ
オ
ー
ン
と
し
て
受
理
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
小
さ
く
、
こ
の
テ
ー
マ
で

(82) 

学
位
を
と
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
愚
行
が
自
ず
と
回
避
さ
れ
る
の
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ナ
チ
支
配
の
時
代
に
、
総
じ
て
ド
イ
ツ
の
大
学
の
三
分
の
一
の
教
授
が
職
を
追
わ
れ
、

(3) 
ラ
ー
政
府
の
処
罰
方
法
に
直
接
関
与
し
た
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
人
々
は
、
裁
判
官
お
よ
び
検
察
官
と
し
て
の
そ
の
官
職
を
剥
奪
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
の
命
令
に

従
う
こ
と
は
裁
判
所
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
例
え
ば
、
バ
ン
ベ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
管
轄
内
で
は
一
―

10

(80) 

九
人
の
法
曹
の
う
ち
―
―

10二
人
が
ナ
チ
党
員
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
英
国
占
領
地
域
で
は
、

る
法
曹
に
、
窓
口
を
解
放
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
非
ナ
チ
化
手
続
が
非
常
に
緩
や
か
に
大
番
振
る
舞
い
さ
れ
た
の
で
、

所
と
法
職
に
ナ
チ
が
再
び
大
量
に
押
し
寄
せ
る
こ
と
」
に
な
っ
た
。
す
で
に
一
九
四
八
年
に
は
、
英
国
占
領
地
区
の
裁
判
所
所
長
の
三
〇

バ
ー
セ
ン
ト
が
、
そ
し
て
ラ
ン
ト
裁
判
所
長
、
判
事
(
L
a
n
d
g
e
r
i
c
h
t
s
d
i
r
e
k
t
o
r
e
n
u.
＇r
a
t
e
)

の
八

0
か
ら
九
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
が
も
と
の

一
九
四
九
年
に
は
、
九
二
四
人
の
裁
判
官
お
よ
び
検
察
官
の
う
ち
、
七
五
ニ

(81) 

名
が
、
す
な
わ
ち
、
八
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
も
の
が
ナ
チ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ナ
チ
時
代
に
す
で
に
高
い
地
位
に
つ
い
て
い
た
裁
判
官
や

法
学
界
の
連
続
性

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

検
察
官
は
、
戦
後
に
至
っ
て
も
高
い
地
位
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

は
、
法
職
に
就
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ど
の
緩
和
対
策
が
と
ら
れ
た
。

七
九

（
八
七
九
）

一
九
三
九
年
ま
で
に
、

ほ
ぼ
四
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト

一
九
三
七
年
以
降
に
入
党
し
た
者

「
ド
イ
ツ
の
裁
判

ナ
チ
時
代
に
活
躍
し
た
教
授
達
が
、
正
教
授
と
し
て
君
臨
し
、
あ
る
い
は
多
数

党
員
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
、

一
九
四
六
年
に
は
、
結
局
、
非
ナ
チ
化
手
続
の
終
了
し
た
あ
ら
ゆ



カ
ー
ル
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
、

(85) 

＾
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
な
ど
ナ
チ
時
代
に
ナ
チ
法
秩
序
を
共
同
形
成
し
た
教
授
達
は
、
そ
の
講
座
を
取
り
戻
し
、
五

0
年
代
に
通
説
を

形
成
し
た
。
す
で
に
ナ
チ
時
代
に
出
て
い
た
教
科
書
が
改
定
版
と
し
て
、
た
だ
ナ
チ
の
用
語
だ
け
が
非
ナ
チ
化
さ
れ
た
が
、
ナ
チ
時
代
と

(86) 

変
わ
ら
な
い
内
容
の
理
論
が
こ
れ
に
よ
っ
て
、
唱
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
第
三
帝
国
の
警
察
法
の
専
門
家
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
ク
ー
．
＾
メ

「
警
察
国
家
の
本
質
」
を
つ
ね
に
宜
伝
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

(87) 

「
各
々
の
者
の
自
由
は
、
民
族
と
国
家
に
対
す
る
機
能
と
し
て
、
ま
た
、
奉
仕
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
と
し
、

ル
は
、

「
自
由
主
義
の
足
枷
か
ら
解
放
さ
れ
た
」

法
学
部
で
は
、

関
法

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ソ
ケ
ル
、

第
四

0
巻
第
五
号

フ
ー
バ
ー
、
ギ
ュ
ン
ク
ー
・
キ
ュ
ッ
ヘ
ン
ホ
フ
、

ハ
ン
ス
ー
ペ
ー
ク
・
イ
プ
セ
ン
、

フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
シ
ャ
フ
シ
ュ
ク
イ
ン
、

の
講
座
が
新
た
に
占
め
ら
れ
た
。
法
律
学
で
は
、
こ
れ
は
六
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
。
戦
後
の
大
学
の
再
建
に
あ
た
っ
て
は
、
職
を
追

わ
れ
た
同
僚
を
呼
び
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
が
、
呼
び
戻
さ
れ
た
の
は
、

(
8
3
)
 

放
さ
れ
た
教
授
達
で
あ
っ
た
。

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
シ
ョ
イ
ナ
ー
、

＾
ン
ス
ー

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
、

ナ
チ
に
追
放
さ
れ
た
教
授
達
で
は
な
く
、
連
合
諸
国
に
よ
っ
て
追

一
九
四
五
年
秋
に
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
で
第
一
回
大
学
学
長
会
議
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
イ
ギ

リ
ス
の
「
教
育
将
校
」
が
、
「
ド
イ
ツ
の
教
授
達
は
、
ナ
チ
に
追
放
さ
れ
た
教
授
達
を
呼
び
戻
す
の
に
ど
う
す
る
の
か
」
と
尋
ね
た
と
き

、
、
、
、
、
、
、

に
、
学
長
達
は
、
当
惑
に
よ
る
沈
黙
を
も
っ
て
答
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
の
一
―
月
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
学
長
会
議
が
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
と
き
も
、
民
主
化
と
学
生
の
共
同
決
定
権
の
拒
否
、
そ
し
て
職
を
停
止
さ
れ
た
ナ
チ
教
授
の
再
招
聘
が
提

案
さ
れ
要
請
さ
れ
た
が
、
誰
も
、
亡
命
中
の
学
者
を
呼
び
戻
す
こ
と
は
提
案
し
な
か
っ
た
。
ナ
チ
ス
に
追
放
さ
れ
た
正
教
授
の
一
七
パ
ー

(84) 

セ
ン
ト
の
み
が
再
び
そ
の
職
に
再
招
聘
さ
れ
た
と
い
う
。

エ
ル
ソ
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ダ
ー
ム
、
ヴ
ァ
ル
ク
ー
・
ハ
メ
ル
、

カ
ー
ル
・
ラ
ー
レ
ン
ツ
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
ウ
ン
ツ
、

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、

ニ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ー
ド
ル
フ
・

ア
ル
ノ
ル
ト
・
ケ
ト
ゲ
ン
、

ニ
ー
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
、

八
〇

一
九
五
七
年
に
も

マ
ー
ル
プ
ル
ク
大
学
の

（
八
八

0
)



ル
ス
と
の
民
法
総
則
の
第
一
三
版
を
出
版
し
て
い
る
。

一
九
二
八
年
に
は
労
働
法
の
教
科
書
の
第
一
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

八

一
九
一
―
―
―
年
に
は
、

提
出
。

人
格
は
、
他
人
を
害
し
な
い
、
ま
た
は
他
人
の
権
利
を
妨
害
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
し
う
る
と
い
う
自
由
を
も
た
な
い

U

そ
れ
は
、

他
人
に
対
す
る
責
任
の
た
め
に
な
り
、
ま
た
、
社
会
の
価
値
の
た
め
に
な
り
、
優
越
す
べ
き
、
そ
し
て
具
体
的
な
個
人
を
他
律
的
な
義
務

に
拘
束
す
る
よ
う
な
共
同
の
生
存
の
価
値
の
た
め
に
な
る
も
の
で
あ
る
」
。

「
基
本
権
と
は
個
人
の
権
利
を
と
く
に
特
権
化
す
る
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
国
家
に
お
け
る
社
会
学
的
諸
力
を
共
同
社
会
の
調
和
の
と

(88) 

れ
た
構
造
へ
と
統
合
構
成
す
る
規
定
力
を
も
つ

3

…
・
：
基
本
権
は
、
国
家
の
統
一
、
民
族
の
統
一
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

ナ
チ
法
律
家
の
戦
後
の
活
躍

そ
れ
で
は
、

ナ
チ
時
代
に
活
躍
し
た
ど
の
よ
う
な
法
律
家
達
が
、
戦
後
も
活
躍
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
法
学
者
と
実
務
家
に
つ
き
代
表
的

カ
ー
ル
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ

(Professor
Dr. 
D
r
.
 
h. c• 

H
a
n
s
 Carl 
N
i
p
p
e
r
d
e
y
)
 

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
バ
ー
ト
・
ベ
ル
カ
で
一
八
九
六
年
一
月
ニ
―
日
に
生
ま
れ
た
。

九―

-
0年
イ
ニ
ナ
大
学
で
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
レ
ー
マ
ン
と
ュ
ス
ト
ス
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ー
デ
マ
ン
の
も
と
に
教
授
資
格
請
求
論
文
を

誉
博
士
号
を
受
け
る
。

一
九
二
五
年
ケ
ル
ン
大
学
正
教
授
。
死
亡
す
る
ま
で
ケ
ル
ン
大
学
に
と
ど
ま
る
。

一
九
六
八
年
一
月

1

1

―
日
ケ
ル
ン
で
邑
゜

労
働
法
学
者
で
あ
っ
た
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

一
九
―
―
―
―
―
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
、
彼
は
、

＝
ン
ネ
ッ
ク
ツ
ェ

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ヒ
ュ
ッ
ク

(
A
l,
 

f
r
e
d
 
H
u
e
c
k
)
や
ロ
ル
フ
・
デ
ィ
ー
ツ

(
R
o
l
f
Dietz)
と
と
も
に
ナ
チ
労
働
法
の
「
注
釈
者
」

(Chefkornrnentatoren)

（
八
八
一
）

で
あ
っ
た

一
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
す
で
に
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
い
て
、
著
名
な

マ
ド
リ
ッ
ド
大
学
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
か
ら
名

一
九
一
七
年
博
士
号
取
得
。

①
 

ハ
ン
ス

な
人
物
に
つ
い
て
粗
描
し
て
み
よ
う
。

(4) 

J

の
よ
う
に
権
利
を
義
務
に
転
化
し
た
あ
と
、

ヽ
レ
ま
、

ノ
メ
ー
ー

講
座
担
当
者
と
し
て
、
さ
ら
に
「
人
格
と
は
、

ド
イ
ツ
の
見
解
に
よ
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
の
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
い
う
個
人
で
は
な
い
、



R
 

ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
）
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

一
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
当
時
と
し
て
は
、

『
刑
法
に
お
け

ユ
ダ
ヤ
人
の
出
だ
っ
た
（
少
な
く
と
も
半
ユ
ダ
ヤ

(
H
a
l
b
j
u
d
e
n
)

一
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
、

ナ
チ
ス
ト
と
な
り
た
く
は

彼
は
新
た
に
創
立
さ
れ
た
連
邦
労
働
裁
判
所
の
長
官
で
あ
っ
た
。

一
ッ
。
ハ
ー
ダ
イ
と
、
学
界
と
実
務
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

服
せ
し
め
た
。

第
四

0
巻
第
五
号

(
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 G
e
s
e
t
z
 
u
b
e
r
 d
i
e
 
O
r
d
n
u
n
g
 d
e
r
 n
a
t
i
o
n
a
l
e
n
 A
r
b
e
i
t
)
。

会
員
で
あ
り
、
国
民
労
働
秩
序
法
の
草
案
づ
く
り
に
参
加
し
た
。
そ
の
注
釈
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
こ
の
法
律
を
ナ
チ
ス
民
族
共
同
体
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
言
葉
に
よ
っ
て
解
説
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
義
務
を
予
測
で
き
な
い
ほ
ど
拡
大
し
、
労
働
者
、

つ
ま
り
、

一
九
五
四
年
か
ら
一
九
六
四
年
ま
で
、

ッ

ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
労
働
法
上
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
た
資
本
の
活
用
の
関
心
に
、

一
九
三
九
年
以
降
全
労
働
者
と
従
業
員
に
妥
当
し
た
労
働
強
制
の
体
系
を
注
釈
し
た
。
も
っ
と
も
そ
の
体
系
は
、
東
欧
の

労
働
者
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
人
、
政
治
的
囚
人
、

ユ
ダ
ヤ
人
、
そ
の
他
の
民
族
的
少
数
者
に
対
す
る
非
人
間
的
な
労
働
シ
ス
テ
ム
に
だ
け
は
及

ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。
か
れ
ら
の
特
別
の
法
状
態
お
よ
び
「
服
従
者
に
は
所
属
し
な
い
」
と
い
う
法
的
効
果
も
、

バ
ー
ダ
イ
、
デ
ィ
ー
ツ
の
注
釈
書
(
-
九
四
三
年
）
で
は
極
度
の
細
心
さ
で
論
述
さ
れ
た
。

一
九
四
五
年
以
降
、

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
そ
の
「
指
導
的
」
地
位
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

周
知
の
保
守
的
な
「
労
働
法
（
学
者
の
）
カ
ル
テ
ル
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
権
力
政
治
的
な
状
況
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
多
数
の
法
律
家
の
中

で
広
ま
っ
て
い
た
組
合
に
対
し
て
距
離
を
と
る
人
々
を
代
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、

(90) 

な
か
っ
た
と
説
く
文
献
も
あ
る
し

ニ
ー
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ

(
P
r
o
f
e
s
s
o
r
Dr. 
E
r
i
c
h
 
S
c
h
w
i
n
g
e
)
 

(91) 

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、

博
士
号
を
得
た
。

一
九
二
五
年
に
イ
ニ
ナ
大
学
で
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
会
議
に
至
る
ま
で
の
陪
審
裁
判
所
を
め
ぐ
る
戦
い
」
で

一
九
二
九
年
グ
リ
ュ
ン
フ
ー
ト
に
つ
い
て
ボ
ン
大
学
の
学
部
助
手
と
な
る
。
教
授
資
格
請
求
論
文
は
、

従
業
員
を
実
際
上
企
業
の
決
定
権
力
に
、

関
法

ヒ
ュ
ッ
ク
、

ハ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
ク
の
ド
イ
ッ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の

J¥. 

（
八
八
二
）



権
者
と
し
て
の
ヒ
ム
ラ
ー
は
、
こ
の
刑
を
重
す
ぎ
る
と
し
て
後
に

に
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、

一
九
三
八
年
に
は
、

プ
ル
ク
大
学
に
招
聘
。

マ
ー
ル
プ
ル
ク
の
法
学
部
は
、

る
目
的
論
的
概
念
構
成
』

招
聘
さ
れ
る
。

（
一
九
―
―

-0年
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
、

と
『
刑
法
に
お
け
る
本
質
直
観
と
具
体
的
秩
序
思
考
』

行
為
」
に
よ
っ
て
有
罪
と
し
た
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

J¥ 

（
八
八
三
）

一
九
四
四
年
八
月
に
ヴ
ィ
ー
ン
に
空
爆
が
あ
っ
た
と
き

一
九
四
一
年
一
月
か
ら
軍
と
と
も

一
九
三
九
年
秋
、
ウ
ィ
ー
ン
に

＝
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ

「
動
産
執
行
法
に
お
け
る
瑕
疵
あ
る
国
家
行
為
」

と
い
う
民
事
訴
訟
法
の
論
文
を
も
書
い
て
い
る
。
そ
の
後
す
ぐ
に
キ
ー
ル
大
学
で
講
義
す
る
。

「
新
し
い
法
学
」
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
同
僚
と
な
っ
た
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル

（
一
九
三
七
年
）
を
著
し
、

ロ
シ
ア
、
イ
ク
リ
ア
を
縦
断
し
た
。

法
の
教
授
で
あ
り
、
防
衛
刑
法
の
注
釈
書
を
著
し
て
い
た
。

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、

（
一
九
―
―

-0年）

キ
ー
ル
学
派
の
権
威
刑
法
と
対
立
す
る
。
そ
の
後
、

『
ド
イ
ッ
法
学
に
お
け
る
非
合
理
主
義
と
全
体
的
考
察
』
を
出
版
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
、

ッ
ト
ら
が
絶
賛
し
た
。
し
か
し
、
他
方
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、
軍
刑
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
を
も
著
し
た
。

一
九
四
一
年
に
は
ウ
ィ
ー
ン
で
戦
時
裁
判
官
と
な
る
。
戦
時
裁
判
官
と
し
て
、
彼
は
、

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、
ヴ
ィ
ー
ン
の
戦
時
裁
判
所
の
長
官
で
あ
っ
た
。
刑

に
、
破
壊
さ
れ
た
家
の
片
づ
け
を
手
伝
っ
て
い
た
一
七
歳
の
少
年
ア
ン
ト
ン
・
レ
シ
ュ
ニ
ー
が
空
の
財
布
と
二
つ
の
時
計
を
窃
取
し
、
そ
の

時
計
の
―
つ
を
側
に
い
た
婦
人
に
与
え
た
と
い
う
事
件
を
担
当
し
た
。
レ
シ
ュ
ニ
ー
は
、
召
集
の
す
で
に
一
週
間
後
に
、
彼
は
窃
盗
と
戦

時
状
態
の
悪
用
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
、
法
廷
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
裁
判
長
が
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
で
あ
り
、

（
一
九
四
四
年
―
一
月
二
九
日
に
）
、

変
更
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
レ
シ
ュ
ニ
ー
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
争
を
生
き
延
び
た
。

レ
シ
ュ
ニ
ー
を
「
略
奪

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、
判
決
の
中
で
「
彼
が
行
為
の
時
に
一
七
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
そ
れ
（
死

刑
）
を
何
ら
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
略
奪
行
為
の
刑
は
、
軽
懲
役
、
城
塞
刑
、
と
く
に
重
い
場
合
に
も
有
期
重
懲

役
、
終
身
重
懲
役
で
あ
り
、
最
も
重
い
場
合
に
の
み
、
死
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
裁
判
所
の
判
決
は
死
刑
で
あ
っ
た
。
補
充
軍
の
命
令

こ
の
刑
を
一
五
年
の
重
懲
役
に

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
チ
ロ
ル
で
六
ヶ
月
間
イ
ギ
リ

ハ
レ
大
学
に
移
る
。

一
九
三
六
年
マ
ー
ル



C
S
u
選
出
の
バ
イ
ニ
ル
ン
文
部
大
臣
と
な
る
。

一
九
六
四
年
に
そ
の
過
去
の
た
め
、
世
間
の
抗
議
に
よ
り
、
退
職
し
た
。

一
九
六
九
年

の
正
教
授
。

一
九
五
二
年
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
公
法
教
授
。

一
九
五
七
年
に
は
、

の
行
政
局
で
働
い
た
あ
と
、

一
九
一
一
一
五
年
か
ら
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
私
講
師
、

一
九
三
七
年
か
ら
一
九
五
二
年
ま
で
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学

一
九
二
七
年
か
ら
一
九
三
五
年
ま
で
バ
イ
エ
ル
ン

一
九

0
一
年
九
月
一
日
ダ
ッ
ハ
ウ
に
生
ま
れ
た
。

一
九
二
五
年
ハ
ン
ス
・
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
下
で
博

③
 

げ
ら
れ
、

こ。4
 

マ
ス
コ
ミ
に
こ
れ
が
採
り
上

ス
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
が
、

一
九
四
六
年
に
は
、
再
び
マ
ー
ル
プ
ル
ク
に
講
座
を
も
ち
、

一
時
的
に
、
総
長
に
ま
で
な
っ
た
。

関
法

第
四

0
巻
第
五
号

年
以
降
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、
約
一
五

0
の
事
件
に
お
い
て
高
級
将
校
や
S
S
の
隊
員
の
弁
護
を
、

一
九
六
四
年
に
は
、
左
翼
の
学
生
か
ら
彼
の
キ
ー
ル
学
派
へ
の
態
度
な
ど
を
理
由
と
し
て
攻
撃
さ
れ
、

(
9
2
)
 

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
、
人
格
権
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
提
訴
し
た
。

著
書
の
編
集
で
あ
っ
た
。

す
る
研
究
書
を
著
し
、
戦
時
司
法
の
役
割
を
言
い
繕
い
、
無
害
化
し
、
正
当
化
し
た
。
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
の
戦
後
の
主
た
る
活
動
分
野
は
、

(
9
3
)
 

『
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
軍
事
司
法
』
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
書
は
、
当
初
、
元
の
戦
時

裁
判
官
で
後
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
ニ
の
連
邦
検
事
の
オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ー
ク
ー
・
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン
グ

(Otto
P
e
t
e
r
 S
c
h
w
e
l
i
n
g
)
に
よ
っ
て
、

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
現
代
史
研
究
所
の
委
託
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
代
史
研
究
所
が
、
鰹
ぶ
し
の
番
を
さ
せ
る
の
に
、
公
共

の
費
用
を
使
っ
て
、
猫
を
養
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
の
は
遅
す
ぎ
た
。
こ
の
著
書
を
公
刊
す
る
こ
と
を
現
代
史
研
究
所
は
拒
否
し
た
。

シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
倒
れ
、
突
然
に
死
亡
し
た
。
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ゲ
は
あ
と
を
継
い
で
、
そ
の
著
書
を
半
分
に
縮
め
、
出

(
9
4
)
 

版
し
た
。テ

オ
ド
ー
ル
・
マ
ウ
ン
ツ

(Professor
Dr. 
T
h
e
o
d
o
r
 M
a
u
n
z
)
 

(95) 

テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
ウ
ン
ツ
は
、

士
論
文
を
書
き
、

と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
引
き
受
け

一
九
七
七
年
に
は
「
ナ
チ
時
代
に
お
け
る
軍
事
司
法
」
に
関

一
九
三
三
年
「
公
的
物
権
法
の
主
要
問
題
」
で
教
授
資
格
を
得
る
。

ヘ
レ
ソ
キ
ム
ゼ
ー
で
の
憲
法
制
定
会
議
の
委
員
。

八
四

（
八
八
四
）

一
九
四
六



④
 カ

ー
ル
・
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
、

一
九
六

0
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
。

八
五

（
八
八
五
）

一
九
七
一
年
定
年
退
官
。
学
位
論
文
は
、

『ヘ

一
九
二
六
年
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
学
位

ツ
は
一
九
八
八
年
か
ら
一
年
間
連
邦
防
衛
大
臣
で
あ
っ
た
。

法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
定
評
の
あ
る
注
釈
書
で
あ
る
。
彼
の
弟
子
、

ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
長
官
で
あ
り
、
シ
ョ
ル

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

(96) 

克
服
す
る
」
と
述
べ
る
。

ま、
,9,. 

一
九
三
六
年
の
「
主
観
的
公
権
の
終
焉
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て

「
我
々
の
法
が
い
ま
や
服
す
る
指
導
者
ー
服
従
者
思
想
は
、
主
観
的
公
権
の
伝
統
的
理
論
を
、
初
め
か
ら
新
た
な
光
り
の
も
と
で
見

「
共
同
体
の
中
の
人
格
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
、
国
家
に
向
け
ら
れ
た
主
観
的
公
権
の
観
念
を

一
九
四
二
年
に
は
「
秘
密
国
家
警
察
の
目
的
」
に
つ
い
て
書
き
、
そ
こ
で
、
ゲ
シ
ュ
ク
ボ
は
「
そ
の
本
質
上
、

そ
し
て
法
律
の
是
認
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
危
険
な
流
れ
を
探
究
し
、
制
圧
す
る
任
務
を
も
つ
。
闘
争
手
段
の
ひ
と
つ
は
、
自
由

の
剥
奪
で
あ
る
。
保
護
検
束
の
言
い
渡
し
の
管
轄
を
も
つ
の
は
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
で
あ
り
、
国
家
警
察
本
署
で
あ
り
国
家
警
察
署
で
あ

る
。
党
の
執
務
所
と
そ
の
支
部
は
、
管
轄
あ
る
警
察
署
へ
の
保
護
検
束
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
裁
判
所
は
、
保
護
検
束
命

令
、
そ
の
要
件
、
内
容
適
法
性
お
よ
び
効
果
を
検
討
の
対
象
と
な
し
え
な
い
」
と
し
た
。
戦
後
の
、

カ
ー
ル
・
ラ
ー
レ
ン
ツ

(
P
r
o
f
e
s
s
o
rDr• 

K
a
r
l
 
L
a
r
e
n
z
)
 

(97) 

一
九

01―
一
年
四
月
二
三
日
ヴ
ェ
ー
ゼ
ル

(
W
e
s
e
l
)
に
生
ま
れ
た
。

取
得
。
一
九
二
九
年
教
授
資
格
論
文
提
出
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
私
講
師
。
一
九
三
三
年
キ
ー
ル
大
学
民
法
・
法
哲
学
教
授
。
一
九
三
七

年
ま
で
プ
ロ
イ
七
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
部
長
。

ー
ゲ
ル
の
帰
属
論
と
客
観
的
帰
属
の
概
念
」
(
-
九
二
七
年
）
。
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
、
キ
ー
ル
学
派
の
代
表
的
民
法
学
者
で
あ
り
、

(98) 

年
に
は
、
当
時
「
突
撃
隊
学
部
」

(StoBtruppfakultiit)
と
呼
ば
れ
た
、
キ
ー
ル
大
学
法
学
部
を
中
心
と
す
る
キ
ー
ル
学
派
の
ナ
チ
法
学

に
関
す
る
論
文
を
集
め
た
『
新
し
い
法
学
の
基
礎
』
を
編
集
し
た
。
そ
の
編
著
の
中
で
彼
自
身
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

一
九
＿
―
-
五

「
法
人
と
主
観
的
権
利
」
と
題
す
る

に
定
年
退
職
。

一
九
三
七
年
の
『
行
政
法
教
科
書
』
の
著
書
が
あ
る
。

マ
ウ
ン
ツ
／
デ
d

ー
リ
ッ
ヒ
の
基
本



論
稿
を
著
し
た
。
そ
こ
で
は
、

レ
ン
ツ
の
「
具
体
的
権
利
能
力
」
の
思
想
を
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
権
利
能
力
を
制
限
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
相
続

(IOo) 

法
、
家
族
法
に
お
い
て
も
、
平
等
思
想
を
排
し
、
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。

「
血
は
、
精
神
に
、
精
神
は
血
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
精
神
は
衰
え
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
血

（川）

は
精
神
を
駆
り
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
精
神
は
、
そ
れ
が
血
か
ら
革
新
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
獲
得
さ
れ
る
」
。
彼
は
、
初

的
類
型
論
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
具
体
的
普
遍
観
念
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
戦
後
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
こ
の
方
法
論
を
展
開
し
、

こ
の
『
法
学
方
法
論
』
の
第
五
版
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
観
念
と
具
体
的
概
念
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
区
別
に
関
す
る
補
説
は
、
む
し
ろ
彼
の
全

（囮）

体
的
な
法
的
解
釈
学
的
、
方
法
論
的
研
究
に
対
す
る
導
入
部
、
信
仰
告
白
の
部
で
あ
る
か
に
読
め
る
」
。
「
カ
ー
ル
・
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
、
法

(103) 

学
者
か
ら
す
で
に
、
法
学
の
一
部
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
ま
で
評
さ
れ
、
彼
の
著
作
は
」
,
D
e
r
 
L
a
r
e
n
z
 "
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン

(
P
r
o
f
e
s
s
o
r
D
r
.
 
P
r
i
e
d
r
i
c
h
 
Schaffstein) 

一
九

0
五
年
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
生
ま
れ
る
。
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
私
講
師
。
後
に
マ
ー
ル
プ
ル
ク
大
学
に
移
る
(
-
九
一
―

-0年）。

一
九
一
―
―
―
―
一
年
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
教
授
。

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
。

シ
ャ
フ
シ
ュ
ク
イ
ン
は
、
ダ
ー
ム
と
と
も
に
、

退
職
し
た
今
日
ま
で
、
学
界
活
動
を
続
け
て
い
る
。

大
学
教
授
。

シ
ャ
フ
シ
ュ
ク
イ
ソ
は
、
ダ
ー
ム
と
の
共
同
作
品
た
る
『
自
由
主
義
刑
法
か
権
威
刑

ナ
チ
に
与
し
て
い
た
と
し
て
追
放
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
三
五
年
キ
ー
ル
大
学
教
授
。

⑤
 

期
に
お
い
て
ユ
リ
ウ
ス
・
ビ
ン
ダ
ー
の
影
響
を
受
け
、

て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

る
者
だ
け
を
い
う
」
と
し
、

関
法

第
四

0
巻
第
五
号

一
九
五
三
年
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ソ
大
学
教
授
と
な
る
。
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン

キ
ー
ル
学
派
の
代
表
的
な
刑
法
学
者
で
あ
り
、
戦
後
も
、
定
年

一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
プ
ル
ク

ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
に
学
び
、
具
体
的
普
遍
概
念
の
方
法
を
樹
立
す
る
。
彼
の
法
学

「
今
日
で
も
、

「
民
族
精
神
と
法
」
と
い
う
論
文
に
お
い

「
法
仲
間
と
は
、
民
族
仲
間
で
あ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
民
族
仲
間
と
は
、
ド
イ
ツ
人
の
血
が
流
れ
て
い

(99) 

「
民
族
共
同
体
の
外
に
立
つ
者
は
、
法
の
中
に
も
立
た
ず
、
法
仲
間
で
は
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ー

八
六

（
八
八
六
）



ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
種
の
相
違
を
意
識
し
て
、

ル
ク
大
学
教
授
＞

一
九
四
九
年
か
ら
再
び
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
ク
大
学
教
授
。

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
、

(109) 

「
全
体
国
家
と
は
、
自
由
主
義
国
家
に
対
立
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
種
の
同
一
性
と
民
族
的
同
一
・
所
属
性
の
意
識
は
、
と
く
に
種
の
相
違
を
認
識
し
、
友
と
敵
を
区
別
す
る
能
力
に
現
実
化
す
る
。
し
か
も
、

重
要
な
の
は
、
他
の
国
民
に
属
す
る
こ
と
が
直
ち
に
認
識
で
き
な
い
場
合
に
、
種
の
相
違
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
化

的
・
経
済
的
生
活
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
が
同
一
で
あ
る
と
の
幻
想
を
抱
か
せ
、
民
族
へ
の
共
属
の
感
情
を
芽
生
え
さ

せ
る
恐
れ
の
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
お
い
て
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
的
ド
イ
ツ
民
族
の
再
生
は
、
こ
の
よ
う
な
欺
岡
に
終
止
符
を
打
ち
、

つ
ま
り
、(uo) 

最
後
の
希
望
を
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

子
を
公
表
し
た
。

「
給
付
の
担
い
手
と
し
て
の
行
政
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
給
付
行
政
、
侵
害
行
政
と
い
う
甚
本
的
観
念
を
提
唱
し
た
も

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

冊
子
を
著
し
て
い
る
が
、

ク
大
学
。

一
九
三
六
年
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
大
学
、

彼
は
、

八
七

（
八
八
七
）

一
九
三
八
年
に
今
日
行
政
法
的
認
識
に
と
り
重
要
と
な
っ
た
小
冊

（叫）

法
か
』
で
新
し
い
刑
法
学
を
提
唱
し
、
そ
こ
で
は
、
権
威
刑
法
を
主
張
し
、
強
い
刑
事
司
法
の
確
立
を
目
指
し
た
。
シ
ャ
フ
シ
ュ
ク
イ
ソ

(105) 

一
九
三
五
年
の
「
義
務
違
反
と
し
て
の
犯
罪
」
に
お
い
て
、
犯
罪
の
本
質
を
法
益
侵
害
と
み
る
の
で
は
な
く
、
義
務
違
反
と
み
る
刑

法
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。
行
為
者
類
型
論
と
心
情
刑
法
の
思
想
が
こ
の
犯
罪
観
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
戦

(105) 

後
は
、
と
く
に
少
年
刑
法
の
分
野
に
業
績
を
残
し
た
。

ニ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ

(
P
r
o
f
e
s
s
o
r
Dr. 
E
r
n
s
t
 Forsthoff) 

(101) 

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
、

下
で
博
士
号
を
と
る
。

一
九

0
二
年
九
月
―
-
＝
日
生
ま
れ
。

一
九
四
一
年
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
、

一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ

(IOB) 

一
九
―
―
―
―
―
一
年
『
全
体
国
家
』
と
い
う
小

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
生
き
る
以
外
に
生
き
う
る
の
だ
と
い
う

一九一―

-0年
教
授
資
格
請
求
論
文
を
書
く
。

一
九
―
―
―
―
―
一
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
。

一
九
三
五
年
ハ
ン
プ
ル

⑥
 

ま、＇ 

一
九
七
四
年
八
月
一
六
日
死
亡
。

一
九
二
五
年
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の



⑧
 

第
四
〇
巻
第
吾
方

関
法

(111) 

の
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
論
が
国
家
の
統
治
に
関
す
る
著
書
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

(112) 

政
法
の
教
科
書
）
は
、
国
家
の
行
政

(
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
)

に
関
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
」
。

一
九

0
四
年
ア
ル
ト
ナ
生
ま
れ
。

(Ill) 

末
期
の
イ
タ
リ
ア
刑
法
」
に
よ
っ
て
教
授
資
格
取
得
。

ゲ
オ
ル
ク
・
ダ
ー
ム

(
P
r
o
f
e
s
s
o
r
G
e
o
r
g
 D
a
h
m
)
 

(113) 

一
九
六
二
年
死
亡
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
も
と
で
一
九
二
七
年
に
博
士
号
取
得
。

大
学
学
長
。

一
九
三
九
年
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
。

一
九
五
五
年
キ
ー
ル
大
学
教
授
。

ル
学
派
の
刑
法
を
代
表
す
る
。

一
九
四
一
年
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
、

シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
と
共
著
の
「
自
由
主
義
刑
法
か
権
威
刑
法
か
」

一
九
三
五
年
に
は
、
「
犯
罪
と
構
成
要
件
」
と
題
す
る
論
文
を
書
き
、

(115)

（

116) 

る
行
為
者
類
型
」
と
題
す
る
論
文
を
著
し
、
行
為
者
類
型
論
を
展
開
す
る
。
こ
の
行
為
者
類
型
の
考
え
方
は
、
当
時
の
刑
事
立
法
に
も
、

(117) 

解
釈
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
例
え
ば
、
民
族
有
害
分
子
命
令
の
第
二
条
は
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ン
ゲ

(
P
r
o
f
e
s
s
o
rDr• 

H
e
i
n
r
i
c
h
 
L
a
n
g
e
)
 

レ
ス
ラ
ウ
大
学
教
授
、

次
に
、
戦
後
、

フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
著
書
（
行

一九一―

-
0年
「
中
世

（
一
九
＿
―
-
三
年
）
で
、

一
九
三
四
年
プ

一
九
三
九
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
。
ド
イ
ッ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
民
法
の
革
新
の
一
般
的
受
託
者
。

五
一
年
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
大
学
、
一
九
五
三
年
ヴ
ェ
ル
ッ
プ
ル
ク
大
学
教
授
。
ラ
ン
ゲ
は
、

(118) 

あ
り
、
民
族
法
典
の
編
纂
に
力
を
注
ぐ
。

ド
イ
ッ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
有
力
会
員
で

ナ
チ
時
代
に
お
け
る
司
法
実
務
の
経
歴
を
引
き
続
い
て
展
開
し
、
戦
後
司
法
法
界
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
法
律
家

一
九

0
0年
三
月
二
五
日
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
に
生
ま
れ
る
。

し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。

授。 ⑦
 

一
九
七
七
年
九
月
一
七
日
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
て
死
亡
。

一
九

「
民
族
有
害
分
子
」
と
い
う
行
為
者
類
型
を
前
提
と

一
九
四

0
年
に
は
、

「
法
に
お
け

キ
ー

一
九
五
一
年
。
ハ
キ
ス
タ
ン
の
ダ
ッ
カ
大
学
の
教

一
九
―
―
―
―
―
一
年
、
キ
ー
ル
大
学
教
授
。

一
九
一
二
五
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
キ
ー
ル

¥、¥、
J

J

 

（
八
八
八
）



③
 

刑
法
の
展
開
に
お
い
て
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
人
物
と
い
っ
て
よ
い
。

か
ら
経
歴
を
開
始
し
、

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ド
レ
ー
ヤ
ー

(
D
r
•Ed
u
a
r
d
 D
r
e
h
e
r
)
 

（旧
ま、， 

ニ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ド
レ
ー
ヤ
ー

八
九

一
九

0
七
年
四
月
二
九
日
ド
レ
ス
デ
ン
の
近
く
の
ロ
ッ
カ
ウ
で
生
ま
れ
る
。

刑
し
た
。
自
転
車
横
領
や
購
入
切
符
の
濫
用
な
ど
の
軽
微
な
犯
罪
と
し
て
重
懲
役
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
彼
は
、

効
の
抗
告

(
N
i
c
h
t
i
g
k
e
i
t
s
b
e
s
c
h
w
e
r
d
e
)

ザ
ー
が
、
食
料
品
、
衣
料
品
カ
ー
ド
を
闇
取
引
し
た
が
、
ド
レ
ー
ヤ
ー
は
カ
ロ
リ
ー
ネ
に
死
刑
を
求
刑
し
た
。
彼
女
は
、

一
五
年
の

一
九
三
二
年
ラ
イ
プ
チ

ッ
ヒ
で
博
士
号
取
得
。
イ
ン
ス
プ
ル
ッ
ク
の
検
察
官
と
し
て
、
ド
レ
ー
ヤ
ー
は
、
特
別
裁
判
所
に
お
い
て
幾
多
の
軽
微
事
犯
に
死
刑
を
求

い
わ
ゆ
る
無

に
よ
っ
て
そ
の
公
訴
を
継
続
さ
せ
た
。
当
時
四
一
歳
の
工
場
労
働
者
、
カ
ロ
リ
ー
ネ
・
ハ
ウ

「
幸
運
に
も
」

一
九
四
二
年
四
月
一
五
日
に
一
五
年
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ド
レ
ー
ヤ
ー
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ッ
ヒ
ト
ヘ
の
上
告

に
よ
っ
て
特
別
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
、
新
公
判
を
開
く
よ
う
請
求
し
、
死
刑
を
要
求
し
た
が
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
、

重
懲
役
を
維
持
し
た
。

一
九
五
一
年
に
は
ド
レ
ー
ヤ
ー
は
、
国
会
議
員
ア
ド
ル
フ
・
ア
ル
ン
ト
の
推
薦
で
、
連
邦
司
法
省
の
刑
法
部
の
担
当
官
と
な
り
、
そ
の

経
歴
を
継
続
し
た
。
政
府
参
事
官

(
O
b
e
r
r
e
g
i
e
r
u
n
g
s
r
a
t
)

(
M
i
n
i
s
t
e
r
a
l
r
a
t
)

と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
昇
進
し
、
定
年
と
な
る
一
九
六
九
年
ま
で
連
邦
司
法
省
の
部
長

(
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
d
i
r
i
g
e
n
t
)

で

あ
っ
た
が
、
彼
は
、
連
邦
司
法
省
の
大
刑
法
委
員
会
の
座
長

(
G
e
n
e
r
a
l
r
e
f
e
r
e
n
t
)
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
「
灰
色
の

（園）

ド
レ
ー
ヤ
ー
」
と
俗
称
さ
れ
る
刑
法
の
注
釈
書
、
ド
レ
ー
ヤ
ー
・
ト
レ
ン
ド
レ
の
「
刑
法
」
の
著
者
で
あ
る
。
ド
レ
ー
ヤ
ー
は
、
戦
後
の

パ
ウ
ル
ハ
イ
ン
ツ
・
バ
ル
ド
ゥ
ス

(
P
a
u
l
h
e
i
n
z
B
a
l
d
u
s
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

①
 

カ
ン
ク
ー
の
あ
と
を
受
け
て
連
邦
司
法
省
の
課
長

（
八
八
九
）



一
九
三
九
年
に
は
ラ
イ
ヒ
司
法
省

「
バ
ル
ド
ゥ
ス
と
か
い
う
、

一
九
七
一
年
初
頭
に
は
、
彼

第
四
〇
巻
第
五
号

（川

戦
争
後
、
バ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
ま
ず
裁
判
官
と
な
り
、
次
に
連
邦
裁
判
所
の
部
長
と
な
っ
た
。
彼
は
、
連
邦
裁
判
所
の
「
裁
判
官
お
よ
び

検
察
官
に
対
す
る
懲
戒
手
続
の
た
め
の
部
」
の
部
長
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
裁
判
官
・
検
察
官
を
監
督
し
た
。

を
裁
判
長
と
し
て
、
「
安
楽
死
」
行
動
の
医
師
に
対
す
る
大
訴
訟
に
お
け
る
上
告
が
審
理
さ
れ
た
と
き
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
カ
ー
ル
・
カ

ウ
ル
教
授
は
、
付
帯
訴
訟
の
代
表
者
と
し
て
、
彼
を
、
偏
向
の
ゆ
え
に
忌
避
し
た
。
カ
ウ
ル
は
、

罪
と
さ
れ
た

S
S
の
ウ
ン
タ
ー
シ
ャ
ル
フ
フ
ュ
ー
ラ
ー

(
U
nterscharffiihrer)
の
オ
ズ
ワ
ル
ト
・
カ
ー
ド
ゥ
ッ
ク
(
O
s
w
a
l
d
K
a
d
u
c
k
)
 

の
証
言
を
引
用
し
た
。
そ
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
そ
の
当
時
そ
の
命
令
を
総
統
の
官
房
か
ら
、

今
日
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
ニ
の
部
長
」
が
ら
受
け
取
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
バ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
事
実
、

か
ら
総
統
の
官
房
に
移
っ
て
い
た
。
戦
時
中
、
彼
は
、
野
戦
法
務
官

(
F
e
l
d
k
r
i
e
g
s
g
e
r
i
c
h
t
s
r
a
t
)

と
し
て
働
い
た
。
忌
避
申
請
は
、
バ

(122) 

ル
ド
ゥ
ス
の
そ
の
官
庁
内
の
協
力
者
が
「
安
楽
死
行
動
」

T
4
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
基
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

申
請
は
却
下
さ
れ
た
。
・
ハ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
期
を
早
め
て
定
年
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
、
バ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
法
政
策
の
重
要
な
軌
道
決
定
に
参
画
し
た
。

と
く
に
ド
イ
ツ
・
ソ
ビ
エ
ト
友
好
協
会
会
員
に
対
す
る
裁
判
に
お
け
る
裁
判
長
と
し
て
、
彼
は
、
共
産
党
員
追
及
の
頂
点
に
立
っ
た
。

一
九
五
五
年
七
月
二
八
日
に
は
、
彼
の
部
は
、
こ
の
協
会
の
会
員
を
「
憲
法
違
反
団
体
へ
の
加
入
」

加
入
」
に
よ
っ
て
有
罪
と
し
た
。
大
刑
法
委
員
会
に
お
い
て
、
彼
は
、

護
し
た
。
彼
を
裁
判
長
と
し
て
、

レ
判
決
と
は
、

そ
の
仲
間
と
と
も
に
公
共
交
通
料
金
の
値
上
げ
に
反
対
し
て
市
電
の
レ
ー
ル
上
に
座
り
込
み
、
何
台
か
の
市
電
を
止
め
た
事
案
に
つ
き
、

関
法

ケ
ル
ン
の
一
般
学
生
委
員
会
の
委
員
会
の
委
員
長
で
、

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
裁
判
に
お
い
て
有

つ
ま
り
、

「
秘
密
結
社
」

「
犯
罪
的
組
織
へ
の

と
く
に
国
防
軍
の
原
子
力
武
装
に
反
対
す
る
運
動
の
犯
罪
化
を
擁

(123) 

一
九
六
九
年
に
連
邦
裁
判
所
の
悪
評
高
い
レ
ッ
プ
レ
判
決

(
L
a
e
p
p
l
e
'
U
r
t
e
i
l
)

を
下
し
た

U

レ
ッ
プ

キ
リ
ス
ト
教
民
主
学
生
連
合
の
構
成
員
ク
ラ
ウ
ス
・
レ
ッ
プ
レ
が
、

九
〇

（
八
九

0
)



④ 

九

（
八
九
一
）

ハ
ン
ス
・
グ
ロ
プ
ケ

(
H
a
n
s
G
r
o
b
k
e
)
 

（湛）

グ
ロ
プ
ヶ
ほ
、

一
八
八
九
年
九
月
一

0
日
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
生
ま
れ
。

一
九
三
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
ラ
イ
ヒ
内
務
省
の
国
籍

一
九
七
五
年
五
月

1

一
九
日
、

ガ
イ
ガ
ー
が
報
告
者
で
あ
っ
た
連
邦

て
文
化
侵
害
的
な
影
響
を
、

い
う
ア
ー
リ
ア
条
項
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
本
規
定
は
、
出
版
界
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
圧
倒
的
、
民
族
有
害
な
、
そ
し

③
 

ケ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
第
二
部
が
こ
れ
を
破
棄
し
、

れ
た
程
度
の
デ
モ
権
の
承
認
は
、
好
戦
的
な
少
数
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
た
テ
ロ
を
合
法
化
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
」
と
し
て
、
座
り
込

み
デ
モ
に
お
い
て
は
す
で
に
軌
道
上
に
受
動
的
に
座
る
こ
と
が
、
強
要
的
暴
行
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
強
要
構
成
要
件
に

ヴ
ィ
リ
ー
・
ガ
イ
ガ
ー

(Professor
Dr. 
Willy G
e
i
g
e
r
)
 

(121) 

ガ
イ
ガ
ー
は
、

一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
バ
ソ
ベ
ル
ク
の
特
別
裁
判
所
の
検
察
官
と
し
て
活
動
し
た
。
当
時
、
彼
は
、
少
な

く
と
も
五
つ
の
死
刑
判
決
を
下
し
た
。
と
く
に
一
八
歳
の
ボ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
し
て
「
民
族
有
害
分
子
」
と
し
た
。

位
」
に
関
す
る
一
九
四
一
年
の
学
位
論
文
に
お
い
て
、
彼
は
、

を
、
彼
は
、

た
態
度
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
」
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
そ
の
出
自
の
ゆ
え
に
の
み
、
職
業
禁
止
を
受
け
る
と

一
挙
に
除
去
し
た
」
。
編
集
者
は
「
原
則
的
に
ア
ー
リ
ア
人
の
出
自
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題

ナ
チ
党
の
党
綱
領
か
ら
直
接
的
に
演
繹
し
た
の
で
あ
る
。

(125) 

憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
中
で
は
、
公
務
員
の
忠
誠
義
務
像
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。

家
に
い
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
政
治
的
忠
誠
義
務
は
、
ー
—
国
家

お
よ
び
憲
法
に
対
す
る
忠
誠
ー
|
'
は
、
国
家
と
憲
法
に
対
す
る
形
式
的
に
正
し
い
が
、
関
心
の
な
い
、
冷
た
い
、
内
面
的
に
距
離
を
と
っ

つ
ま
り
、
公
務
員
が
「
彼
が
つ
く
す
べ
き
国
家
の
中
で
、
ー
ー
＇
現
在
も
そ
し
て
い
つ
も
＇
~
わ
が

お
け
る
「
暴
行
」
概
念
定
義
が
、
現
在
ま
で
判
例
を
な
し
て
い
る
。

「
編
集
者
の
法
的
地

「
本
法
廷
に
お
い
て
認
定
さ



一
九
四
二
年
四
月

1

一
日
に
は
、
彼
は

S
S
の
制
服
を
着
て
、

オ
イ
ゲ
ソ
・
ヘ
リ
ン
グ

(
P
r
o
f
e
s
s
o
r
D
r
.
 
E
u
g
e
n
 H
e
r
i
n
g
)
 

(128) 

チ
ヘ
リ
ン
グ
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
部
長
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
中
で
は
、
人
的
交
流
範
囲
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。

マ ナ

チ
ス
国
家
に
お
け
る
彼
の
職
と
機
能
は
、
と
く
に
ナ
チ
党
の
ク
ラ
イ
ス
ハ
ウ
プ
ト
シ
ュ
テ
レ
ン
ラ
イ
ク
ー
で
あ
り
、

S
S
の
隊
員
で
あ
り
、

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
か
ら
南
へ
四

0
キ
ロ
の
地
点
に
あ
る
シ
ビ
ニ
ッ
ク

(
Z
y
w
i
e
c
)
の
警
察
署
長
で
あ
っ
た
。
と
く
に
警
察
署
長
と
し
て

彼
は
、
住
民
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
ゲ
シ
ュ
タ
ボ
や

S
S
の
行
動
に
参
加
し
た
。
個
人
的
に
は
彼
は
、
か
の
多
く
の
地
域
で
実
行
さ
れ
た
移

住
計
画
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
。

⑤
 

き、

―
一
人
の
ボ
ー
ラ
ン
ド
人
の
市
民
の
、

ス
イ
ス
か
ら
滞
在
許
可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

事
項
担
当
の
担
当
官
。

ン
の
ラ
ン
ト
会
計
院
の
副
院
長
。

一
九
五
三
年
か
ら
一
九
六
三
年
ま
で
連
邦
内
閣
官
房
の
国
務
次
官
で
あ
っ
た
。

臣
の
フ
リ
ッ
ク
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
総
統
の
代
理
人
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
。

立
法
」
に
関
与
し
た
ほ
か
、
同
年
一

0
月
一
八
日
の
ド
イ
ツ
民
族
の
遺
伝
健
康
保
護
の
た
め
の
法
律
、

身
分
法
、
姓
名
の
変
更
に
関
す
る
法
律
の
立
法
に
関
与
し
た
。

(121) 

『
ド
イ
ツ
人
種
立
法
コ
ン
メ
ン
ク
ー
ル
』
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

一
九
三
七
年
―
一
月
三
日
の
個
人

一
九
三
六
年
に
は
ペ
ッ
ク
社
か
ら
上
司
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ル
ト
と
共
著
で

「
性
交
」
の
概
念
に
つ
き
、
広
義
の
解
釈
を
と
り
、
性
交
類
似

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、

一
九
五
三
年
一

0
月
、
グ
ロ
プ
ケ
を
国
務
次
官

に
任
命
し
た
。
彼
の
ナ
チ
時
代
の
活
動
は
、
東
ド
イ
ツ
の
宣
伝
の
主
目
標
と
な
っ
た
。
一
九
六
三
年
に
は
、
東
ド
イ
ツ
で
彼
を
欠
席
の
ま
ま
、

一
九
六
三
年
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
退
陣
し
た
と
き
、
公
務
を
退
い
た
。
ス
イ
ス
に
住
所
を
移
そ
う
と
し
た
と

一
九
七
三
年
二
月
一
三
日
に
、
七
五
歳
で
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
に
て
死
亡
。

終
身
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
。

行
為
を
も
含
め
る
と
い
う
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

疑
い
も
な
く
最
も
有
能
で
手
腕
の
あ
る
官
吏
で
あ
る
」
と
。
グ
ロ
プ
ケ
は
、

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
い
わ
ゆ
る
「
ニ
ュ
ル
ン
ペ
ル
ク

「
上
級
政
府
参
事
の
グ
ロ
プ
ケ
博
士
は
、
私
の
省
の
中
で

一
九
三
八
年
に
内
務
大

一
九
四
七
年
ア
ー
ヘ
ン
の
市
議
会

(
S
t
a
d
t
k
i
i
m
m
e
r
e
r
)
、

一
九
四
九
年
に
は
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
レ

関
法

第
四

0
巻
第
五
号

九

（
八
九
二
）



⑧
 

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
、

⑦
 

「
夜
と
霧
ー
計
画
」
の
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、

九

（八九一―-）

シ
ャ
フ
ホ
イ
ト
レ
は
、

一
九
四
七
年
に
は
法
律
家
裁
判
で
彼
は
、

一
九
五

年
に
は
、

一
九
三
七
年
に
は
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
は
、
彼
を
S
S

ル
ク
ト
広
場
で
絞
首
刑
と
し
て
公
開
の
処
刑
を
指
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
し
そ
の
中
に
は
、
彼
が
連
絡
係
と
し
て
使
っ
て
い
た
一
六
歳
の

一
九
四
五
年
初
頭
に
は
、
自
ら
の
手
で
路
上
で
、

九
日
に
反
フ
ァ
シ
ス
ト
連
合
が
手
紙
に
よ
っ
て
、
以
上
の
事
実
に
つ
き
非
難
し
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
長
官
か
ら
は
回
答
は
な
か
っ
た
。

ギ
ュ
ソ
ク
ー
・
ヨ
ー
ニ
ル

(Dr.
G
u
n
t
h
e
r
 Joel) 

(129) 

ョ
ー
ニ
ル
は
、

一
九
―
―
―
―
―
一
年
五
月
一
日
以
降
、

司
法
省
の
中
央
検
察
庁
に
は
、
信
頼
の
で
き
る
人
間
で
あ
っ
た
。

や
ゲ
シ
ュ
ク
ボ
に
対
す
る
司
法
省
の
連
絡
係
と
し
た
。

ン
ク
ー
・
ヨ
ー
ニ
ル
は
、

(Ministrialdirektor) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

シ
ヴ
ィ
エ
ッ
ク
の
市
民
を
銃
殺
し
た
と
さ
れ
る
。

ナ
チ
党
員
と
な
っ
た
。
彼
は
、
党
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
処
理
す
る
管
轄
を
も
つ
ラ
イ
ヒ

一
九
四
一
年
に
は
、
彼
は
、
省
の
課
長

(Ministerialrat)
と
な
り
、

ハ
ム
の
上
級
検
事

(
G
e
n
e
r
a
l
s
t
a
a
t
s
a
n
w
a
l
t
)
お
よ
び

S
S
の
突
撃
隊
長

(ss,
 
0
 be
r
s
t
u
r
m
 b
a
n
n
f
u
h
r
e
r
)
と
な
っ
た
。
ギ
ュ

(130) 

エ
リ
ア
ス
裁
判
に
お
い
て
、
陰
謀
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
司
法
省
を
訴
訟
か
ら
排
し
た
。
彼
は
、
後
に

-
0年
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
、

年
に
は
恩
赦
を
受
け
、
釈
放
さ
れ
て
後
、
す
ぐ
さ
ま
、
あ
る
大
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
法
律
顧
問
弁
護
士
と
な
っ
た
。

ョ
ー
ゼ
フ
・
シ
ャ
フ
ホ
イ
ト
レ

(
J
o
s
e
f
S
c
h
a
f
h
e
u
t
l
e
)
 

(131) 

シ
ャ
フ
ホ
イ
ト
レ
は
、

一
九
―
―
―
―
―
一
年
ラ
イ
ヒ
司
法
省
の
政
府
参
事
官
と
な
り
、
政
府
特
別
刑
法
部
門
に
配
属
さ
れ
、
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
、

テ
ィ
ー
ラ
ッ
ク
な
ど
と
共
に
第
三
帝
国
の
刑
法
を
起
草
し
た
。

の
地
位
に
つ
き
、
連
邦
共
和
国
の
政
治
刑
法
も
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ク
ー

(Dr.
E
r
n
s
t
 K
a
n
t
e
r
)
 

(132) 

カ
ン
ク
ー
は
、
ラ
イ
ヒ
戦
時
裁
判
所
の
第
二
部
の
裁
判
官
で
あ
り
、

シ
ャ
フ
ホ
イ
ト
レ
の
手
に
な
る
。

一
九
四
一
―
―

司
法
省
局
長

一
九
四
三
年
か
ら
は
「
裁
判
長
」

(
G
e
n
e
r
a
l
r
i
c
h
t
e
r
)
と
し
て
デ

⑥
 

少
年
が
い
た
。

一
九
八
一
年
五
月
一



⑩
 

い
は
そ
れ
以
降
も
続
い
て
い
る
。

(~udorf 

W
e
b
e
r
 ,
 
Lortsch) 

来、 b
u
n
d
e
s
a
n
w
a
l
t
)
と
な
っ
た
。
彼
に
対
す
る
捜
査
手
続
に
は
、

一
九
六
四
年
九
月
一
＝
日
に
、

な
く
と
も
四
四
件
に
つ
き
重
懲
役
を
死
刑
に
転
換
し
た
と
い
う
。

⑨
 

第
一
ー
一
部
の
長
に
昇
進
し
た
。

一
九
五
九
年
に
は
、

つ
い
に
、
抗
議
が
あ
っ
て
、
定
年
を
待
た
ず
退
職
し
た
。

る
東
ド
イ
ッ
か
ら
提
起
さ
れ
た
非
難
を
公
式
に
検
討
し
た
。

一
九
五
八
年
に
カ
ン
タ
ー
は
連
邦
裁
判
所
の
、
政
治
刑
事
事
件
を
管
轄
す
る

dirigent) 

第
四

0
巻
第
五
号

ソ
マ
ー
ク
の
ド
イ
ツ
軍
最
高
指
揮
官
付
の
最
高
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
彼
の
机
の
上
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
の
抵
抗
運
動
家
に
対
す
る
少
な
く
と

も
一

01―
一
の
死
刑
判
決
が
産
み
出
さ
れ
た
。
後
に
彼
は
連
邦
共
和
国
の
連
邦
司
法
省
の
政
治
刑
事
司
法
部
で
省
の
部
長

と
な
っ
た
。
と
く
に
彼
は
大
刑
法
委
員
会
の
調
整
役
で
あ
っ
た
。

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
イ
マ
ー
ヴ
ァ
ー
ル
・
フ
レ
ン
ケ
ル
(
W
o
l
f
g
a
n
g
l
m
m
e
r
w
a
h
r
 F
r
a
n
k
e
l
)
 

(133) 

フ
レ
ン
ケ
ル
は
、
ラ
イ
ヒ
検
察
庁
の
元
の
部
長
で
あ
り
、

次
の
よ
う
な
理
由
で
終
止
符
を
打
っ
た
。

定
の
妥
当
性
を
疑
っ
た
こ
と
、

ル
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
ロ
ル
チ
ュ

(131) 

.‘111
ロ
ル
チ
ュ
ま
、

ノ

l
>

ヴ
ェ
ー

（
八
九
四
）

「
軽
い
」
判
決
に
対
す
る
無
効
抗
告
に
つ
き
責
任
を
も
っ
て
い
た
。
元
の
シ

ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
上
級
裁
判
所
長
官
の
リ
ッ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
評
し
た
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
死
刑
の
狂
信
者
」
で
あ
っ
た
。
少

一
九
六
二
年
三
月
ニ
―
日
に
は
、
彼
は
、
連
邦
上
級
検
事
(
G
e
n
a
r
a
l
,
 

カ
ー
ル
ス
ル
ー
ニ
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、

「
共
和
国
の
最
高
の
検
察
官
に
ま
で
昇
進
し
た
フ
レ
ン
ケ
ル
に
は
、
彼
が
戦
時
中
、
上
述
の
規

い
わ
ん
や
そ
の
無
効
性
を
認
識
し
た
こ
と
は
証
明
さ
れ
え
な
い
」
。

マ
ス
コ
ミ
に
騒
が
れ
、
彼
が
退
職
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
、
ま
だ
何
力
月
か
か
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
際
、
年
金
を
全
額
受
け
取
り
、
支
払

一
九
三
三
年
以
来
、

S
A
の
上
級
グ
ル
ー
プ
指
導
者
で
あ
り
、

シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
地
方
の
警
察
署
長
代
理
で
あ
っ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
侵
攻
の
後
、

フ
レ
ン
ケ
ル
の
過
去
が
暴
か
れ
て
以

ボ
ー
ラ
ン
ド
の
占
領
以
降
、
オ
ー
バ
ー

ヴ
ェ
ー
バ
ー

11
ロ
ル
チ
ュ
は
、
ま
ず
ラ
イ
ヒ
ス
コ
ミ
ッ
サ

ま
た
よ
り
に
も
よ
っ
て
彼
が
元
の
ナ
チ
の
裁
判
官
に
対
す

(Ministerial ,
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に
任
命
さ
れ
た
。

リ
ア
ー
ト
・
ウ
ク
ラ
イ
ネ
」
の

S
S
お
よ
び
警
察
指
導
者
と
な
っ
た
。
そ
の
官
庁
の
も
と
で
、

S
S
と
警
察
の
特
別
部
隊
・
出
撃
部
隊
に

よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
大
量
殺
数
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

S
S
お
よ
び
警
察
の
行
政
・
法
務
局
の
長
と
な
り
、
こ
の
職
か
ら
一
九
四
二
年
―
一
月
二
五
日
に
、
七

0
0人
か
ら
九

0
0人
の
ノ
ル
ウ

ニ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
輸
送
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
九
七
五
年
二
月
六
日
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
第
二
部
は
、
ド
イ
ッ
共
産
党
の
党
員
が
公
務
員
に
な
れ
る
か
に
つ
い

て
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
判
決
は
、
そ
の
女
教
師

(
A
n
n
e
L
e
n
h
a
r
t
)
 

な
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ッ
共
産
党

(
D
K
P
)
に
入
党
し
た
こ
と
を
非
難
し
、
教
師
の
道
を
最
終
的

に
閉
ざ
し
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
1
1

ロ
ル
チ
ュ
と
と
も
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
裁
判
官
席
に
座
っ
て
い
た
の
は
、

辱
」
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
で
あ
っ
た
エ
ド
マ
ン
・
ド
・
シ
ャ
プ
ル
ー
ジ
ュ

こ
の
よ
う
な
ナ
チ
法
学
関
係
者
の
リ
ス
ト
を
増
や
す
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
は
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
戦
後
、

(135) 

存
命
し
た
ナ
チ
の
「
王
冠
法
律
家
」

(
K
r
o
n
j
u
r
i
s
t
)

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
別
に
予
定
し
て
い
る
拙
稿
の
中
で
は
、
新
し
い
研
究
成
果

を
も
踏
ま
え
て
詳
し
く
取
り
扱
う
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
り
た
い
。

(
7
5
)

こ
の
ふ
た
つ
の
強
制
的
同
質
化
に
つ
い
て
は
、
山
中
・
前
掲
・
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
三
冊
一
六
四
頁
以
下
、
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

(

7

6

)

一
般
書
と
し
て
、
ナ
チ
司
法
と
の
連
続
性
を
論
じ
る
著
書
が
、
ド
イ
ツ
の
書
店
の
店
頭
を
賑
わ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

I
n
g
o
Muller, F
u
r
c
h
t
 ,
 

b
a
r
e
 Juristen, 
T
a
s
c
h
e
n
b
u
c
h
a
u
s
g
a
b
e
 
1
9
8
9
:
 
B
e
r
n
d
 Ruthers, 
Entartetes 
Recht, 1
9
8
8
:
 
U
l
r
i
c
h
 Vulteius, K
a
m
p
f
a
n
z
u
g
 u
n
、

ter 
d
e
r
 R
o
b
e
,
 1
9
8
4
.
 

(

7

7

)

し
か
し
、
ベ
ッ
ク
社
が
一
九
八
八
年
に
そ
の
創
立
二
二
五
年
を
記
念
し
て
、
ベ
ッ
ク
社
と
関
係
の
深
か
っ
た
法
学
者
の
伝
記
を
集
め
た
著
書
を

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

九
五

（
八
九
五
）

ハ
ン
プ
ル
ク
で
の
「
人
種
恥

に
対
し
て
、
「
連
邦
政
府
が
こ
の
政
治
的
党
の
目
的
を
違
憲
と
み

(
E
d
m
u
n
d
 d
e
 C
h
a
p
e
a
u
r
o
u
g
e
)

で
あ
っ
た
。

一
九
六
八
年
に
は
、
彼
は
連
邦
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官

一
九
四
二
年
六
月
か
ら
彼
は
、
オ
ス
ロ
の
ノ
ル
ウ
ニ
ー
高
等



関
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四
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第
五
号

発
行
し
た
と
き
、
そ
こ
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
ラ
ー
レ
ン
ツ
、
マ
ウ
ン
ツ
、
な
ど
の
伝
記
か
ら
ナ
チ
と
の
関
係
を
表
す
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
も
と
よ
り
、
そ
の
筆
者
は
、
直
接
の
弟
子
で
あ
っ
た

(
J
u
r
i
s
t
e
n
i
m
 Portrait. 
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 
z
u
m
 2
2
5
j
i
i
h
r
i
g
e
n
 

J
u
b
i
l
i
i
u
m
 
d
e
s
 V
e
r
l
a
g
e
s
 C. 
H
.
 B
e
c
k
,
 
1
9
8
8
.
)
。
こ
の
書
評
と
し
て
、

R.
R. W
i
t
t
m
a
n
n
,
 F
e
s
t
e
 
feiern, 
R
e
c
h
t
s
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
s
 
J
o
u
r
 ,
 

n
a
l
 
N
r
.
 
8
 (
1
9
8
9
)
,
 
S. 
1
6
8
 ff・

そ
の
中
で
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン
は
、
例
え
ば
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
ウ
ン
ツ
に
関
す
る
弟
子
の
レ
ル
ヒ
ェ
の
叙
述
に
つ

き
、
「
彼
の
ナ
チ
権
力
支
配
の
間
に
公
刊
さ
れ
た
他
の
（
教
授
資
格
請
求
論
文
以
外
の
）
論
文
に
つ
い
て
は
全
く
論
及
し
て
い
な
い
」
と
す
る
。

例
え
ば
、
一
九
三
六
年
の
「
主
親
的
公
権
の
終
焉
」
と
い
う
論
文
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
の
で
あ
る

(s.
171 f.
)

。
ラ
ー
レ
ン
ツ
に
つ
い
て
も
、

彼
が
哲
学
上
の
師
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
誤
解
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
具
体
的
普
遍
概
念
と
い
う
ラ
ー
レ
ン
ツ
の
幻
想
が
、

そ
の
概
念
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
の
全
く
の
誤
解
に
依
拠
す
る
」

(s.
1
7
2
)
と
断
じ
た
上
、
ラ
ー
レ
ン
ツ
の
反
ユ
ダ
ヤ
思
想
、
「
人
種
思
想
」

に
つ
い
て
デ
ィ
ー
デ
リ
ク
七
ン
が
全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る

(s.
173ff.)
。
ラ
ー
レ
ン
ツ
は
、
『
現
代
の
法
お
よ
び
国
家
哲
学
』

(
R
e
c
h
t
s
 ,
 urid 
S
t
a
a
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
2. Aufl•• 

1935, 
s. 
1
3
9
)

に
お
い
て
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
我
が
闘
争
」
を
引
用
し
て
「
民
族
と
国
家
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
リ
ン
グ
は
、
ま
だ
、
そ
の
著
書

「
全
体
国
家
」
に
言
及
し
て
、
人
間
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
を
そ
の
歴
史
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
す
る

(s.
1
7
5
)
。
ド
レ
ー
ヤ
ー
に

つ
い
て
も
、
ラ
ッ
ク
ナ
ー
は
極
短
く
し
か
ナ
チ
時
代
の
活
動
に
言
及
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る

(s.
1
7
5
 f.)
。

(

7

8

)

 

V
g
l
.
 
M
.
 Stolleis, 
R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
 u
n
d
 J
u
s
t
i
z
p
o
l
i
t
i
k
 
1
9
4
5ー

1
9
4
9
,
i
n
 "
 Eu
r
o
p
i
i
i
s
c
h
e
s
 
R
e
c
h
t
s
d
e
n
k
e
n
 
i
n
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 u
n
d
 

G
e
g
e
n
w
a
r
t
 (
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 
f
u
r
 H
e
l
m
u
t
 C
o
i
n
g
)
 
B
d
.
 
1, 
1982, 
S. 
3
8
5
 ff.: 
G
a
t
z
,
 
B
i
l
a
n
z
 
d
e
r
 V
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 v
o
n
 
N
S
'
S
t
r
a
f
t
a
t
e
n
,
 

1
9
8
6
,
 
s. 
9
 f. 

(
7
9
)

一
九
四
五
年
一

0
月――

10日
。
第
四
条
。

V
g
l
.
M
.
 R
a
t
z
 u. 
a., 
D
i
e
 J
u
s
t
i
z
 
u
n
d
 d
i
e
 N
a
z
i
s
,
 
1979, 
S. 
23. 

(

8

0

)

 

V
g
l
.
 I
.
 

M

巴
ler,
a. 
a. 
0
.
 S. 
205. 

(

8

1

)

 

V
 gl. 
M
u
l
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
205. 

(

8

2

)

デ
ィ
ー
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
の
浩
翰
な
教
授
資
格
請
求
論
文

(
D
.
M
a
j
e
r
 :
 ,
 F

r
e
m
d
v
o
l
k
i
s
c
h
e
 ̂
'
i
m
 D
r
i
t
t
e
n
 
R
e
i
c
h
,
 
1
9
8
1
)

が
、
ペ

ル
リ
ン
自
由
大
学
に
提
出
さ
れ
た
と
き
、
教
授
資
格
請
求
論
文
と
し
て
は
、
時
代
と
テ
ー
マ
が
限
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
な
ど
と
の
理
由
で
、
審
査

を
通
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
八
七
年
夏
に
来
日
さ
れ
た
ペ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
教
授
か
ら
聞
い
た
。
マ

イ
ヤ
ー
は
、
後
に
、
ス
イ
ス
の
大
学
か
ら
教
授
資
格
を
得
た
。

九
六

（
八
九
六
）
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e
i
c
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U
d
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H
a
n
s
 
Welzel 

(1904-1977), 
D
i
e
 
S
u
c
h
e
 
n
a
c
h
 
d
e
m
 

枷
erpositiven

i
m
 Recht, 

in: 
Rechtswissenschaft 

in 
Giittingen, 

1987, 
S. 

4
8
6
 ff. 
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Muller, 
a. 

a. 
0., 

S. 
239. 

（お）
Walter H

a
m
e
l
,
 D
i
e
 Polizei, 

in: 
Deutsches Verwaltungsrecht, 

1937, 
S. 

395. 

（器）
Walter H

a
m
e
l
,
 D
i
e
 B
e
d
e
u
t
u
n
g
 der Grundrechte i

m
 sozialen 

Rechtsstaat, 
1957, 

S. 
30, 

60. 
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-
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S
p
u
r
e
n
des Unrechts. 

R
e
c
h
t
 u
n
d
 Nationalsozialismus. 

Beitriige zur historischen Kontinui-

tiit, 
(Hrsg. 

v. 
M
a
r
t
i
n
 Bennhold), 

1989, 
S. 

111 f.; 
H
e
r
m
a
n
n
 Stumpf, H

a
n
s
 Carl 

Nipperdey, 
in: 

Juristen 
i
m
 
Portrait, 

s. 
6
0
8
 ff. 

（
節

Stumpf,
a. 

a. 
0., S. 

615. 

(0:) 
-;:-

rl 
:i:-. 

... 
~
 ~
Q
紺
幽

U0::C,\J
迂

Ernst
J. 

Cohn, Gelehrter in 
Zeiten 

der 
Wirrnis, 

in: 
Persiinlichkeit in der D

e
m
o
k
r
a
-

tie 
(Festschrift 

fur 
Erich S

c
h
w
i
n
g
e
 z

u
m
 70. 

Geburtstag), 
1973, 

S. 
1
 ff.; 

Vultejus, 
K
a
m
p
f
a
n
z
u
g
 
unter 

der 
Robe, 

S. 

9
7
 f. 

(~
) 

Cohn, a. 
a. 

0., 
S. 

5. 

（器）
Otto Peter Schweling, 

D
i
e
 deutsche Militiirjustiz 

in 
der 

Zeit 
des Nationalsozialismus, 

1977. 
>
J
~
U
茨
⇒
店
拭
弄
忌

各
忘

釈
心

..:i
¥
J
'
M
e
s
s
e
r
s
c
h
m
i
d
t
,
 
M
a
n
f
r
e
d
/
 Wiilllner, 

Pritz, 
D
i
e
 Wehrmachtjustiz 

i
m
 
Dienste 

des 
Nationalsozialismus 

-
Zerstiirung einer 

L
e
g
e
n
d
e
,
 1987. 

1'11--
Q

「K
瓶..¥)森瞬」

Q
蕃

瑯
翠

則
エ

共
ギ

«
~

 ギ）



認
姐

撼
回

〇
痢

撼
用

曲
-F!< 

C<-F!<) 

（苫）
Vurteius, 

a. 
a. 

0., 
S. 

98. 

(~
) 

ヤ
心
ヽ
~
Q
t
W
庭

UC':.\-1
迂

B
e
r
n
d
Ruthers, 

Entartetes 
Recht, 

S. 
4
4
 ff,; 

Peter Lerche, T
h
e
o
d
o
r
 M
a
u
n
z
,
 in: Juristen 

i
m
 Portrait, 

S. 
5
5
3
 ff. 

:
 Jorg Friedrich, 

D
i
e
 Kalte Amnestie, 

1984, 
S. 

292 f. 

(~
) 

Ruthers, 
Entartetes 

Recht, S. 
4
4
 f. 

（ぷ）
11'ー

~
»
~
Q
磁
幽
以

0:.\-1
迂

U
w
e

Diederichsen, 
Karl 

Larenz, Juristen 
i
m
 Portrait, 

S. 
495 ff. 

（器）
Ruthers, 

Carl Schmitt i
m
 Dritten 

Reich, 
1989, 

S. 
85. 

(Sl) 
Larenz, 

G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 der n

e
u
e
n
 Rechtswissenschaft, 

1935, 
S. 

241. 

(::) 
D
i
e
m
u
t
 Majer, G

r
u
n
d
l
a
g
e
n
 des nationalsozialistischen 

Rechtssystems, 
1987, 

S. 
188. 

（三）
Larenz, 

Volksgeist u
n
d
 Recht, 

Zeitschrift 
fur 

deutsche Kulturphilosophie, 
Bd. 

1, 
1
9
3
4
/
3
5
,
 4

0
 (42). 

(:=) 
Diederichsen, Juristen 

i
m
 Portrait, 

S. 
457. 

(~
) 

Diederichsen, 
a. 

a. 
0., 

S. 
509. 

(~
) 

D
a
h
m
/
 Schaffstein, 

Liberales 
oder autoritiires 

Strafrecht? 
1933. 

終
~
-

>
J~

U
 ('今
V

ヨ
廿
•

j幸
靭

我
村

賦
雌

嘩
率

縦

艤
撼
111
串
,

1
ギ

111嵐
~I'--翁

匪
゜

(~
) 

Schaffstein, 
D
a
s
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 als 

Pflichtverletzung, 
in: 

G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 der n

e
u
e
n
 Rechtswissenschaft, S. 

8
8
 ff. 

(::) 
Vgl. 

Schaffstein, 
Jugendstrafrecht, 

1959. 

(:=) 
1'... ~

t<
 .,_ *

 1'Q
雄
幽

UC':.¥-1
迂

vgl.
Karl Doehring, Juristen 

i
m
 Portrait, 

S. 
341 ff. 

(::) 
Forsthoff, 

D
e
r
 totale 

Staat, 
1933. 

(~
) 

Forsthoff, 
D
e
r
 totale 

Staat, 
S. 

7. 

(:::) 
Forsthoff, 

D
e
r
 totale 

Staat, 
S. 

39. 

(:::) 
Doehring, Juristen 

i
m
 Portrait, 

S. 
346. 

(
=
)
 
Doehring, Juristen 

i
m
 Portrait, 

S. 
347. 

(:=) 
"
"
ー
~
Q
磁
幽

u
0
:
.
\
-
1
迂

Christian-Friedrich
M
e
n
g
e
r
,
 Einfilhrende 

W
o
r
t
e
 z

u
m
 G
e
d
e
n
k
e
n
 a
n
 G
e
o
r
g
 D
a
h
m
,
 S. 

7
 ff. 

（三）
D
a
h
m
,
 D
a
s
 Strafrecht 

Italiens 
i
m
 a
u
s
g
e
h
e
n
d
e
n
 Mittelalter, 

1931. 



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

九
九

(
1
1
5
)
 

D
a
h
m
,
 T
a
t
e
r
t
y
p
 i
m
 Strafrecht, Festschrift f
u
r
 H
e
i
n
r
i
c
h
 Siber, 1
9
4
0
.
=
L
e
i
p
z
i
g
e
r
 r
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 S
t
u
d
i
e
n
 124, 1940. 

(
1
1
6
)
 

V
 gl. 
M
a
r
x
e
n
,
 D
e
r
 K
a
m
p
f
 g
e
g
e
n
 d

a
s
 lierale Strafrecht, 1975, S. 
2
0
8
 ff. 
山
中
・
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
三
冊
、
一
七
二
頁
参
照
。

(
1
1
1
)
 

V
g
l
.
 
G
e
r
h
a
r
d
 W
e
r
l
e
,
 
Justizー

S
t
r
a
f
r
a
c
h
t
u
n
d
 polizeiliche 
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
b
e
k
a
m
p
f
u
n
g
 i
m
 D
r
i
t
t
e
n
 R
e
i
c
h
,
 
1980, 
S. 
2
4
4
 ff. 

(
1
1
8
)

ラ
ン
ゲ
は
、
ド
イ
ッ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
法
学
研
究
部
門
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
民
族
法
典
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
も
、
ヘ
ー
デ
マ
ン
と
な

ら
ん
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
。
ラ
ン
ゲ
の
ド
イ
ッ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
は
、
後
に
予
定
し
て
い
る
拙
稿
「
ナ
チ
ス
法
学

と
ド
イ
ッ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

V
gl. 
L
a
n
g
e
,
 
D
i
e
 L
a
g
e
 u
n
d
 A
u
f
g
a
b
e
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 Pri-

v
a
t
r
e
c
t
h
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
1937. 

(
1
1
9
)

ド
レ
ー
ヤ
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

Vultejus,
K
a
m
p
f
a
n
z
u
g
 u
n
t
e
r
 d
e
r
 R
o
b
e
,
 S. 
9
4
 ff. 
;
 Ka
r
l
 L
a
c
k
n
e
r
,
 
i
n
 "
 J
 uristen i
m
 Port-

rait `
 
s. 
2
6
1
 ff. 
＂ 
l
n
g
o
 M
u
l
l
e
r
,
 F
u
r
c
h
t
b
a
r
e
 Juristen, S. 
214・

な
お
、
そ
の
他
、
雑
誌
「
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
」
が
ド
レ
ー
ヤ
ー
の
著
書
「
経

験
と
し
て
の
夢
」
の
書
評
と
し
て
ド
レ
ー
ヤ
ー
の
前
歴
に
言
及
し
て
い
た
。
イ
ン
ス
プ
ル
ッ
ク
の
特
別
裁
判
所
で
の
検
事
時
代
は
、
「
夢
体
験
者
」

(vgl. 
D
r
e
h
e
r
,
 
T
r
a
u
m
 als 
E
r
l
e
b
n
i
s
,
 
1981, 
S. 
6
2
 ff.)

た
る
ド
レ
ー
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
、
悪
夢
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
体
験

に
つ
い
て
は
、
自
ら
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

(

m

)

手
元
に
あ
る
版
を
挙
げ
て
お
く
と
、

D
r
e
h
e
r
/
 Tr
o
n
d
l
e
,
 
S
t
G
B
 44. 
A
u
f
l
a
g
e
,
 
1988. 
ド
レ
ー
ヤ
ー
に
は
、
そ
の
古
稀
を
祝
う
記
念
論
文
集

が
一
九
七
七
年
に
献
呈
さ
れ
て
い
る

(Festschrift
f
u
r
 
E
d
u
a
r
d
 D
r
e
h
e
r
 z
u
m
 70. G
e
b
u
t
s
t
a
g
,
 1977, ド
レ
ー
ヤ
ー
に
は
、
論
文
集
の
他
、

「
経
験
と
し
て
の
夢
」

(
T
r
a
u
m
als 
Erlebnis, 
1
9
8
1
)

や
「
意
思
の
自
由
」

(
D
i
e
Willensfreiheit, 
1
9
8
7
)

に
関
す
る
著
書
が
あ
る
。

(
1
2
1
)
 

V
g
l
.
 
B
e
n
n
h
o
l
d
,
 S
p
u
r
e
n
 d
e
s
 U
n
r
e
c
h
t
s
,
 
S. 
1
1
3
 f. 
＂
I・

マ'.Ii.iller,
F
u
r
c
h
t
b
a
r
e
 Juristen, 
S. 
219. 

(

m

)

こ
の
「
安
楽
死
行
動
」

T
4
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
第
五
章
参
照
。

(
1
2
3
)
 

B
G
H
S
t
 23, 
4
9
 
f•• 

54. 
な
お
、
カ
イ
ザ
ー
・
犯
罪
学
（
山
中
訳
）
（
成
文
堂
・
一
九
八
七
年
）
二
九
三
頁
以
下
を
も
参
照
。

(

m

)

 

V
g
l
.
 
B
e
n
n
h
o
l
d
,
 S
p
u
r
e
n
 d
e
s
 U
n
r
e
c
h
t
s
,
 
S. 
113. 

(
1
2
5
)
 

B
V
e
r
f
G
E
 39, 
S. 
349. 

(

m

)

グ
ロ
プ
ケ
に
つ
い
て
は
、

R
.
S
t
r
e
c
k
e
r
 
(Hrsg.), 
D
r
.
 
H
a
n
s
 G
l
o
b
k
e
,
 
1
9
6
1
:
 
R. 
Wistrich, 
W
e
r
 w
a
r
 
w
e
r
 i
m
 
D
r
i
t
t
e
n
 
R
e
i
c
h
?
 

1987, 
s. 
1
0
8
 "
 Fr
i
e
d
r
i
c
h
,
 
D
i
e
 k
a
l
t
e
 
A
m
n
e
s
t
i
e
,
 S. 
294. 
ラ
ル
フ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
『
筑
t

二
の
罪
L

』
（
永
井
・
片
岡
・
中
島
訳
）
一
九
九
〇

年
一
ー
ニ
頁
以
下
を
も
参
照
。

（
八
九
九
）



第
六
節

‘,l 
ー,1, 

第
四

0
巻
第
吾
万

(
1
2
1
)
 

S
t
u
c
k
a
r
t
 
W
i
l
h
e
l
m
/
 G
l
o
b
k
e
 H
a
n
s
,
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
e
 z
u
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
R
a
s
s
e
n
g
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
,
 
B
d
.
 1, 
1
9
3
6
.
 

(
1
2
8
)
 

V
g
l
.
 
B
e
n
n
h
o
l
d
,
 S
p
u
r
e
n
 d
e
s
 U
n
r
e
c
h
t
s
,
 S. 
111. 

(．

129) 
V
g
l
.
 I• 

M
u
l
l
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
2
1
2
 f. 

こ
の
ギ
ュ
ン
ク
ー
・
ヨ
ー
ニ
ル
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
国
務
次
官
ク
ル
ト
・
ヨ
ー
エ
ル

(
C
u
r
t

Joel)

の
息
子
で
一
九
四
七
年
に
司
法
省
に
入
り
、
一
九
五

0
年
に
省
課
長
と
な
り
、
連
邦
司
法
省
の
商
法
・
経
済
法
部
門
の
ラ
イ
ク
ー
で
あ
っ

た
同
名
の
ギ
ュ
ン
ク
ー
・
ヨ
ー
エ
ル
と
は
別
人
で
あ
る
。

（
旧
）
エ
リ
ア
ス
裁
判
に
つ
い
て
は
、
v
g
l
•
H
e
l
m
u
t
 Reiber, 
Z
u
r
 Justiz 
i
m
 Dritten 
R
e
i
c
h
.
 
D
e
r
 
Fall 
Elias, 
Vierteljahresheft 
fur 

Z
e
i
t
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 1
9
5
5
,
 
S. 
2
7
5
 ffふ

D
.
M
a
j
e
,
,
 
,, 
F
r
e
m
d
v
i
i
l
k
i
s
c
h
e
"
 i
m
 Dritten 
R
e
i
c
h
,
 
S. 
6
6
4
,
 

A
n
m
 1
4
6
.
 lll:{~ 

底
却
岱
刊
即
ス
の
当
＝
時

の
長
官
、
テ
ィ
ー
ラ
ッ
ク
は
、

S
S
を
民
族
裁
判
所
の
原
告
と
し
て
容
認
し
た
。

(
1
3
1
)
 

V
g
l
.
 I
.
 

M
巴
!er,
a. 
a. 
0., 
S. 
2
1
3
.
 

(
1
3
2
)
 

V
g
l
.
 
Vultejus, 
K
a
m
p
f
a
n
z
u
g
 u
n
t
e
r
 d
e
r
 R
o
b
e
,
 S. 
9
3
 "
I
.

マfuller,
a. 
a. 
0., 
S. 
2
1
4
.
 

(

m

)

 

V
g
l
.
 I
.
 

M
巴
ler,
a. 
a. 
0., 
S. 
2
1
8
 :
 B
e
n
n
h
o
l
d
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
1
0
9
 

• 

(
1
3
4
)
 

V
 gl. 
I. 
Miiller, 
a. 
a. 
0., S. 2
2
0
 "
 B
e
n
n
h
o
l
d
,
 a. 
a. 
0., S. 
1
0
9
 ff. 

(
1
3
5
)
 

V
g
l
.
 
R
u
t
h
e
r
s
,
 
C
a
r
l
 S
c
h
m
i
t
t
 i
m
 Dritten 
R
e
i
c
h
 "
 
ders•• 

Entartetes 
R
e
c
h
t
,
 
S. 
5
7
 ff., 
9
9
 ff.: 
J. 
Seifert, 
T
h
e
o
r
e
t
i
k
e
r
 
d
e
r
 

G
e
g
e
n
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
.
 
C
a
r
l
 S
c
h
m
i
t
t
 1
8
8
8ー

1
9
8
5
,

Kritische 
Justiz 1
9
8
5
,
 
S. 
1
9
3
 ff. 

ナ
チ
ス
法
研
究
の
「
特
殊
性
」
と
「
客
観
性
」

従
来
の
ナ
チ
ス
法
研
究

上
（
第
二
節
）
で
の
べ
た
よ
う
な
戦
後
に
お
け
る
過
去
の
克
服
過
程
の
展
開
の
経
緯
お
よ
び
「
克
服
さ
れ
ざ
る
司
法
と
法
学
界
」
の
中

で
は
、
ナ
チ
ス
法
研
究
も
そ
の
よ
う
な
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

究
に
つ
い
て
も
、
執
筆
者
の
動
機
と
政
治
的
意
図
が
、
そ
の
研
究
に
強
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

は
、
現
在
の
問
題
を
も
扱
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

関
法

（九
0
0
)

一
般
の
ナ
チ
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
法
の
研

ナ
チ
ス
法
の
戦
後
処
理
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、

1
0
0
 

ナ
チ
ス
法
研
究

ナ
チ
ス
法
研
究
の
研
究



争』
（山）年

）
と
、

ロ
ー
ク
ー
・
グ
ル
ッ
フ
マ
ン
の
『
第
三
帝
国
に
お
け
る
司
法
』

1
0
 

従
来
の
法
体
制
の
宿
命
的
な
崩
壊
で
あ
る
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。

、
、
、

p
h
e
n
t
h
e
o
r
i
e
)

的
著
作
と
仮
に
名
付
け
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ピ
ュ
シ
ニ
ル
の
『
第
三
帝
国
に

(137) 

（
一
九
四
七
年
）
や
フ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ペ
ル
の
『
警
告
と
教
訓
と
し
て
の
ナ
チ
ス
の
支
配
秩
序
』
(
-
九

、
、
、
、
、
、
、

ナ
チ
ス
時
代
に
実
務
家
で
あ
っ
た
著
者
に
よ
る
、
弁
明
論
的
な
著
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る

(139) 

（
一
九
五
九
年
）
、

『
ド
イ
ツ
の
司
法
と
ナ
チ
ズ
ム
』

ヴ
ェ
リ
ン
グ
の
『
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
の
ド
イ
ツ
軍
事
司
法
』

登
場
す
る
ナ
チ
ズ
ム
と
は
直
接
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
世
代
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
数
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
デ

ィ
ッ
セ
ル
タ
チ
ォ
ー
ン
、
論
文
、

ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
逐
一
挙
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

滸
さ
か
ら
し
て
も
重
要
な
研
究
書
と
し
て
、
民
法
に
関
す
る
ベ
ル
ン
ト
・
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
の
『
無
制
限
解
釈
』

ナ
チ
ズ
ム
期
の
法
に
関
す
る
最
近
の
教
授
資
格
請
求
論
文
た
る
ヴ
ェ
ル
レ
の
『
第
三
帝
国
に
お
け
る
司
法
刑
法
と
警
察
に
よ
る
犯
罪
闘

（旧）

（
一
九
八
九
年
）
の
ほ
か
、
包
括
的
な
研
究
と
し
て
、
デ
ィ
ー
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
『
第
三
帝
国
に
お
け
る
異
民
族
』
(
-
九
八
一

（
一
九
八
八
年
）
を
挙
げ
る
に
恐
ら
く
異
論
は
あ
る
ま
い
。
そ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

一
九
六

0
年
代
の
後
半
か
ら
数
多
く

の
は
、

例
え
ば
、

お
け
る
法
の
没
落
』

五
五
年
）
で
あ
る
。
第
二
に
、

こ、＇ 

と
く

フ
ー
ベ
ル
ト
・
シ
ョ
ル
ン
の
『
第
三
帝
国
に
お
け
る
裁
判
官
』

（川）

（
一
九
六
八
年
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
弁
明
論
的
色
彩
の
い
濃
の
が
、

(141) 

（
一
九
七
七
年
）
で
あ
る
。
第
一
―
一
に
、

の
脱
線
、

ナ
チ
ス
法
体
制
を
、
ド
イ
ツ
の
法
史
の
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
ま
で
の
発
展
か
ら

ヽナ
チ
ス
法
脱
線
論

(
K
a
t
a
s
t
r
o
,
 

こ
れ
を
、

J

こ
で
は
、

ま
ず
、
戦
後
す
ぐ
に
現
れ
た
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ー
ク
ー
・
シ
ュ

こ、
,' 

と
く

そ
の
頁
数
の
浩

(m) 

（
一
九
六
八
年
）
お
よ
び
、

（九
0
1
)

ヘ
ル
マ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ン
カ
ウ
フ
の

状
況
と
そ
の
方
法
論
上
の
特
殊
性
の
問
題
を
素
材
に
し
て
、
戦
後
の
ナ
チ
ズ
ム
認
識
と
ナ
チ
ズ
ム
の
克
服
の
相
関
を
論
じ
て
お
く
こ
と
は

(136) 

さ
て
、
グ
ル
ッ
フ
マ
ン
は
、
従
来
の
ナ
チ
ス
法
や
司
法
の
研
究
を
、
大
き
く
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
。
第
一
に
、



さ
て
、
ミ
ヒ
ャ
ニ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
と
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ジ
モ
ン
は
、
そ
の
「
ナ
チ
ズ
ム
に
関
す
る
法
史
研
究
の
予
断
と
価
値
判
断
」

と
題
す
る
論
稿
に
お
い
て
、
他
の
法
史
の
分
野
に
比
較
し
た
ナ
チ
ス
法
研
究
の

(117) 
る
。
本
稿
は
、
直
接
、
ナ
チ
ス
法
を
研
究
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
戦
後
の
処
理
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

法
研
究
の
方
法
論
を
そ
の
研
究
本
体
の
前
提
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

(2) 

ナ
チ
ス
法
研
究
の
「
特
殊
性
」

ャ
ー
ト
の
意
味
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
「
歴
史
化
」
な
の
で
あ
る
。

来
事
に
対
す
る
態
度
に
亀
裂
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
研
究
の
「
政
治
性
」
が
前
面
に
出
て
く
る
可
能
性
が
大
と
な
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
ナ
チ
ズ
ム
研
究
の
政
治
性
の
問
題
は
、
個
人
的
体
験
の
枠
を
越
え
た
歴
史
的
時
点
で
、

行
動
の
正
当
化
や
弁
明
と
い
う
体
験
論
的
な
動
機
を
越
え
て
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問

論
的
・
方
法
論
的
な
問
題
点
は
よ
り
鮮
明
な
も
の
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
や
は
り
、
先
の
プ
ロ
ッ
シ

う
の
は
、

「
特
殊
性
」

(
B
e
s
o
n
d
e
r
h
e
i
t
e
n
)

に
つ
い
て
論
じ
て
い

（九

0
-―

)

他
、
と
く
に
一
九
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
多
く
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
や
コ
ロ
ク
ィ
ウ
ム
、
連
続
講
義
を
契
機
と
す
る
論
文
集
が
公
刊
さ
れ

(146) 

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
種
の
出
版
物
の
学
術
的
価
値
は
多
様
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
三
つ
の
傾
向
へ
の
分
析
は
、
む
し
ろ
、
戦
後
か
ら
一
九
八

0
年
代
ま
で
の
巨
視
的
な
分
類
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
問

題
は
、
こ
の
第
三
世
代
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
か
ら
始
ま
る
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
第
一
―
一
の
タ
イ
プ
の
研
究

方
向
が
、
脱
線
論
や
弁
明
論
と
全
く
異
な
っ
た
次
元
の
、
評
価
を
超
越
し
た
客
観
的
な
研
究
の
総
称
と
解
す
る
の
は
、
全
く
早
計
の
誹
り

を
免
れ
な
い
と
い
う
こ
と
あ
る
。
歴
史
的
出
来
事
か
ら
あ
る
程
度
の
時
間
的
問
隔
を
置
い
て
は
じ
め
て
客
観
的
な
研
究
が
可
能
と
な
る
と

一
般
的
に
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
間
的
間
隔
が
「
あ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
」
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
出

つ
ま
り
、
研
究
者
個
人
の
当
時
の

ナ
チ
ス

ナ
チ
ス
法
研
究
の
「
客
観
性
」
の

1
0
 



③
 

①
 

多
く
の
世
代
の
心
理
の
中
に
痕
跡
を
残
し
た
。

問
題
は
、
戦
後
の
ナ
チ
ス
法
の
捉
え
方
一
般
の
問
題
を
典
型
的
に
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ナ
チ
ス
法
の
学
術
研
究
の
方
法
も
、

ナ
チ
ス
法
の
認
識
一
般
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
る
に
、
我
々
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ナ
チ
ス
法
の
戦
後
処
理
の
問
題
と

は
、
実
は
、
現
在
が
過
去
た
る
歴
史
的
事
実
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、

ど
の
よ
う
に
現
在
に
つ
な
が
る
そ
の
波
紋
を
処
理
し
よ
う
と
し
て

い
る
か
を
問
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
歴
史
学
方
法
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
現
在
に
お
け
る
過
去
の
認
識
と
対
処

か
く
し
て
、
上
記
の
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
／
ジ
モ
ン
の
論
稿
の
う
ち
と
く
に
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
議
論
を
紹
介
し
つ
つ
、

ま
ず
、

（旧）

ナ
チ
ス
法
研
究
の
特
殊
な
点
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
、
検
討
さ
れ
る

3

「
ナ
チ
ス
法
研
究
の
著
者
に
は
元
裁
判
官
や
高
級
官
僚
が
多
い
」
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
学
問
的
作
業
の
孤
立
化
が
緩
和
さ
れ
、
近
隣
諸
科
学
へ
の
実
り
多
き
接
触
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
他
方
、
デ
ィ
レ
ッ
ク
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
主
観
主
義
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。
資
料
の
批
判
的
選
択
や
解
釈
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
く
に
、
著
者
が
、
第
三
帝
国
の
司
法
機
構
に
お
い
て
何
ら
か
の
地
位
を
占
め
て
い
た
場
合
に
、
分
析
と
自
己
表
現
の
間
の
限
界
が

不
確
実
な
も
の
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、

「
著
者
の
も
つ
対
象
へ
の
情
緒
的
関
係
」
。

ナ
チ
ズ
ム
は
、

者
に
も
何
ら
か
の
形
で
情
緒
的
影
響
が
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
亡
命
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
々
や
、
事
件
の
側
に
い
た
人
々

に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
達
は
異
な
っ
た
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
情
緒
と
取
り
組
む
。
か
れ
ら
は
、
あ
る
い
は
あ
か
ら
さ
ま

に
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
、
あ
る
い
は
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
け

シ
ョ
ル
ン
や
ヴ
ァ
イ
ン
カ
ウ
フ
、

ナ
チ
ス
法
の
評
価
に

大
き
な
長
所
を
も
つ
。

シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
著

か
れ
は
、
学
問
研
究
へ
の
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
認
め
て
い
る
。

お
け
る
予
断
と
客
観
性
の
問
題
を
検
討
す
る
の
か
、
本
節
の
課
題
で
あ
る
し

の
議
論
に
対
応
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
し

一
方
で
は
、

101
――
 
（九

01
――)

つ
ま
り
、



①
 

⑤
 

③
 

「
ナ
チ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
ま
だ
そ
の
時
で
は
な
い
」
。

「
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま

④
 

こ
の
時
代
を
体
験
し
た
者
だ
け
が
そ
の
時
代
を
理
解
で
き
る
」
。
③

「
法
律
家
だ
け
が
ナ
チ
ス
法
に
つ
い
て
完
全
な
意
見
を
述
べ

①
 
ナ
チ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
ま
だ
そ
の
時
で
は
な
い
」
。

ま
た
、

逆
に
、

④
 

に
本
質
的
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
う
る
。

③
 

第
四

0
巻
第
五
号

「
ナ
チ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
政
治
的
状
況
が
今
日
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
」
。

む
と
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

（九
0
四）

ナ
チ
ズ
ム
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
分
割
、
連
邦
共
和
国
と
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お

い
て
異
な
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
政
治
的
前
提
条
件
、
言
語
規
制
お
よ
び
思
考
禁
止
が
影
響
す
る
。
こ
の
こ
と
が
ナ
チ
ズ
ム
と
の
取
り
組
み

「
世
代
問
題
が
研
究
に
対
し
て
不
可
思
議
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
」

3

多
く
の
大
学
の
教
師
自
身
が
こ
の
領
域
に
は
不
快
感
を
も

っ
て
し
か
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
の
で
、
か
れ
ら
は
こ
の
領
域
に
つ
い
て
研
究
し
た
い
と
い
う
弟
子
に
勧
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

き
れ
ば
直
接
や
め
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
ら
そ
れ
に
関
わ
り
あ
っ
た
研
究
者
の
消
極
的
態
度
が
少
な
く
と
も

(119) 

次
の
弟
子
の
世
代
に
影
響
し
て
い
る
。

次
に
、

シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
は
、
次
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
法
を
歴
史
と
し
て
研
究
す
る
場
合
の
幾
つ
か
の
言
い
回
し
を
素
材
に
し
て
、

(139) 

法
研
究
の
予
断
と
価
値
判
断
に
つ
い
て
論
じ
る
。

う
る
」
。

「
ナ
チ
時
代
の
研
究
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
法
理
念
に
関
す
る
研
究
と
は
違
っ
た
風
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

「
こ
の
時
代
の
判
断
に
関
し
て
は
、
誰
も
が
関
係
を
も
ち
、
個
人
的
な
立
場
を
と
る
べ
く
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
ど
こ
よ

り
も
、
こ
こ
で
は
歴
史
は
現
代
の
教
訓
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

(150) 

こ
れ
ら
の
言
葉
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
コ
メ
ン
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

(151) 

ナ
チ
に
か
か
わ
っ
た
刑
法
学
者
ダ
ー
ム
の
一
九
五
一
年
の
言
葉
で
あ
る
。
ダ
ー
ム
は
、

ナ
チ
ス

ナ
チ
ス
法
研
究
に
関
わ
る
者
す
べ
て
に
対
し
て
、

関
法

1
0四

で 望



1
0五

で
の
あ
い
だ
の
ド
イ
ツ
の
運
命
を
規
定
し
た
、
歴
史
的
諸
力
の
基
準
な
き
非
難
と
咎
め
」
と
当
時
の
通
説
的
な
ナ
チ
ズ
ム
の
消
極
的
評
価

を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
評
価
に
は
ま
だ
時
機
が
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
防
衛
戦
略
は
、
時
を
経
る
に
つ
れ

(152) 

ロ
ー
ペ
ル
ト
・
シ
ャ
イ
イ
ン
グ
は
、

除
外
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
、
歴
史
家
の
権
限
は
こ
こ
で
は
限
界
に
突
き
当
た
る
と
し
て
根
拠
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
近
い
過
去
が

決
定
指
針
的
に
現
在
に
影
響
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
界
に
突
き
当
た
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、

ま
だ
法
史
家
と
い
う
よ
り
法
哲
学
者
と
法
解
釈
学
者
の
仕
事
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
客
観
化
の
程
度
を
高
め
る
に
は
、

「
歴
史
的
」
で
あ
り
、
法
史
を
も
含
め
て
歴
史
学
の
あ
ら
ゆ
る
帰
結
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
年
寄
り
が
若
者
に
よ
く
使
う
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
、

ナ
チ
時
代
の
法
史
的
考
察
は
、

一
定
の
時
間

的
問
題
と
一
定
の
事
実
的
前
提
が
必
要
な
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
十
年
も
た
っ
た
今
、
こ
の
除
外
は
も
は
や
維
持
で
き

ナ
チ
ス
法
の
歴

「
ま
だ
そ
の
時
機
で
は
な
い
」
と
い
う
防
衛
論
は
そ
の
基
盤
を
事
実
上
奪
い
去
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ

ナ
チ
ズ
ム
に
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
観
察
者
と
し
て
ま
た
（
は
）
行
為
者

と
し
て
あ
る
出
来
事
を
自
ら
経
験
を
共
に
し
、
ま
た
は
共
に
そ
の
出
来
事
を
形
成
し
た
者
、
そ
の
者
に
よ
っ
て
概
観
さ
れ
た
部
分
に
つ
い

て
は
、
大
抵
は
文
書
に
よ
る
資
料
の
解
釈
を
通
じ
る
の
で
あ
る
が
、
複
雑
な
事
象
の
経
過
の
再
構
成
を
試
み
る
者
よ
り
は
、
情
報
量
が
多

い
こ
と
は
争
い
え
な
い
。
し
か
し
、
看
過
し
え
な
い
の
は
、
同
時
代
的
観
察
者
ま
た
は
行
為
者
の
特
権
化
さ
れ
た
地
位
か
ら
生
じ
る
誤
謬

で
あ
る
。
行
為
者
は
、

し
ば
し
ば
興
味
深
い
日
記
や
メ
モ
ワ
ー
ル
を
書
く
が
、
そ
の
者
が
同
時
に
自
分
か
ら
距
離
を
と
っ
た
歴
史
家
で
も

あ
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
経
験
上
、
負
担
過
剰
で
あ
る
。
過
去
と
そ
の
中
で
の
自
分
の
業
績
を
積
極
的
な
光
り
の
中
に
照
ら
し
た
い

③
 

ヽ
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

H

「
そ
の
時
代
を
体
験
し
た
者
の
み
が
そ
の
時
代
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
」
。

史
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
結
果
、

な
い
。
ナ
チ
ズ
ム
は
、

維
持
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。

（九
0
五）

一
九
六
八
年
の
そ
の
憲
法
史
の
記
述
に
お
い
て
ナ
チ
ズ
ム
を



あ
る
因
果
系
列
が
全
く
背
後
に
退
い
て
し
ま
う
。
例
え
、

さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
b
)
 

(

a

)

 

て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
四

0
巻
第
五
号

政
治
家
の
メ
モ
ワ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
。

一
定
の
学
問
分
野
に
よ
っ
て
は
独
占
さ
れ
え
な
い
も

と
い
う
深
い
人
問
的
願
望
は
、
客
観
的
叙
述
と
評
価
の
要
請
と
抗
い
難
く
衝
突
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
周
知
の
現
象
は
、
多
く
の
著
名
な

こ
の
命
題
は
、
も
う
少
し
慎
重
に
言
う
と
、
法
史
家
の
み
が
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
法
体
系
の
特
殊
法
律
的
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
う
あ
か
ら
さ
ま
に
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ナ
チ
ス
法
の
研
究
は
、
ほ
ぼ
法
律

家
の
独
占
領
域
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、

う
意
味
で
あ
れ
ば
、

ナ
チ
ス
国
家
に
お
け
る
法
律
家
の
役
割
を
外
部
か
ら
評
価
で
き
な
い
と
い

ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
一
定
の
社
会
的
領
域
の
歴
史
的
研
究
は
、

の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
法
律
専
門
用
語
や
、
理
論
問
題
の
日
常
用
語
へ
の
翻
訳
は
そ
れ
に
原
則
と
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

法
律
家
が
、
専
門
用
語
を
あ
や
つ
る
点
で
優
位
に
立
つ
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
従
来
、

と
く
に
消
極
的
帰
結
を
も
た
ら
し

法
律
家
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
の
教
育
過
程
の
公
準
に
従
っ
て
、
現
行
法
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
指
導
的
観
点

と
評
価
基
準
を
引
き
出
す
。
例
え
ば
、
今
日
の
憲
法
原
則
を
ま
だ
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
判
例
の
記
述
に
適
用
す
る
場
合

が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
は
、
非
歴
史
的
で
あ
り
、
あ
る
時
代
は
そ
れ
自
身
の
前
提
に
則
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
資
料
は
そ
れ

自
身
の
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
に
受
容
さ
れ
た
方
法
的
原
則
に
矛
盾
す
る
。

法
律
家
は
、
刑
法
や
民
法
の
因
果
・
帰
責
モ
デ
ル
に
導
か
れ
る
癖
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
家
が
関
心
を
も
つ
こ
と
の

シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ソ
グ
は
、
当
該
法
律
家
が
そ
の
判
決
の
中
で
ナ
チ
的
思
考
を
認
識

「
有
罪
」
と
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
た
際
、
非
ナ
チ
化
手
続
の
際
の
質
問
表
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応

③
 

「
法
律
家
の
み
が
ナ
チ
ス
法
に
つ
い
て
完
全
に
意
見
を
述
べ
う
る
」
。

関
法

1
0六
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④ い
る
こ
と
が
典
型
的
で
あ
る
。
そ
の
教
育
過
程
で
、
法
律
家
は
、
事
実
を
「
法
的
問
題
」
が
浮
き
上
が
る
よ
う
に
下
準
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
技
術
を
歴
史
的
事
実
に
転
用
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
誤
り
に
つ
な
が
る
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
よ
く
に
「
非
法

律
的
」
動
因
が
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
関
心
を
引
く
の
は
、
そ
の
社
会
的
決
定
因
子
の
全
体
と
の
法
の
か
か
わ
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
法
律

的
叙
述
は
、
従
っ
て
、
叙
述
さ
れ
る
べ
き
事
象
の
法
令
集
や
判
例
集
の
中
に
あ
る
規
範
的
な
骨
組
み
を
強
調
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

刑
事
事
件
を
、
警
察
の
捜
査
や
行
刑
に
注
目
せ
ず
、
自
ら
の
活
動
領
域
で
あ
る
判
決
活
動
を
中
心
に
み
る
癖
が
あ
る
。
し
か
も
判
決
者
の

法
律
家
は
、
歴
史
家
と
違
っ
て
、
法
全
体
が
「
体
系
」
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
原
則
と
し
て
矛
盾
な
く
叙
述
で
き
、

再
構
成
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
を
も
っ
て
育
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
が
混
沌
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
体

系
を
見
出
そ
う
と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
体
系
の
な
い
と
い
う
体
系
を
も
つ
ナ
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
独
裁

体
制
を
叙
述
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
法
律
家
の
こ
の
習
癖
は
問
題
で
あ
る
。

「
ナ
チ
ス
法
の
研
究
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
法
理
念
に
関
す
る
研
究
と
は
違
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
れ
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
意
味
さ
れ
る
の
は
、

通
の
方
法
は
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

(

e

)

 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
日

ナ
チ
ズ
ム
は
歴
史
の
あ
ま
り
に
も
特
異
な
現
象
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
は
歴
史
家
の
普

立
場
に
立
ち
、
被
判
決
者
の
立
場
に
立
た
な
い
こ
と
が
多
い
。

(
d
)
 

(

C

)

 

す
る
グ
ル
ー
プ
分
け
を
行
っ
た
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

1
0七

ナ
チ
ス
法
の
偏
見
の
な
い
歴
史
的
研
究
は
、
均
整
の
と
れ
た
全
体
像
を
得
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
責
任
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
、
政
治
的
に
興
味
深
い
点
だ
け
に
こ
だ
わ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
家
に
と
っ
て
は
法
律
外
の
動
因
を
無
視
し
、
抑
圧
し
、
あ
る
い
は
、
除
外
す
る
よ
う
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
教
育
さ
れ
て

規
範
の
内
容
の
み
に
考
察
が
限
定
さ
れ
、
全
体
的
手
続
は
背
後
に
退
く
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
歴
史
叙
述
は
、

ナ
チ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
公
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
現
在
と
は

（九

0
七）



他
方
、

現
在
を
も
志
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

る
」
。
こ
の
教
訓
を
与
え
る
こ
と
を
放
棄
し
た
、
冷
静
に
距
離
を
置
い
た
「
ナ
チ
ズ
ム
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
論
じ
方
は
、
明
ら
か
に
不
安

を
掻
き
立
て
、

し
か
も
政
治
的
に
堪
え
難
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
背
後
に
は
、

繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
感
情
的
圧
力
と
政
治
的
願
望
が
あ
る
。
歴
史
学
は
そ
れ
が
社
会
に
役
立
つ
こ
と
を
実
証
し
、

教
育
学
」
と
な
る
そ
の
義
務
を
真
剣
に
考
え
、
歴
史
か
ら
の
「
教
訓
」
を
仲
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
常
的
な
見
解
で
は
、
歴
史
は

つ
ま
り
、
今
日
の
行
動
の
指
針
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
多
く
の
学
者
は
、

「
客
観
性
」
を
「
現
在
に
と
っ
て
の
有
益
性
」
と
結
び
つ
け
る
。

一
部
の
歴
史
家
は
、
過
去
の
存
在
か
ら
当
為
を
演
繹
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
が
最
も
優
れ
た
政
治
教
育

的
意
図
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
場
合
で
も
、
現
在
を
志
向
す
る
歴
史
記
述
の
義
務
の
否
定
に
つ
な
が
る
。
こ
の
立
場
を
唱
え
る
者
は
、
そ

の
社
会
的
有
益
性
を
多
数
説
の
よ
う
に
強
く
主
張
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
対
価
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
に
属

す
る
歴
史
家
は
、
従
っ
て
、
現
在
の
法
、
ま
た
は
若
い
世
代
に
対
す
る
積
極
的
な
結
果
の
ゆ
え
に
、

い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
解
朋
が
「
何
の
た
め
に
」
行
わ
れ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
個
人
的
に
、
ま
た
そ
れ
以
上
解
明
で
き
な
い
価
値
決

(153) 

定
に
も
と
づ
い
て
の
み
答
え
ら
れ
う
る
。

⑥
 

「
ナ
チ
ズ
ム
の
研
究
に
お
い
て
は
、
歴
史
家
に
は
、

が
批
判
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

関
法

第
四

0
巻
第
五
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と
く
に
大
き
な
亀
裂
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
さ
れ
う
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、

『
党
派
的
立
場
』

『
個
人
の
立
場
』
、

「
政
治
的

と
く
に
教
訓
と
な
る
核
心
が
期
待
さ
れ

ナ
チ
ス
法
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
研
究
が
、

た
ん
な
る
精
神
史
的
な
文
献
を
法
現
実
か
ら
隔
て
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

ナ
チ
ス
法
を
純
然
と
精
神
史
的
に
論
じ
る
こ
と

ナ
チ
政
権
の
よ
う
な
体
制
は
二
度
と

ナ
チ
ス
法
の
研
究
を
行
う
の
で
は
な

1
0八
（

九

0
八）



以
上
の
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
の
ナ
チ
ス
法
研
究
に
お
け
る
予
断
と
価
値
評
価
に
関
す
る
考
察
は
、
結
局
、

と
現
在
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
西
ド
イ
ツ
の
戦
後
と
い
う
広
い
意
味
で
の
「
現
在
」
が
、

1
0九

い
ま
だ
十
分
に
「
歴
史
化
」
さ
れ

て
い
な
い
ナ
チ
ズ
ム
の
「
客
観
的
認
識
」
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
あ
っ
た
。
本
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
過
去
の
克
服
」
の
要
請
そ

も
の
が
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
過
去
」
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
歴
史
認
識
と
矛
盾
す
る
契
機
を
含

「
客
観
的
認
識
」
の
可
能
性
と
い
う
学
問
の
方
法
論
が
こ
こ
で
の
直
接
の
関
心
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
客
観

的
認
識
に
至
り
え
な
い
諸
々
の
状
況
の
中
で
の
戦
後
の
現
実
の
ナ
チ
ズ
ム
認
識
の
解
明
こ
そ
が
、
関
心
の
対
象
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
過
去

「
過
去
」
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
、
過
去
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
を
ナ
チ
犯
罪
と
ナ
チ
の
不
法
体
系
の
克
服
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
、
解
明
す
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
全

(
1
3
6
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の
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、
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な
お
、
既
出
（
注
九
一
＿
一
）
に

対
応
す
る
本
文
の
記
述
を
も
参
照
せ
よ
。
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理

9

体
の
ね
ら
い
な
の
で
あ
る
。

む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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